
－1－ 

令和２年度鹿追町各会計予算及び 

第７期鹿追町総合計画等審査特別委員会会議録 
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                         午前 ９時 30分 

                                       場所   鹿追町議会議場 
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   （７）議案第24号 令和２年度鹿追町後期高齢者医療特別会計予算について 
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６．本会議に説明のため出席したもの 

町      長  喜 井 知 己 
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    会 計 管 理 者          津 川   修 

企 画 財 政 課 長   草 野 礼 行 

      町 民 課 長  平 山 宏 照 

       福 祉 課 長    佐々木 康 人 

農 業 振 興 課 長    菅 原 義 正 

農業振興課主幹  城 石 賢 一 

商 工 観 光 課 長    富 樫   靖 

 建 設 水 道 課 長    大 上 朋 亮 

       子育てスマイル課長    松 井 裕 二 

     ジオパーク推進室長    黒 井 敦 志 

      瓜 幕 支 所 長    東 原 孝 博 

     病 院 事 務 長     菊 池 光 浩 

 消 防 署 長    内 海 卓 実 

       総務課総務係長  土 田 佳 幸 

     企画財政課長補佐    武 者 正 人 

 

８．教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席したもの 

     学 校 教 育 課 長    宇 井 直 樹 

     社 会 教 育 課 長    浅 野 悦 伸 
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令和２年３月17日（火曜日） 午前９時30分 開議 

○議会事務局長（坂井克巳） 

令和２年度鹿追町各会計予算及び第７期鹿追町総合計画等審査特別委員会の開会に先立

ち、安藤幹夫委員長より御挨拶がございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 改めましておはようございます。 

令和２年度各会計予算及び第７期鹿追町総合計画等審査特別委員会にあたり、一言御挨 

拶申し上げます。 

令和２年度一般会計予算７件と第７期鹿追町総合計画について本定例会初日において、

本委員会に付託されたものであります。本委員会は町の事務事業の執行に係る施策を審議

する重要な会議となっています。 

各委員におかれましては、住民の皆様から預かった税金を効率的かつ効果的にどう活用

していくか、適正であるかを多面的な視点から御協議いただきたいと思います。 

質疑並びに答弁にあたっては簡潔明瞭に行い、住民の皆様が分かりやすく理解されます

ようお願い申し上げます。 

質問の回数について制限はございませんが、１回の質問には３項目で議論、審議を深め

ていただき、再度挙手の上で行なってください。 

資料請求については挙手により、款・項・目とその理由を述べ、その後委員会として必

要かどうかお諮りします。賛成多数であれば行政側に提出依頼をしたいと考えています。 

本委員会は、３日間と予定しています。 

各委員の御協力によりスムーズな進行が行われますようお願いを申し上げまして、挨拶

と代えさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議会事務局長（坂井克巳） 

 次に、喜井知己町長から御挨拶をいただきます。 

○町長（喜井知己） 

 おはようございます。 

令和２年度の鹿追町各会計予算及び第７期鹿追町総合計画等審査特別委員会の開会にあ

たり、一言御挨拶を申し上げます。 

本日から19日までの３日間の日程で審査が行われるわけでありますけれども、ただ今、
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この委員会の趣旨等につきましては安藤委員長からお話があったとおりであります。 

本町におきましても緩やかではありますが人口減少が続く中で多様な町民ニーズがあり、

これに答えるべくまちづくりを進めているわけであります。 

これから審査いただく令和２年度の予算につきましては、一般会計が70億 1300万円、

全会計総額で97億 2千万円であります。 

学童保育所の建設、子育て世代包括支援センターの開設、家畜ふん尿処理への対応、葬

斉場の改修、教育環境の整備、鹿追高校の支援、商工業振興、観光の活性化等々、多くの

課題に対応していくため目配りをした予算と考えております。 

さらに令和２年度は本町開町100年記念の年ということで、関連事業の予算も計上して

いるところであります。よろしく審査を賜りたいと思います。 

また令和２年度から８年間のまちづくりの方向を示す第７期鹿追町総合計画の審査も併

せてお願いしたいと考えております。 

委員各位それぞれの立場から、また様々な角度からの御意見を賜りたいと考えておりま

す。私どももしっかりと説明をしてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願い申し

上げまして開会にあたっての挨拶といたします。 

どうぞよろしくお願いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

ただ今から、令和２年度鹿追町各会計予算及び第７期鹿追町総合計画等審査特別委員会

を開会します。  

これより議事に入ります。 

本委員会に付託されました令和２年度鹿追町各会計予算７件と第7期鹿追町総合計画の

審査を議題とします。 

審査日程についてお諮りします。 

審査日程は、本日、３月17日、18日、19日の３日間といたします。 

令和２年度各会計予算審議は議案ごとに質疑を行い、全議案質疑終了後に総括質疑を行

います。総括質疑終了後、議案ごとに討論を行い、採決を行います。 

次に、第7期鹿追町総合計画について審査を行います。審査については基本構想、基本

計画、それぞれ質疑を行い、その後総括質疑、討論、採決を行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 異議なしと認めます。 

議案第18号 令和２年度鹿追町一般会計予算に対する質疑 

歳出 １款 議会費 41ページから 

               ２款 総務費 66ページまで 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 これより、議案第18号、令和２年度鹿追町一般会計予算に対する質疑を行います。 

最初に歳出から行います。 

１款、 議会費と２款、総務費、41ページから66ページまでとします。 

質疑ありませんか。 

８番、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 ページは48ページ、財産管理、修繕費、150万円あるわけですけれども、昨日の委員会

代表質問にもありましたけれども、施設の管理とかそういうことの中で施設の改修につい

て調査していくという計画も示されました。 

私はこの施設の老朽化が原因でないのでないかと常々感じております。 

設計や施工に原因はなかったのかということも修繕をしなければいけない状況の中であ

るのではないかと。施設完成から数年で雨漏りをする。場所を言いますとほほえみプラザ、

何年もしないうちに雨漏りをしているわけです。 

さらには町民ホール２階通路、それからミーティング室、見ていますと年々雨漏りの跡

が広がっているのです。去年はこれぐらいだったのが今年はこれぐらい、すごく毎年広が

っている状況。 

あとは昨年ですか、ゲートボール場が完成しました。完成してすぐ雨漏りということも

聞いております。そういうものが発生するというのは、設計書に何か問題があるのではな

いか。積雪寒冷地とか、そういう気象条件とかそういうものをもっと考慮した設計が必要

だったのではないかと思います。 

施工や設計が本当に何も問題がなかったのか、そういう専門家の調査をしてもらって、

設計が果たして寒冷地に向く設計になっているのかということを考えていくべきじゃない

かそう思うわけです。屋根の形状に問題があるのではないか。例えばフラットの無落雪で

果たしていいのか。それから波を造って雨水とかこれからは雪解け水とかそういうものが
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たまる構造になっているのではないかと、そういうことを考えると修繕費15万円で対応で

きないのではないかと、だからまずはそこを調査する。 

例えば空調とかそういうところも必要だと、特に私も感じておりますけれども神田日勝

記念美術館のロビー、ホールは南側のガラスの大きな面があるのですけれども、冬になる

と水滴がたまるんです。バケツいっぱい、1日でたまる状態なのです。 

こういうのをやはり見過ごさないで、きちんとどこに原因があるのかを積雪寒冷地とい

う気象条件とか、どういった対応をすべきか、そういうことを設計の人に入れていくべき

だと思うのですがいかがでしょうか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 答弁、渡辺総務課長。 

○総務課長（渡辺雅人） 

 今の御質問の修繕費の15万円というところについてお答えをさせていただきます。 

 財産管理費の中の修繕費 15 万円については、総務課で管理している地域集会施設が 12

カ所ありますが、これに関する修繕費ということで15万円を見させていただいています。 

 各公共施設についてはそれぞれ所管のほうで予算を見ているところでございます。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 浅野社会教育課長。 

○社会教育課長（浅野悦伸） 

 まず町民ホールのすがもりの関係でございますけれども、業者のほうにも私たち確認を

させていただきまして、当時としては最高か従来の最高だったと。 

その後27～28年がたちまして、もしやるならコーティングというか全面のコーティング

をした形のものでないと、なかなか今の工法としては難しいかなと。 

今、狩野委員が言われているミーティング室の上のほうですね。あの部分をやると業者

のほうでは、今、業者のほうで予算的には１千万円くらいかかるということが言われてい

ます。 

それから神田日勝記念美術館、ロビーのところでございます。 

通常でしたら町民ホールと同じように結構乾燥するような建物のですけれども、向こう

側は展示室がありまして、大体55％くらいの湿度を展示室は保たなければならないという

ことで、その分の湿度分がロビーにも流れ込んでいるという状況であのような形になって
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います。 

業者やうちの建築のほうにも聞きまして、もしそれを打開するのであれば、ロビーのガ

ラスが今は１枚ガラスになっているので、これを二重、２枚ガラスにすると結構遮断でき

ると、ただそれをやるとなると、あそこの美術館のところをかなり閉館しないとならない

というような話も来ています。今回、予算を400万円、今、予定をしているのですけれど

も町民ホール、神田日勝記念美術館、トリムセンター、温水プールを改修の策定を今、考

えているところでして、今後かなり修繕費がかかることもあろうかと想定されますので、

大体どれくらいがかかるのか。それからどういうふうに優先順位を付けて修理をしていく

のか、今、当初予算の策定費を計上させていただきまして調査していこうという形で考え

ております。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井町長。 

○町長（喜井知己） 

 個別の施設、いろいろ御指摘ありましたけれども、総体的なことを申し上げますと、こ

ういった大きな大規模な施設に限らず、設計については専門の業者に当然委託をして設計

をされているわけでありますし、ものによってはあったかもしれませんけれども、道内、

あるいは寒冷地の状況をもちろん考えて当然それぞれの施設、設計をされているわけであ

ります。いろいろデザイン性とかいろんなことでそういう不具合が数年度出てくる。 

みないるのほうは、それについては多分施工の関係だったのかなっていうふうに思って

おりますけれども、そういった実態もあるということであります。 

 いずれにしてももちろんそういう寒冷地を考えて設計をされているわけですけれども、

今後の新しい施設のはもちろんそういった面もいろいろ注文をつけていかないとならない

と思いますし、新年度に大型４施設を含めた改修計画も具体的に立てていくわけですので、

そういうことも含めてしっかりと長寿命化ということも含めて対応していく必要があると

考えています。 

個別に調査となるとこれもまた相当な費用が掛かりますので、新年度で予定をしている

公共施設の管理計画の中で総体的にいろいろ考えていきたいと思っておりますのでよろし

くお願いをいたします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 
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 ８番、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 製造物責任法という法律があります。ＰＬ法、こういった建物を消費者を保護する。そ

ういった面でそういう法律もございますが、建設物の保証期間というのはやっぱりあると

思うのです。そういうものを見直すとか、きちっと法律にのっとって皆さんはそういう専

門家ですから、そういうものも駆使して施工業者を指導していただきたいし、管理もきち

っとやっていく、施工管理もやっていただきたいと思います。 

それと同時に建物のそういったしみ、雨漏りの跡があるとか見つかったら情報を共有し

て財産管理に当たっていただきたいと思います。ここは建築のとか建設課の分野だとか、

町民ホールは管理が別だとか、そういうことでなくてそういう不具合があったら情報を共

有してどうしたらそういうことができるのかということを本当に真剣に対応策を練ってい

ただきたいと思います。 

たかが雨漏りと思わないで、それによって建物が崩壊するのだということもやっぱり肝

に銘じて、例えばそこのクラックから雨水が長い時間入ると、寒冷地で凍結、融解を繰り

返しコンクリートにダメージを与えるとか、そういうことも財産管理とはどういうことか

ということを根本的に勉強し直していただきたいと思います。 

情報共有と職員の能力の向上、そういう点でどうされるのか再度質問いたします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井町長。 

○町長（喜井知己） 

 財産管理部門、それから各担当で当然公共施設を管理しています。 

専門的なことになると建築の担当がおりますから、必ずいろんなことがあると建築とい

ろいろ相談しながら、修繕なりいろんな検討をしております。 

今後さらに今おっしゃられたようなことも含めて、しっかりと職員間で情報をきちんと

やり取りをして公共施設を管理してまいりたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。  

他、質疑ありませんか。 

 ６番、上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 
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 まず 41ページ、議会費、需用費、消耗品費でございますけれども、私たち議会図書の充

実ということでお願いをしたところ御理解をいただいて増額ということで予算決めていた

だきまして感謝いたしております。これを生かしてより充実した議会の運営に努めていき

たいと思います。 

また 46 ページの備品購入費で議会中継用のカメラも新しくしていただけるということ

で、現在の状況では下のロビーでも中継をしておりますけれども、画像も粗いし色も悪い

ということで御理解をいただいて、それに伴い私たちも画像に負けないような議会の運営

に当たっていきたいと思いますのでよろしくお願いをしたいと思います。 

 それともう1点、60ページのジオパーク事業費、これは前回の再認定の折に専門員の採

用ということが絶対条件というか必要条件のようなお話をされて再認定ということになっ

ております。 

聞くところによりますと２月 21 日まで再度募集を延期して募集をかけているという状

況、聞いておりますけれども、現在に至ってどのような状況になっているか、その点をお

聞きしたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 黒井ジオパーク推進室長。 

○ジオパーク推進室長（黒井敦志） 

 それでは、ジオパークの専門員の関係についてお答えをさせていただきます。 

産業厚生常任委員会で御説明させていただいた段階では、ジオパークの専門員は地域お

こし協力隊として募集しており、２名の募集がありましたとお話ししました。現実的なと

ころその方々は私どもが期待する地理学、火山学、地形学に該当する方ではございません

でした。 

そういうことで、公募を延長しているということで２月21日までだったんですけれども、

その段階で今、おりませんので引き続き継続をしております。現在公募だけでは人は来な

いということも考えられますので、ジオに関係する大学の先生などにもお声をかけさせて

いただきまして、そういう関係者の方、良い方を鹿追に送っていただけないかと思ってい

ます。 

鹿追としては地域住民とのコミュニケーションの取れる人当たりのいい人を望んでいま

すので、大学の先生のお墨付きのような方を招くことができればこちらも幸いだなという

ふうに考えております。 
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以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 

 地域おこし協力隊の枠で募集をされているということでありますけれども、求める人材

がドクター、博士、修士でもいいのかな。そういう人材を地域おこし協力隊の枠で公募を

かけて来るということはすごく難しいと思うのですけれどそこら辺どうでしょうか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井町長。 

○町長（喜井知己） 

 確かにそういったこともあるかもしれません。ということもありますので地域おこし協

力隊の枠と併せて、今、黒井室長が話したようなジオパークのネットワークだとか大学の

先生等々からもいろいろ情報をもらって、いろんな方面から人を探す方法でしっかりやっ

ていきたいと思います。 

再認定のときの条件というかそういう形にもなっておりますので、残念ながら応募があ

ったお２人はうちが求めている専門性を有している方ではなかったので、引き続き協力隊、

いろんな分野も含めてしっかり探していきたいというふうに思います。 

それと前段の答弁は求められてはいなかったんですけれども、議会図書の関係、それか

らカメラの関係です。確かに下と上のテレビの画像も大分厳しい状態ですし、せっかくユ

ーチューブに流れているのですけれども、この辺りの色が紫みたいな色になっていたり、

顔はきちっと映る必要があるのかは別にして、非常に画像としては大変厳しい状況ですの

で、なかなか音響関係は相当費用がかかるということで、厳しいかなと思っていますけれ

ども、できるところは早めに改善したいということで予算を計上させていただきましたの

でよろしくお願いをいたします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

他、質疑ありませんか。 

 １番、清水委員。 

○１番（清水浩徳） 

 ２点、質問させていただきます。 
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 1点目、53ページ、交通安全推進費、この中で交通安全協会活動助成金に関連して質問

いたします。 

今年の氷上運転講習会を中止した理由についてお伺いします。 

２点目、55ページ、防災費、国土強靭化地域計画を策定するとなっておりますけれども

予算がないのですけれども、この辺どうなっているのかお伺いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 平山町民課長。 

○町民課長（平山宏照） 

 お答えさせていただきます。 

 まず 1点目の氷上運転講習会中止の件でございます。今シーズン、雪の降雪の量が少な

くなっておりまして、時折雪が降ってコースの設営ができるかなということで準備を進め

ておりますと、また次の週に気温が上がって解けてしまう。その都度、会場予定地を見回

っていたところですけれども、ずるずると伸びて時期的にこれは無理かなというところで

中止を決定させていただいたところでございます。 

 ２点目の国土強靭化地域計画でございますけれども、いろいろと他町村と情報を共有し

ながらどのように作るのか、国のガイドライン、道の計画を見たところ外の委託等も考え

ましたけれども、これは自前で作ろうということに至っておりまして、特に予算はかけず

に自らで作成しようということで予算は特に上げていない状況でございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 清水委員。 

○１番（清水浩徳） 

 1点目なのですけれども、雪不足ということでありましたけれども、1月中旬には若干の

降雪もありまして凍れもありました。 

あのコースを造るには３日あればできるコースです。ですので１月中旬もしくは下旬に

は実施可能だったと私は思います。 

あの講習会については 01 農業塾生や産業研修生が体験のため研修科目にも入れており

ます。比較的重要視している団体もありますので簡単に中止するのはよくないのではない

かと思います。 

もし雪不足が理由だとしたら、クローズしたスケートリンクを活用して実施可能だった

のではないでしょうか。この辺りどうでしょう。 
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○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 平山町民課長。 

○町民課長（平山宏照） 

 お答えいたします。 

 コースの設営についてはできるなという状況も確かにありました。 

ただ組織的にと言いますか、こういう講習会として実施するには支援の運転の教習所の

皆さんとか改めて参加の募集、集約をするということもあって、次の週の週末にやるかど

うかというような検討になってしまっております。 

どうしてもやろうと思えばできた状況かもしれませんけれども、今後、この反省も踏ま

えてなるべく中止しないような方向で頑張っていきたいと思っています。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 清水委員。 

○１番（清水浩徳） 

 この交通安全協会の活動助成金、７万円あるのですけれども、ちょうどあの事業が７万

円弱の経費でやっておりますので、ぜひ来年度以降は中止をせずにやっていただきたいと

思います。 

 ２点目の国土強靭化計画なのですけれども、自前で計画をするとなっておりますけれど

も、これは国が実施します出前講座だとか受講しなくて大丈夫なのでしょうか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 平山町民課長。 

○町民課長（平山宏照） 

国土強靭化計画の講習会の件ですが、今までも十勝の振興局等で行なっているものには

もう２回ほど参加をしております。このようになるべくお金をかけないように身近にこう

いう説明会等がありますので今後もこういうことに参加しながら、またガイドライン等も

参考にしながら作っていきたいと考えております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

他、質疑ありませんか。 

 ３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 
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 52ページ、53ページ、２項目あります。 

52ページのほうは、地域力創造活動事業助成金ということで100万円、見ていますけれ

ども、半減しているのです。何がどうなったのか理由、中身を知りたいと思います。 

53ページ、鹿追町地域間交流推進協議会補助金ということで440万円、これは昨年より

170 万円ほど増えています。何か新しいことをお考えになっておられるのか、もし考えて

おられるならどういうことなのかお願いいたします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 草野企画財政課長。 

○企画財政課長（草野礼行） 

 お答えをします。 

まず 1点目の地域力創造活動事業でございますが、後ほど金額確認をさせていただきま

すので、元年度も予算100万円計上させていただいていたかと思いますので、令和２年度

も同じような予算で提案させていただこうと思っています。 

それから２点目の地域間交流推進協議会補助金でございます。昨年度は委員おっしゃる

とおり270万円の計上でございました。これ実はふるさと交流ショップということで台東

区の千束通り商店街のほうへ行っているものですが、令和元年度につきましては１回しか

行っていません。その前の年は２回行ったのですけれども、令和２年度については２回行

って地域間交流を図りたいということでその分上乗せをさせていただいてございます。 

それからパンケーキイベントにつきましても、もともと国際交流協議会でみていたもの

が、こちらの地域間交流推進協議会のほうで予算組みをしていまして、その部分で30万円

増加になりまして、合わせて170万円ほど増えているような形でございます。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

他、質疑ありますか。 

 ４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 ３点ほど確認をさせていただきたいと思います。 

 まず 47ページ、文書広報費になると思います。鹿追町地域の活動助成金ということで、

新規新しくまた令和２年度から実施させていただきたいということのお話ですけれども、
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新年度が400万円ということで、前年度650万円から下がっているということの一つのそ

この説明と、昨年の実施された内容について報告いただきたい。 

 その前の以前の昨年もこの問題が出ていましたけれども、平成30年の６月にアンケート

を各行政区で取った結果、90％が大変助かるという答えをいただいて今までできなかった

交流ができたということで、実施した行政区に関しては非常に評価していただいているか

なと思います。それと年が明けて1月に実施していただきました町内会お悩み解決のワー

クショップを兼ねた講演、これも私も出席させていただいて、最終的にちょっと時間が足

りなかったかなと思いますけれども、ここの実施した結果、どういう効果というか、いい

部分があったのかということを報告していただきたい。 

 ２点目、50ページの企画振興費、タクシー助成の補助、これ昨年一部遠いところの問題

を解決していただいて、利用者が増えているわけでもないようですけれども、これの令和

元年度分の実質 500 万円の予算で、100 万円バックしたということで、実質 400 万円の内

容で実施されたその内容を説明いただきたい。 

 55ページの公害防災費の中で廃屋解体撤去事業、これは全員協議会の中でも説明いただ

いて承知はしておりますけれども、昨年の令和元年度分の実施された件数、それから毎回

説明はいただいていますけれども、現在町内にいかほどの廃屋があって、解体して環境を

整えていただきたいということが町としてもあろうかと思うので、そこのところ今回改定

してその意気込みをお知らせいただきたいのと、説明いただきました助成金のいただける

限度額が100万円から50万円に下げていますけれども、内容的には補助を出していただけ

る条件が平米単価上げて補助の内容を有利にいただけるような、最大50万円出していただ

けるような方法を考えていただいているわけですけれども、ここも説明いただいてまず進

めていきたいと思います。お願いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 草野企画財政課長。 

○企画財政課長（草野礼行） 

 お答えをします。 

 まず１点目の地域のつながり活動補助金の関係でございます。平成29年度から３年間、

希薄化する行政区活動の活性化を目的に提案をさせていただいて実施をさせていただいた

ところでございます。毎年度、前年度の内容について、翌年度、３年間アンケートを取ら

せていただきました。委員おっしゃるとおり、実際は58の行政区がありまして、その中で
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平成29年度、平成30年度につきましては、それぞれ23件、24件、大体44～45％程度で

したが、アンケート結果の内容からも、行政区活動を活発化することができたとか、なか

なか地域のつながりができなかったのだけれども、多くの方と触れ合うことができたとか

そんな意見も多くいただいています。 

令和元年度につきましても、年度末にきて新型コロナウイルスの関係もあって、総会の

中で勉強会をやりたいというのも数件あったのですけれども、それがかなわないところも

あったのですけれども、現在20件程度の申請がございまして、実施しているような状況で

ございます。  

基本は５項目、防犯、防災、それから環境美化、健康づくり、子育て、高齢者対策、こ

の５項目につきまして実施をしております。それで独自事業ということで、各行政区によ

って行われる盆踊りですとか、いろんなことやっているのですけれども、独自事業も何点

かございます。これらのアンケート結果を踏まえまして、新年度から新たにまた３年間、

補填をさせていただきたいというものでございます。 

内容につきましては、基本の５項目にプラス１項目を付け加えたいと思っています。内

部でもいろいろ検討したのですけれども、なるべく行政と町民が近づく、それから行政区

活動が活発になるような取組は何だろうという話を検討した結果、１点、新年度には令和

２年度から新たに始めるような事業、例えばごみのこととか、葬斎場を建てるだとか、行

財政改革を進めていくだとか、いろんなことがあるかと思いますので、そういうことにつ

いて職員が行政区に出向いて勉強会、研修会をさせていただくことを、追加をさせていた

だきたいなと思っています。 

予算の関係でございます。令和元年度まで650万円予算計上を提案させていただきまし

たが、実際の実施率45％程度なので、実際は300万円に満たないような実施結果でござい

ます。 

400 万円の根拠でございますが、その前に変更点も２点ございまして、新たな 1 項目を

追加させていただいたのと、今までは行政区長から申請をいただいていたのが、煩雑な部

分があったりとか、各行政区によって子供会があったり、婦人会があったり、老人会があ

ったり、そういうところもあるので、そこからの申請も受け付けましょうということで、

やりやすくなったかなと思っています。それからもう１点、今回の金額を下げたのは、基

本額の10万円というのは、変更していません。１世帯当たり、行政区ごとに５千円という

のも世帯割というのがあって、その金額を２千円とさせていただいてます。それは限度率、
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最高にやったら 1500～1600 万円くらい全行政区がマックスでやるとかかるんですけれど

も、限度率に対して実施率が40％くらいのものですから、そこは５千円から２千円に下げ

させていただいて、実施していただこうというものでございます。 

 400 万円の根拠でございますが、すみません、長くなりますが現在58ある行政区の、先

ほど言ったとおり、基本額の10万円は変えません。58かける 10万円で580万円、今の実

施率が45％くらいなので、そこを70％くらいまでに引き上げたいというもの、それから先

ほど話しました実施率、限度額に対する実施率も低いものですから、それも60％くらいに

引き上げたい。 

先ほど言った２千円で計算をすると全部で1,900くらいの世帯数があるんですけれども、

それをかけて580万円とその1,900 世帯かける２千円で380万円、大体960万円くらいに

なるんですけれども、それの70％かける60％、大体400万円くらいになると、そういうよ

うなことで御提案させていただきたいというものでございます。 

 それからタクシー券の状況でございます。令和元年度につきましては、免許の返納者か

らの自主返納した場合の申請でございますが、平成30年度が40件だったのに対しまして、

令和元年度、今のところの状況でございますが49件ございます。実質９名の方が多く利用

されているのかなと、感じてございます。 

それから平成30年度、タクシー券を利用された方の実績でございますが、380万円程度

でございます。 

それから令和元年度、２月くらいの段階ですけれども、300 万円というような数字にな

ってございます。 

これらに基づいて新年度継続して実施をさせていただきたいというものでございます。

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 平山町民課長。 

○町民課長（平山宏照） 

 廃屋解体の件について御質問いただきましたのでお答えさせていただきます。 

廃屋解体の適用事業、補助事業についてですけれども平成24年から６年経過しておりま

す。 

この要綱で実施したものについては、今まで計25件ございまして、平成30年度で、令

和元年度については利用が０件となっています。 
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こういう要因もありまして今回使いやすくするということで内容を変えさせていただい

たところでございます。 

廃屋の状況ですけれどもリストがありまして、正確な数、今はないんですけれども、今

の状況ですと周辺住民の方からこちらに廃屋の屋根が少し壊れているというような情報を

いただきます。 

今のところ状況を把握して持ち主の方とも交渉をしながら、現在、令和元年度につきま

しては２件ほど解体の方向で完了する状況になっております。 

この助成の上限と言いますか、減額、今回させていただいたところですけれども、補助

金の１平米当たりの単価を現状に合わせて5,500円以内から、基礎割は11,500 円、ないし

は1万円ということで現状に合わせたこの補助ができるようにということでさせていただ

いています。 

上限は50万円ということで総額になったわけですけれども、実際使っていただく分には

いろいろ有効に使っていただければ、今までと変わりないような補助をさせていただける

かなという思いで今回させていただいていますので御理解お願いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 草野企画財政課長。 

○企画財政課長（草野礼行） 

 申し訳ございません。１点、お答えするのが漏れていました。 

１月29日に開催しました東京から経営コンサルタント、水津先生をお呼びして行なった

町内会のお悩み解決の内容でございます。 

町外からも多くの方がいらっしゃいまして当日、講演会の他に各方面から来られた方と

併せたワークショップを実施しています。いろんな町の話の課題だとかもいろんなことで、

ワークショップをやったことで他の町のやり方とかいろんなことが今回見えたのかなと思

いますし、各町内会や行政区の役員の方も参加していただいて、うちの行政区こんなこと

で悩んでいるのだとかお互いに話し合って町内会のことについて考えるきっかけになった

のかなと思っていますので、令和２年度以降も予算は取っていませんけれども、何かの機

会にこのようなことをやっていきたいなと思っています。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ４番、台蔵委員。 
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○４番（台蔵征一） 

 １点目から、今の地域つながり活動、これ３年また延長していただいて新たな形で補助

を出しながら、ぜひ今御説明いただきました45％から 70％、目標は作っていただいたので

ぜひこの目標に近づけるようにいろいろ情報を流していただきたい。 

今、最後に説明いただきましたこのお悩み解決のワークショップ、講演の関係ですけれ

ども、こういうことはやっぱり回を重ねて参加していただいて、行政区長とか町内会で役

員をやっていられる方をぜひ参加していただいて、悩みをお話していただくことは非常に

有効かなと私も思いました。私の班でも鹿追以外の行政区の方も見えられてお話しいただ

いたのも私なりにも参考になりましたし、数を重ねていくことが大事かなと、それが結果

として70％に近づくかなと思いますので、ぜひ実施して進めていっていただきたい。 

２番目のタクシー助成、令和元年は減っていますけれども、ぜひ必要だということは利

用されている方はもう十分感じておりますので、今後も続けていただきたい。 

最後の廃屋解体ですけれども、これ非常に行政側としては推進しづらい、個人の財産に

対しての問題なので難しい部分はありますけれども、希望者がいないわけではないのです。 

実際は私も何件か聞いていますけれども、いないわけではないのですけれども、なかな

か最終的に結構処理するのに産廃料金が高額になってきているということもあって、簡単

に手をつけられないというような場面もあるのかなと私は認識しております。  

その中で実質、上限50万円にしたという理由は全員協議会のとき、私は副町長からもお

伺いはしております。しておりますけれども、やはりせっかく100万円という金額を１回

出して50万円に下げたというのは、ちょっと「えっ」というような感じを受けないわけで

はない。ぜひ実質はこういうことですよということを実質上限50万円いただけるような計

算方式にしていただいていますので、そこを説明していただいて、ぜひ私はこれを推進し

ていただきたい。 

今回改正して、住宅から倉庫、物置、車庫などにも対象の範囲を広げていただいてもい

ますので、こういうことをぜひ広く町民に周知していただいて利用を促進していただいて、

1件でも処理をできるような方法をとっていただければありがたいかなと思います。 

終わります。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ７番、川染委員。 

○７番（川染洋） 
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 今の廃屋解体の関係と関連していますので、今のうちに聞いておきたいと思いますが、

解体した後の固定資産税の税率なのですが、私どもでは６倍くらいになる税率だと聞いて

いるのですけれども、税率がどの程度上がっていくのか、平地になったときに上がってい

くのか。 

それと税率が高いので平地にしないほうがいいと思っている廃屋の持ち主がいるのか、

いないのか。もしいるとすれば、その辺を政策的にどう考えているのか、その辺をお尋ね

したいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 平山町民課長。 

○町民課長（平山宏照） 

 お答えさせていただきます。 

土地に建物が、住宅が建っている場合は固定資産税が６分の１というようになっていま

す。ここが撤去されたとなると、税がまた戻ってしまうということもあります。今ここで

どうするかということを申し上げませんけれども、そういう状況があるということは把握

しております。今後、こういうことも加味しながらどうするべきか検討してまいりたいと

考えております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ７番、川染委員。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 今は税率が戻ってしまうからなかなか壊せられないよという人はいるかいないかという

のは、把握してないということですね。  

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 平山町民課長。 

○町民課長（平山宏照） 

 話は聞いておりますけれども、こういう公的な場で何人いてという状況では正確には把

握しておりません。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

 他に質疑ありませんか。 

 ９番、埴渕委員。 
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○９番（埴渕賢治） 

 54ページの職員の自主研修についてお伺いをいたします。 

 この自主研修におきましては、少額であっても前年度の比較の中で減額予算として計上

されているわけであります。なぜ減額したかその理由についてお尋ねいたします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 渡辺総務課長。 

○総務課長（渡辺雅人） 

 職員研修費の職員の自主研修ということであります。自主研修につきましては、平成24

年に、職員の自主研修の支援制度を制定して職員が自らに必要な知識、自ら企画した研修

を行うということで学習の機会を促してきたところでありますが、これまで８年間実施を

しておりますが、７グループが活用しておりますけれども、昨年度、30年度元年度につい

ては活用がないという状況でございます。 

対象要件としては総合計画の理念に沿った行政課題の調査研究をするということで、２

名以上のグループで宿泊費や交通費を対象とするわけでございますが、現状なかなか利用

されないということを踏まえて90万円、５グループ分の90万円から４グループの、１グ

ループ15万円が限度なのですけれども、若干減らしたところでございますけれども、活用

に障害になっているところ、よく調査、検討しながら、確認しながら、内容についてはよ

くしていきたいというふうには思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 埴渕委員。 

○９番（埴渕賢治） 

 議会もそうなのですけれども、この自主研修におきましては今後のまちづくりの根幹に

なす要素であるなと思っています。 

議会も行政も現場主義という観点から考えますとやはり私は増額であれば質問する必要

はないなと思っていたわけですけれども、今、説明があったように、こういった理由で減

額にしたと、本当にチャンスとしては自らを高め、成長させる自主研修であるなと解釈の

中で、私は活用するにあたって、もうちょっと内容を検討して職員に少しでも、活用して

もらえるような中身に検討を我々は、我々はというよりも私はそう思っているところであ

りますので、もう一言いただきたいと思います。 
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○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 渡辺総務課長。 

○総務課長（渡辺雅人） 

 委員おっしゃられるように、よく今の制度の内容、どういったところが使いにくいのか

検証をさせていただいて、多く使っていただけるような制度に変えていきたいというふう

に考えています。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

 他、質疑ありませんか。 

 ５番、加納委員。 

○５番（加納茂） 

 50ページ、支所費の中の夢創造館の関係です。現在どれくらいの利用があるのか教えて

ください。 

それからもう１つ、61ページの地方創生交付金事業、この中のアウトドアガイド人材育

成事業補助金とありますけれども、これはどのような組織がどのような内容で行動されて

いるのか教えてください。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 東原支所長。 

○瓜幕支所長（東原孝博） 

 夢創造館の利用状況ですけれども、年間で細かい数字は持ってきていないのですけれど

も、年間で200名程度の利用状況となっております。  

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 地方創生の、アウトドアガイド人材育成事業補助金についてでございますが、こちらの

ほうは３年前から取り組んでいるところでございまして、ネイチャーセンターに活用して

おる補助金でございます。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 
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 よろしいですか。 

 他、質疑ありませんか。 

 次に進みますが、ここで暫時休憩といたします。 

再開は10時 50分とします。 

休憩 10時 30分 

再開 10時 50分 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

              ３款 民生費 66ページから 

              ４款 衛生費 87ページまで 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ３款、民生費と４款、衛生費、66ページから87ページとします。 

質疑ありませんか。 

２番、山口委員。 

○２番（山口優子） 

 ページ数で言えば80ページから82ページ、衛生費、保健衛生費、保健指導費、項目は

報償費、委託料もろもろ入っていますけれども、子育て世代包括支援センターについてお

伺いします。令和２年度からの新しく子育て世代包括支援センターを設置するということ

ですけれども、これを設置することによって相談体制の充実が図られていたり、お母さん

方にとって利便性が増す、とてもいい事業だなと思うのですが、この事業に関して相談窓

口をどこにおいて、組織はどのような形で運営されるのかまずお伺いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 答弁、佐々木福祉課長。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 子育て世代包括支援センターの御質問ですので回答させていただきます。 

まず相談窓口につきましては、子育てにつきましては従来とおり福祉課、子育てスマイ

ル課等でそれぞれ相談を受けているところでありますけれども、この子育て世代包括支援

センターにつきましては、トリムセンター、ここの１室を改修いたしまして、そこを専門

の窓口というふうに考えているところであります。 

組織につきましては、基本的には福祉課の食育健康推進係、こちらのほうで対応させて
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いただきたいと思いますけれども、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援という

ことでございますので、食育健康推進係を核といたしまして、認定こども園、あるいは子

育て支援センター、医療機関、保健所、児童相談所等関係機関と密に連絡を取らせていた

だいて、相談支援体制を整えたいというふうに考えております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ２番、山口委員。 

○２番（山口優子） 

 専門の保健師がお母さん方の相談にのっていただいて、それでその保健師が窓口となっ

て、関係機関と連携してというような、事業として大変すばらしいことだと思います。 

これの一番の目的は、トリムセンターの中に子育て相談のワンストップの窓口が置かれ

るというところが一番いいことだと思うのですけれども、この鹿追町の現在、子育て支援

センターというのがございます。 

子育ての相談をしたいときに子育て世代包括支援センターと子育て支援センター、これ

とても町民の方からしてみれば紛らわしい名称だと思います。 

この子育て世代包括支援センターという名称は、国が定めた名称で、この名称を必ず使

わないと補助金などをもらえないかどうかお伺いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 佐々木福祉課長。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 委員おっしゃるとおり子育て世代包括支援センターという名称自体は、これは事業の名

称でありまして、これは全国一律の名称でございます。 

ただ今おっしゃられたとおり、子育て支援センター等と非常に紛らわしい部分もござい

ますので、内部で検討した結果、いろいろ上部機関にも確認しましたけれども、愛称とい

うことでセンター名については差し支えがないということでございますので、それも含め

て考えていきたいと考えております。ちなみに子育てのアプリも用意しているところであ

りますけれども、愛称を「ばんび」ということで、名称を付けたところでございますので、

そういった形での親しみやすいセンター名を考えていきたいと考えております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 山口委員。 

○２番（山口優子） 
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 愛称ということで、今、考えていただいているということで安心しましたが、何か子育

ての相談がしたいなという人が、子育て支援センターに行ってしまうということも考えら

れるかと思いますし、トリムセンターに行ったときに何て言って窓口に行けばいいのかと

いうのも、悩む人は悩むらしいです。なので、予算の中に周知のパンフレットなど予算化

されていますけれども、その辺りを分かりやすくしてほしいなと思います。 

国が付けた名称なのですけれども、子育て世代といいますと、一般的に高校生や大学生

のお子さんいても子育て世代かなと思います。これが対象としている年代というのは、大

体小学校入学前ぐらいまでの年代ということでいいのでしょうか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 佐々木福祉課長。 

○福祉課長（佐々木康人） 

子育て世代包括支援センターにつきましては、主に妊産婦・保護者の相談、そういった

ものに対応するといったものでございますけれども、「子育て」という意味でありますか

ら、保健師等が対応するのは当然18歳までを想定しております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 山口委員。 

○２番（山口優子） 

 分かりました。妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援ということで０歳から 18

歳までの支援ということで理解をいたしました。 

 はじめ妊娠から小学生ぐらいをまでを想定したものかと思っていたので、そこは違うと

いうことで理解いたしました。 

 いずれにしましても町民の方にとって初めての妊娠・出産という経験をされるお母さん

方にとっては不安が大きいかと思いますので、相談にのっていただける保健師さんとか、

すごく心強い存在だと思いますので、ぜひ力を入れて進めていっていただきたいと思いま

す。終わります。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 佐々木福祉課長。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 子育て包括支援センターにつきましては、産前・産後ケアということでございますので、

妊娠前からの相談に応じる、それも保健師だけではなく助産師さんを含めての相談体制に
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ついて行うというような中身となっていますのでよろしくお願いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

他、質疑ありませんか。 

 ３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 70ページと80ページ、２つほどお尋ねします。 

 70ページのほうでは委託料、寿勤労会委託料ということで、1460万円ほど見られていま

すけれども、これは昨年より少し減っています。これは実態を教えていただきたい。大体

年齢、それから人員、それから単価、そういったことと内容です。 

 それから80ページのほうは、健診（検診）の委託料関係で２千万円ほど出ておりますけ

れども、これの実態像、どういう健診（検診）でどの程度、何人等の予算を見られている

かということです。 

 それからもう１つ、報償費の記念品、500 万円ちょっと、実はこの関係で私も去年、写

真を撮らせていただいたのですけれども、何か終活に使うような写真ができてきまして、

やはりそれを好む人と好まない人がいるんでしょうけれども、何かもう少し気の利いたも

のはないのかなと思うほどいろいろ意見を聞いておりますので、その辺のことお尋ねいた

します。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 佐々木福祉課長。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 １点目の寿勤労会の関係でありますけれども、これが減額ということでなってございま

すが、寿勤労会につきましては、令和元年度でございますけれども鹿追地区の会員が 26

名、瓜幕地区が10名ということで、合計36名の会員の方がいらっしゃいます。 

この会も高齢化といいますか、そういったことで年々携わる方が減ってきております。

令和２年度におきましても、事業が一部できないというところで、減額しているところ 

でございます。単価につきましては、最低賃金を基にそれ以下にはならない形での設定と

いうことをさせていただいているところでございます。 

 ２点目の健診（検診）委託料でございますけれども、これは非常に多岐にわたっており

まして、項目も30項目、40項目ございますので、資料提供でよろしいでしょうか。 
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○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 畑委員、資料提供を求めますか。 

○３番（畑久雄） 

 お願いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 皆さん、お諮りします。 

 資料請求を求めるかどうか、賛成の方は御起立ください 

〔起立多数〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 提出されていないので。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 これは予算資料でありますので、相当細かな資料となります。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 もう一度お諮りします。 

 資料請求するかどうか、賛成の方は御起立願います。 

〔起立多数〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 起立多数ですので、後ほど資料の提出を求めます。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 後ほど資料として提出させていただきます。 

 ３番目、お時間いただきたい。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 それと佐々木課長、先ほどの寿勤労会の対象年齢、答弁漏れしていますので。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 すみません。お時間をいただきまして申し訳ございません。 

 寿勤労会の入会条件といたしまして、町内在住の年齢がほぼ60歳以上で寿勤労会の趣旨、

及び年会費等納めるということが入会条件でございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 
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 そうしますと新年度どの程度見込まれますか。参加人員というのは。 

計算の基礎を教えてください。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 佐々木福祉課長。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 予算を見込むときに、人員ではなくて作業に基づく時間、単価ということで、求めてお

りますので、ちょっと人では厳しい。ちょっとお時間をいただきたいと思いますけれども。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 予算をおおよそ想定しているときに、時間と作業の内容と、人員も関係してくるのでは

ないですかと私は思いますけれども、後ほどでいいです。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 佐々木福祉課長。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 ３点目の、保健指導費の記念品ですけれども、これは出産をされた方に対しての育児パ

ッケージ事業でございまして育児ボックス、あるいは商品券、それと絵本等の配布事業の

記念品でございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 私の勘違いですか。敬寿会のではないのですね。分かりました。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

他、質疑ありませんか。 

 ６番、上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 

 80ページの先ほどの委託料の関係ですけれども、新年度からピロリ菌の検査をやってい

ただけるということで、20歳からピロリ菌の検査、これは検査だけの項目でしょうか。そ

れともない人はその場で終わるのですけれどもある人は治療ということでピロリ菌の除去
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を行うと思うのですけれど、それの件と、後から何年かしたら罹患するということも考え

られるので一生に１回だけの検査かお聞きします。 

 それと先ほど言われた子育てアプリかな。よく言われるのは乳幼児を持たれているお母

さんたちが、予防接種ですね。今、いろんな種類の予防接種があって、最近、日本脳炎も

加わったということで、それぞれ期間を空けて、何歳で何とかいろいろありますけれども、

例えば接種の当日に熱を出して次回に延びた。それから１回の接種のものもあれば２回の

接種もある。そういうことを管理するのが、大変だというお話もあって、以前には同じ接

種を２回受けてしまったという人がいることも聞いておりますけれども、それが子育てア

プリで管理できるものなのかどうなのか。 

２点、お伺いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 佐々木福祉課長。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 ピロリ菌の検査につきましては、20歳からということで拡大したところでありますけれ

ども、今のところ１回ということでされるところでございます。 

 それから子育てアプリについてですけれども、これは予防接種等のお知らせをするアプ

リでありまして、今、上嶋委員おっしゃったとおり、予防接種の管理等をするということ

でいきますと、今回、衛生費の予防費、健康カルテ健康管理システムというのを本体でい

きますと550万円なのですが、ここで健康カルテということで、各町民の予防接種の履歴

ですとか、高齢者の肺炎球菌の管理を行うということでございます。このシステムを入れ

ることによって、委員おっしゃられたとおりの予防接種の管理ができる。なおかつ転出入

があった場合に同じシステムを使っていれば、その履歴を情報共有できるというようなそ

ういった健康カルテ事業を今回導入するということになってございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 佐々木課長、答弁漏れ。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 ピロリ菌が見つかった場合につきましては、個人負担で除菌等を行なっていただくとい

うことになってございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 
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他、質疑ございませんか。 

 ５番、加納委員。 

○５番（加納茂） 

 70ページの老人福祉でお伺いします。 

 今、社会福祉協議会、老連で研修のための町の福祉バスの受付を行なっていました。そ

れで各単位、日にちを決めて申し込んでいるのであります。 

それでお願いなのですが、予算化されていませんが、ちょっとお願いがございます。実

は町の福祉バスは高速道路で超大型車といいますか、特大車の部類に入るわけです。です

から大型トレーラーと同じ料金で走らなければならない。そしてその料金負担が非常に大

きいです。 

 それでどこの老人会もそんなにお金があるわけではありませんし、年金暮らしのお年寄

りに、１年に１回の楽しみの温泉旅行、または観光地の旅行というのはあるのですけれど

も、それはあんまり高額な負担では参加者が少なくなってしまいます。 

 それでこれは町長にお願いしたほうがいいのかなと思いますけれども、どうでしょうか。 

福祉バスの高速料金を町でもってもらうわけにはいかないでしょうか。そうするとかなり

助かると思うのですけれども、町長どうでしょう。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井町長。 

○町長（喜井知己） 

 お答えいたします。超大型という区分になるということで、高速の料金が高いというの

は私も聞いたことがあります。 

確かに加納委員おっしゃることも分かりますが、ちょっと考えてみます。ただ何でもか

んでも見てあげられればいいのですけれども、なかなか難しい面もあるなということもあ

りますので、研究させてください。よろしくお願いします。 

○５番（加納茂） 

 検討していただけるということで期待をしております。 

 確かに老人会というのはいろんな団体と違いまして結構参加率もいいですし、お年寄り

も楽しみにしている場合が多いわけです。 

ですからそんなに大きな出費ではないと思いますので、ひとつ積極的に推進をしていた

だきたいと思います。どうぞこの点もよろしくお願いいたします。 
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○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

他、質疑ありませんか。 

 ４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 ２点ほど質問させていただきたいと思います。 

 １点目、こども園舎が新しくできて、鹿追町で子育てのためのすばらしい施設がこれか

ら長く利用させていただけるかなと思います。それで私、以前にもお話しさせていただき

ましたけれども、地域保育所、それぞれ地域にあるわけですけれども、地域保育所の建て

替えも含めて、要望の出ている地域もあります。そこの考え方、町長にちょっとお聞きし

たいと思います。 

 それからそのこども園が新しくなったことによって遊具が新しい施設のところにもでき

て、元の幼稚園と保育所の施設があったところにもそれぞれ遊具があったわけで、使える

物も結構あったのかなと見ていました。 

それで地域保育所の人たちは遊具が足りないので、ぜひ利用していたものでもし空いて

いるものがあれば地域保育所で利用したいという御意見もありますので、そこのところの

考え方、どうでしょうか。お伺いしたいと思います。 

 もう１点、81ページになりますけれども、児童措置費の中に入るのかなと思いますけれ

ども、執行方針の中でも町長申しております発達障害などで療育を必要とする子供が増加

していると、これ医療・教育関係とのさらなる連携をとって１人ひとりのニーズに合った

支援を進めていく。実態が３歳児健診の折、かなりの割合で何らかのお子さんのちょっと

支援が必要、確認が必要かというような話も一時聞いたことがありますので、今実態をち

ょっと分かればまずお知らせいただいてまた確認したいと思います。この２点。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井町長。 

○町長（喜井知己） 

 私のほうから地域保育所の施設の関係、建て替え要望ということで、具体的に声が上が

っているというか、要望のお話があったのは笹川の地域保育所と思っています。 

ちょっと内容を私もしっかりと覚えていませんが、できれば建て替えをしてほしいとい

うことだと思うのですけれども、実際なかなか建て替えというのはハードルが高いなと思
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っています。現状の中で支障がある部分については、修繕等で当面は対応していかざるを

得ないのかなと思っています。 

 遊具の関係については、当然利用できるものについては移設等、それから地域保育所の

状況も見て、さらに再利用できるように対応していくと理解しています。どれをどこにど

の程度持っていくかまでは、私は承知しておりませんけれども、使える物はしっかり不足

しているところに使っていこうということで考えているところであります。 

 健診等で支援が必要な子供の関係、具体的な数は担当のから答えさせますけれども、療

育についてはいろいろ考え方があって、できるだけ年齢が低いうちから少しでも心配があ

れば、その時点から対応していくことによって良い方向に向かうということも言われてい

ますので、広く見てちょっと心配だなという子については療育をしていくと多分そういう

方向に考え方が変わっていますので、数的には正直以前に比べたら多いのかなという気も

しますけれども、そういう考えの下で対応している部分も正直あるのかなと私は理解をし

ております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 佐々木福祉課長。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 健診の関係でございます。今、町長の答弁であったように幅広くというところで健診の

中では経過観察ということで言葉が出ないですとか、落ち着きがないですとか、やり取り

がなかなかうまくいかない、そういった経過観察が必要な子供についてチェックをさせて

いただいているところであります。 

これは１歳６カ月健診でいきますと約８割の子供がそういった経過観察ということでご

ざいます。 

また３歳になりますと、その経過観察の子供が大体半分くらいに減っていきます。 

ですから先ほど町長の答弁にあったとおり最初は広く実態の経過観察を行いまして、そ

の後、こども園等でどのような実態といいますか生活、あるいは保育の中でどういった環

境でどういった状況なのかという観察をそのまま続けているような状況でございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 松井子育てスマイル課長。 

○子育てスマイル課長（松井裕二） 

 私のほうからも町長の答弁で内容はそのとおりだと思うのですが、少し補充といいます
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か付け加えさせていただきます。 

 地域保育所の建て替えに関しましては、平成29年に笹川のほうからいろいろ建物が古く

なったということでの陳情、要請がありまして、最終的にはできる限りの改修をというこ

とで内部改修及び水回りの改修、そういったことで手をかけさせていただいております。

そのときに外部の遊具も古くなってきて危険だという話もあって調査をしたのですが、現

状とりあえずは安全という部分は担保できると、ただ物が古い物ですから計画的には直し

ていきたいと、それで笹川のジャングルジムに関しましては、今のこども園のあおぞらに

あるジャングルジムを今年度向こうに移設をしまして塗装してきれいな状態で安全に使え

るように進めてまいりたいと考えております。 

 他にもあおぞら、にじいろに残っている遊具、できる物は新園舎のほうに持ってきてい

るのですけれども、物が古い物と基礎だとかそういったものが頑丈に固定されていて移設

することが難しいという物を建設課のほうと協議してそういう判断をしているんですが、

今後もできる方向でもっていける物であれば利活用をしていきたいと。 

 今、こども園のほうで残っている財産、そういったものも全部拾い上げて、各課のほう

で使えるものは使えると、そういったところを精査しながら外部の遊具も含めて利活用で

きるように努めてまいりたいと考えております。 

 それと発達支援の関係ですが、今、発達支援を受ける、療育を受ける子は少しずつ増え

てきています。それぞれの委託をしておりますが、言語・作業そういった専門の先生方、

定期的に見に来ていただいて、それで支援センターで担当が付いて少しずつ少しずつ小さ

なころから早めに対応して大きくなったときに困らないようにしてあげたいということで

進めています。一人一人それこそ対応が違うものですから、その子その子にあったニーズ

にあった療育、そういったものを心がけながら進めているところです。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 今、それぞれに説明いただいたわけですけれども、最初に保育所の関係、こども園それ

から地域保育所の関係、ぜひしっかり使える物を使っていただいて地域保育所にも子供た

ちが利用できる方法ができていただければありがたいと思います。 

全体の子供の数も減ってきて、それぞれ地域保育所の維持も大変な環境になろうかと思
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いますけれども、当面、保育所として地域にある以上は子供たちも安心して利用していた

だけるようにぜひお願いしたいと思います。 

 ２点目の発達障害という言葉がいいのかどうか分かりませんけれども、これ産業厚生常

任委員会の中でも研修させていただいて、その研修の折、職員の方からこういう実態があ

るということもお聞きしました。なおかつ今回、町長の執行方針の中にあえて療育の必要

な子供たちに対してはしっかりやるよということが出してきていただいたので、ここで再

度確認させていただきたいということであります。 

 私たちが研修してきた中で、はっきり言って鹿追の今の専門的にそれを、問題がある子

供たちを療育したりそこに行くまでの確認をしたりする専門の職員が地元の町には足りな

い、これ実態的に委員会の中でもある委員がしっかりと数字を捉えていただいています。 

そういう実態でありますので、こういう子供があまり増えないことが私たちも望ましい

のですけれども、現実的には毎年増えてきているという状況の中でありますので、ぜひ将

来にわたっては、専門の職員を町内にも置いていくということも考えていっていただきた

いと思います。 

この問題、学校ともつながってきますので、学校の教育の中で私もそれぞれの学校に何

回かお邪魔して見ていて、例えば学習発表会のときに、情緒不安定なお子さんが１人いる

と、例えば劇をやろうと思ってもその子供が同じ行動を取れないがために乱れるというこ

とを私も過去に見てきていますので、ただその子の性格というふうに捉えれば、後どうで

あったか見たらしっかりと教育委員会を含め町も対応していただいて、すばらしい子供に

育ってきているということも、私も見させていただいていますので、どうかこれからも非

常に大変な問題でしかも特に今、大人が自分たちの自由というか、時代を先取って大人が

今やっているスマートフォンが、実は1歳の子供に持たすとタッチパネルをポンポンとす

ぐ使えるのですよ。これが悪いというふうにしては困るのですけれども、やはり騒ぎ立て

たらスマートフォンでも預けていたら子供が静かになると、現実もないわけではないので、

そういうことも含めて皆さんが職員も私たちも認識しながらそのことをしっかりとこれか

らも考えていくということで、この件、町長に職員の問題、町長にお伺いしたいと思いま

す。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井町長。 

○町長（喜井知己） 
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 お答えをいたします。 

 発達支援の関係ですけれども、特に乳幼児健診、あるいは学校やそれから保育の現場で

もそうですけれども、全体の中で見るそれぞれの子供の行動だとか動き、やはり通常保育

をしている保育士ですとか、もちろん保健師もそうですけれども、やはりそういった形で

いろんな発達障害の研修とかそういう場面でいろいろ勉強していくと、やはりちょっと他

の子と違うなとそういう職員、きちっと見分けられるというふうに私も聞いています。 

そういったことで、そういう職員については研修の機会、いろいろありますので、予算

の許す限りできるだけしっかり勉強できるような体制は今後もとっていきたいと思います。 

実際の療育を進めていく中では、本町でいえば発達支援センターが核となっていくわけ

でありますけれども、先ほどもお話ありましたけれども、それぞれ特別な専門分野の知識

を持っている方もいらっしゃいますので、将来的には常勤ができる体制が本来望ましいと

は思うのですけれども、なかなかそういう資格を持った方々もそう数多くいるわけではあ

りませんので、常時でなくとも一定期間、来て見ていただくとかそういう形で当面は実施

をしていくということになるかと思います。 

新年度の予算でも確か専門家に来ていただく回数については、従来より増やすようにと

いうことで予算の計上をしたつもりであります。いずれにしても当然保育の現場、それか

ら学校の現場、いろいろなところと連携を取りながらしっかりとそういった子供たちの支

援ができる体制はできる限りとっていきたいと考えていますので、よろしくお願いをいた

します。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

他、質疑ありませんか。 

 ７番、川染委員。 

○７番（川染洋） 

 85 ページの清掃総務費の中の 87 ページ、一般廃棄物の収集運搬委託料、これは予算額

の問題ではなくて、昨年の暮れだったのですけれども、収集する場所に段ボールがバラで

３枚くらい入っていたのを収集しないでいかれたという住民がおりまして、その方に私と

しては「結んで入れてくださいよ。それが我々住民の責任でもありますから」という話を

したのですけれども、それいわく「それじゃあ３人が１枚ずつ持ってきたら誰が責任を持

つのですか。どうして持って行ってくれないのでしょうか」と、クレームに近い話が再度
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ありました。なぜ持っていかないのか、そこのところ教えてください。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

平山町民課長。 

○町民課長（平山宏照） 

 お答えさせていただきます。 

 ごみの分別、段ボールについては各家庭から出されるときにひもで縛って出してくださ

いというようなお願いをしております。この３枚あったこの状況ですけれども、もしかし

たら各家庭が１枚ずつ決まりを守って出されていたかもしれませんが、収集業者が３枚バ

ラで出したのかなと勘違いもあったのかなと考えております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 答えになっていない。 

 川染委員。 

○７番（川染洋） 

 持っていかないという事実があるわけですから、それが住民の責任を問うのか、収集業

者の責任を問うのか、行政施策としてのサービスは、サービスは無料でやるからサービス

というわけではない。行政の仕事としてどちらに重きを置いてやっているのか。その辺を

分かるようにして説明してやりたいと思うのです。 

もし、収集に手間がかかるから、そんなの回収していかないのだよということであれば、

これはやはり住民のための政策をやっている以上、本末転倒だと思うし、あるいはあまり

言いたくないけれども、独占企業化的になってきていることの障害というのはないのかど

うか。私その辺も疑義があるのですね。 

先ほど持っていかなかったというだけで、どっちがどうなのですか。それはやっぱりあ

くまでも住民に責任があるというふうに住民に説明してよろしいですか、お伺いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

平山町民課長。 

○町民課長（平山宏照） 

 お答えさせていただきます。 

 状況がはっきり正確に把握していないのでどのように置いたらいいか挙げますけれども、

その方が段ボールをバラで出されていたとすれば収集の責任といいますか、町としては束

ねていただくように願いをするということになるかと思います。 
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ただその方が、既に出されていたごみに自分は１枚足したのにということになりますと、

こちらとしてもごみを出される方の立場に立った考え方も必要かなと思っています。 

 いずれにいたしましてもごみの収集、資源化、リサイクルについてはそれぞれ行政側、

ごみを出していただく、協力していただく側、互いに理解と納得、気持ちよい立場でして

いただくことが、これからも持続的にこのシステムが続いていくことに不可欠だと思いま

すので、出される住民の側に立った考え方で、必要なのかなと考えております。 

住民の側に立った考え方もこれからは強めていくことも必要かと考えております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井町長。 

○町長（喜井知己） 

 お話はよく分かります。 

 基本的に個人で複数枚出されるときには収集の手間を考えて縛ってくださいというのが

その趣旨であります。 

 今、お話があるように個人の方が１枚ずつ数枚出してという状況、それは場合によって

あり得るかと思います。何枚以上という考え方、非常に難しいですけれども、その辺は大

量であれば、それは意図的だということになりますので、そうでない場合は原則としては

収集するというのが正しいと思っていますので、そういったことでしっかり対応していき

たいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 川染委員。 

○７番（川染洋） 

 それと商店の方々が何十枚もいっぺんに出しているのと違いまして、本当に２～３枚で

も残っていたというのが今の私の話ですから、今の町長が言うようにその辺を勘案して業

者のほうを指導していくと。 

平山課長の話では、住民の立場に立ちたいということですから、そういうふうに住民に

も私もこれから説明しますし、縛ってくれよと、それも我々の責任、住民の責任だという

こともやっていきますので、１つその辺間違いなくそのようなことで置いていかないよう

に業者のほうにも指導を願いたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 
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 他、質疑ありませんか。 

 佐々木課長、先ほどの答弁。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 先ほどの畑委員の質問の寿勤労会の人員管理の関係でありますけれども、これは社会福

祉協議会が管理をしております。 

委託予定の事業につきましては、各事業に人員を当てはめますと、延べで約195名の方

が関与をするというような形で資料をいただいているところでございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

他、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認め、次に進みます。 

              ５款 農林費  87 ページから 

                     100 ページまで 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ５款、農林費、87ページから100ページまでとします。 

質疑ありませんか。 

６番、上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 

 93ページの環境保全センター業務委託費、昨年度はサツマイモの栽培業務委託費があっ

たんですけれども、今年度は単独の項目としてないのか、他の中に入っているのかどうか

お聞きします。 

 それと 100ページの新規の有害鳥獣捕獲対策事業補助金、これはどのような事業なのか

お聞きをいたします。 

 以上２点、よろしくお願いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 城石農業振興課主幹。 

○農業振興課主幹（城石賢一） 

 お答えをさせていただきます。 
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まず、１点目のサツマイモ栽培委託事業なのですけれども、町のほうでサツマイモ栽培

一部民間に委託をしておりまして、令和元年度実施をしていました。 

令和２年度ですけれども、契約を締結していた相手側から体調があまりよろしくないと

いうこともありまして、また他の事業等もやられているということで、新年度につきまし

ては委託業務が難しいという状況の申し出がありましたので、２年度につきましては町で

従前から行なっておりますサツマイモ栽培、これは継続して実施していく予定でありまし

て、面積につきましてもある一定程度耕地面積を確保して栽培、その後加工という形で実

施して継続してまいりたいと考えております。  

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菅原農業振興課長。 

○農業振興課長（菅原義正） 

 ２つ目の有害鳥獣の駆除の対策費でございます。 

今の有害鳥獣の駆除につきましては、ハンティングクラブにお願いをしながら駆除をし

ているところでございます。何分、ハンティングクラブも高齢化等々がありまして、お仕

事もされているということでなかなか難しい部分も出てきているということでございます。  

それに対応する人も少なくなってきたということで、少しでも新規の駆除員を増やすた

めということで、農家の自己防衛という観点もありまして、この狩猟の免許を取る、資格

を取る助成をさせていただいたらどうかなと考えているところでございます。 

 今現在、わな猟、それから第１種の銃、第２種の銃、第１種はライフル等で、第２種は

空気銃等、そういうふうに分かれているところですが、それぞれ資格を取るのに最高で５

万円くらい銃の場合はかかるということでございますので、その中身によりまして上限を

決めていきますけれども、大体３万５千円程度を助成をしながら取っていただいてやった

らどうかということで、２名分の７万円ということで計上させていただいているところで

ございます。 

 以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 

 サツマイモのことについては、了承させていただいて、全て町の直営でやるということ

になるかと思います。 
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 それと有害鳥獣の関係でございますけれども、今はそんなに趣味でハンティングという

人はなかなかいないという状況で、自己防衛のために農家の人が、わな並びに猟銃の免許

を取るというのが多いかと思いますけど、そういった面では取得費用の他にも銃を維持し

ていくためのお金、銃を買うお金とか相当の経費がかかって、それかつ自分が追い払うこ

とによって、得られる農作物の被害を守る。 

天秤にかけたらやはり銃を持つほうが相当な負担がかかると思うんです。 

町長の執行方針の中にもこの点、書いてあったと思いますけれども、将来的にはもう少

し免許の取得ばかりではなく、銃を持ち狩猟免許を維持していくことについてもお考えを

いただかないと、ますます鳥獣、特にアライグマの被害とかが増えてくるのかなと考えて

おります。その辺町長、いかがでしょうか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井町長。 

○町長（喜井知己） 

 お答えをいたします。 

 確かに銃を持つことによって毎年の経費、それから当然警察との関係だとか、いろいろ

苦労、維持するのもなかなか大変な面があるというのは私も承知をしています。 

 これについては他の町の状況等も参考にしながら、いろいろ考えていきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 関連、山口委員。 

○２番（山口優子） 

 私も有害鳥獣のことを聞きたいと思っていました。 

 町長の執行方針の中にありましたハンターの高齢化のため、新たに狩猟免許を取得する

ための支援をするという話で今、課長のほうから大体３万５千円ほどを補助して２名分と

いうお話でしたけれども、今、現在ハンターは何人ぐらい活動をされていて、それに２名

足せば、鹿追町が求めるハンターの数というのが充足されるのかどうか、お伺いしたいで

す。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菅原農業振興課長。 

○農業振興課長（菅原義正） 
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 お答えいたします。 

今現在、25名ぐらいだと思います。 

町で駆除員というのもお願いしています。人数が多分25～26人以内ということで駆除員

をお願いするということでなっていると思います。 

ただ町としては、先ほど言いましたけれども、仕事も皆さん持っていらっしゃるという

ことで、今出たのですぐ行ってくれるという方がなかなかいないのが現状であります。で

すから少しでもそういう方を少しでも取っていただいて、近くにそういう方がいらっしゃ

ったら近くの方をお願いするとかいろんなことを考えていきたいなと考えておりますので、

こういう助成、少しでも助成をして免許を持っていただけたらというところで考えたとこ

ろでございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 山口委員。 

○２番（山口優子） 

 現状の状況は分かりましたけれども、なかなか即対応できるというようなハンター、ま

たは駆除員となると難しいというような答弁だったかと思うのですが、委員会で昨年視察

させていただいた横瀬町では、地域おこし協力隊を活用して狩猟のことをされていました。 

こういう分野にこそ地域おこし協力隊を活用したらどうかと思います。全国に対して募

集をして、猟師の仕事をしてみたい、狩猟免許を取りたい人を一本釣りして、鹿追町に来

ていただくというようなことも考えていかないと、後々の後継者、今の状況ですと新たに

狩猟免許の補助をしたところで高齢化という問題が根本的には解決されにくいのかなと思

うので、地域おこし協力隊で、若い猟師を育てていくというようなことを考えてはいかが

かなと思いますがいかがですか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

菅原農業振興課長。 

○農業振興課長（菅原義正） 

 そちらの御意見を賜りまして理事者とも話をしていきながら、ただ３年間の地域おこし、

町で雇うのですけれども、その後どういう形で本当に狩猟家というのですか、マタギとい

うか、そういうことで専門にできるかどうかというとなかなか難しい部分も鹿追町の場合

はあるかなと考えておりますので、その辺も含めまして将来的なことも考えていきながら

地域おこし協力隊のほうも検討していきたいと思います。 
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以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

ここで暫時休憩とします。 

 再開は 13時 45分とします。 

休憩 11時 51分 

再開 13時 45分 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 先ほどの福祉課の案件の資料、皆さんに配布させていただきました。その旨報告させて

いただきます。 

 それでは農林費、質疑ありませんか。 

８番、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 100 ページございます。未来につなぐ森づくり推進事業、それから林業研修施設整備事

業補助金、非常に未来につなぐというタイトルがすばらしいので、森づくりというのは50

年、100 年の長いスパンで考えていくのですけれども、この事業によってどこにどういっ

たものを計画されているのかというのを教えてください。 

 それから林業研修施設ですか。この整備事業というのは旭川なんかで建設を予定してい

る林業大学校とも違うのか、その研修施設というのはどこに整備されるのか。 

 それともう１つ、森林環境税というのが言われていますが、いつからどういう形で実施

されるのか。 

その点についてこの３つをお願いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菅原農業振興課長。 

○農業振興課長（菅原義正） 

 お答えをいたします。 

 まず１点目の未来につなぐ森づくりの関係でございます。 

こちらについては民間、民有林の植栽だとかそういうことに対する補助金という形で今

予定をしております。植栽の部分で30ヘクタール、今考えております。あと推進事業とい
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うことで町にも入っているところでありますか、総体的には民有林に対する植栽に対する

補助金ということで、今、30ヘクタールを予定しているということでございます。 

 ２つ目の林業研修施設の補助金であります。これも補正のほうでもお話をさせていただ

いて予算を計上させていただいたのですけれども、先ほど言いましたように、森林組合の

ほうで研修施設を建てると、もうできる頃ですけれども、それに対する助成をさせていた

だくということで、令和元年度から４年度までということで、150 万円ずつということで

助成をさせていただくということで、債務負担行為を令和元年度予算で出させていただい

て、令和２年度から令和４年度で払うということであります。 

中身につきましては、研修施設、先ほど言われましたように旭川にできます北海道立北

の森づくり専門学校、生徒たちもそこで受け入れますよということもありますので、それ

に対する研修施設も西十勝森林組合のほうで作るということもありますので、そちらに対

しても助成をしていくという形で進めていきたいと思います。 

 それと３つ目の森林環境税の関係でございます。 

森林環境税につきましては令和元年度から既に森林環境譲与税というのをいただいてお

ります。こちらについてこれも補正をさせていただいておりますけれども、林業振興基金

のほうに積ませていただくのと、先ほど言いましたけれども、林業研修施設の補助金のほ

うに譲与税を充てさせていただいているところでございます。 

実際の森林環境税につきましては、令和６年から国民の皆様に課税されるということで

ございます。それに先立って譲与税については令和元年度から町村に譲与税という形でい

ただいているところでございます。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 民有林に対する森づくりの支援だというのですが、10ヘクタール当たりとかあると思う

のですけれども、それはどれくらいの金額が交付されるのかその辺について分かりますか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菅原農業振興課長。 

○農業振興課長（菅原義正） 

 植栽の民有林につきましては、ヘクタール当たり、16万円の補助単価という形になって
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おります。それも負担割合の100分の 26が補助金になっているということで、その内、道

が100分の 16、町が100分の 10という形で補助を出しているところでございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありませんか。 

 ３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 ２つほどお尋ねしたいと思います。 

 いろんなバイオガスプラントの副業でいろんな作物なりいろんなものを研究されていま

すけれども、ここに予算として載ってきている数字、すなわちこれの元になるイモだとか

チョウザメだとかいろいろあります。 

その辺の予算的な書類というものがあると思うのですけれども、どの程度その中で中鹿

追、あるいは瓜幕バイオガス関係の助成金が効能があるのか。その辺を知りたいと思いま

すけれども、まずそれを１つです。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 畑委員。 

 分かりづらいのでもう一度明確に質問して下さい。 

○３番（畑久雄） 

 94ページ、中鹿追バイオガスプラント関係、瓜幕バイオガスプラント関係それぞれの助

成金が載っております。これらの金額がどのように今年度予定されているいろんなイモだ

とかチョウザメだとかいう研究的なものに利用され、どの程度の内容になっているのか知

りたいので御説明をお願いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 城石農業振興課主幹。 

○農業振興課主幹（城石賢一） 

 今、畑委員からの御質問なのですけれども、予算書でいう負担金補助及び交付金の部分

の助成金の関係でしょうか。 

この助成金に関しましては、中鹿追・瓜幕ともにですけれども、プラントを利用してい

る受益者の使用料に対して50％、今、環境保全助成金という形で交付させていただいてい

る金額でございます。 

以上でございます。 
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○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 そういった内容であれば、それぞれのバイオガスプラント利用組合ですか、そういった

中の令和２年度の予算としてどのようにお考えになっているか、その辺のことをお示しい

ただきたい。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 城石農業振興課主幹。 

○農業振興課主幹（城石賢一） 

 バイオガスプラント利用組合に対する運営の委託料といたしまして、12節、委託料の中

のバイオガスプラント事業委託料、２億5865万円、こちらが両プラントを運営するバイオ

ガスプラント利用組合に対しての委託料となってございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 93ページです。 

畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 それはよく分かっておると思いますけれども、ただそういう委託料をお支払いして、も

ちろんそういう数字を出されて、そこに利用者に助成金を出すという形になっています。

ですから両方の利用に対するどのような内容でこのような金額になってくるのかというこ

とも知りたいわけです。 

決して削るとかそういうことじゃなくて、その範囲というか内容、それを我々は知りた

いと思うのです。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 城石農業振興課主幹。 

○農業振興課主幹（城石賢一） 

 町とバイオガスプラント利用組合の委託契約の中ではプラントの運営に関しましては、

バイオガスプラント利用組合に全て運営委託をさせていただいています。 

バイオガスプラント利用組合は町からの委託に基づいて全業務を受託しておりまして、

その中で収集運搬事業、液肥の散布事業、プラントの運営管理、操作、そういったものを

全てやっていただいています。 
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もちろんバイオガスプラント利用組合でそういった形で人材が必要なので、バイオガス

プラント利用組合で職員を雇用して日々の運転管理を実施していただいております。 

町とバイオガスプラント利用組合の委託契約の中では、両プラントに係る事業経費の実

費分を町がバイオガスプラント利用組合に対して委託料として拠出するという形になって

いますので、事業は年度ごとに完了いたしますのでそこにかかった実費で委託料として町

が拠出するという形となっております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 結果として今年度どのようなプラスを見ているのか。マイナスを見ているのか。その辺

どうですか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 城石農業振興課主幹。 

○農業振興課主幹（城石賢一） 

 町としての収支というか、環境保全センター事業の収支という形で予算立てをしている

のですけれども、まず中鹿追につきましては、使用料ですとか散布収入、売電収入という

ものが主な収入源になるのですけれども、総体で約１億4300万円の歳入予算を計上してお

ります。 

それに伴いまして先ほど申し上げましたようにプラントの事業につきましては、組合の

ほうへ委託していますので、組合の委託料といたしまして約9100 万円支出するという形で

ございます。 

 ですので単純にその差益が決算譲与として町に残りますので、こちらは基金に積立てを

して更新費用に充てたいという形で考えております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

 他、質疑ありませんか。 

４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 まず３点、御質問したいと思います。 

 １点目、土地改良事業費、97ページ、この中で道営土地改良事業ということで毎年農家
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地区の土地に対しての事業を推進していただいている。大変ありがたい。 

道営の場合は、町が４分の１負担しないとならないというちょっと負担率が高い中で事

業を推進していただいているということで、本当に感謝申し上げたい。 

それで現在４事業行なっているわけですけれども、そこの進捗状況、それから新規に道

営事業がどのような考え方におられるのか、お示しいただきたい。 

 ２点目、同じく事業の中で国営の事業が今回、笹川地域が新しく地区調査業務が始まる

ということで、執行方針の中でも述べられていますけれども、このところの具体的な内容

をお示しいただきたい。 

この事業は、今、瓜幕の中で道営事業が動いていて、北瓜幕から南瓜幕にかけての道営

事業から南の部分だと思うんですけれども、その場所も分かれば報告いただきたい。 

 ３つ目、現在の瓜幕のバイオガスプラントの熱エネルギー利用ということで、野菜の施

設が実質２年終わって試験ハウスという形で、国の支援いただいて立派な施設が運営をし

ているわけで、ここのところの内容が当初の計画から見ると相当後退している。 

それから１年目のときに行なった水耕栽培の中身が思わしくなくて昨年、年度始めから

新しい有機の水耕栽培に変わったということで、委員会の中でも説明いただいてトマト、

葉物一部進めてきているということで、説明をいただいていますけれども、これも中途半

端な事業で今のところ終わっている。 

将来に向けてこういうことを毎年同じことを繰り返していくのか、新しくこの熱を利用

して産業として起こしていきたいという当初の思惑がどこまで現在も進んでいるのか。 

 この３点についてお尋ねいたします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菅原農業振興課長。 

○農業振興課長（菅原義正） 

 お答えいたします。 

最初に、道営事業の進捗状況ということでお話をさせていただきたいと思います。 

道営事業、御承知のとおり令和２年度４地区を予定しております。 

順番に言いますと、上幌内地区の草地畜産の部分につきましては、令和２年度で終了す

る予定であります。 

北瓜幕の畑地帯総合整備事業の担い手育成型につきましては、排水路等々やっておりま

すけれども、これも令和２年度で終了する予定であります。 
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瓜幕地区の排水事業ということで今やっていますけれども、これは１年延びまして令和

３年で終了するということで、あと２年ということになっております。 

東瓜幕地区の畑地帯総合整備事業の担い手育成型につきましては、畑かん用水も一緒に

やっておりまして、令和５年までやるということで今進めているところでございます。 

道営事業につきましては、美蔓地区だとか高台地区だとかはもう既に終っていまして、

今、要望をかけておりまして、あと２～３年くらいかかるかもしれませんけれども、採択

していただけるのではないかなと今進めているところでございます。 

それと国営事業の笹川地区のかんがい排水事業の部分でございます。今年、令和２年か

ら国のほうでかんがい排水事業の調査をしていただけるということで、決定をしておりま

す。 

地区調査という事業なのですけれども３年ぐらいかけてやっていただけると、この中に

はおおよそのコース、どこを通すとか大枠の設計をするというように聞いておりますけれ

ども、３年くらいかけてやりまして大体今の予定では、令和５年度ぐらいから実質の設計

と施工、工事が始まるのではないかということで今進めているところでございます。 

場所につきましては、先ほど台蔵委員さんもお話ありましたように、瓜幕の北15線から

鹿追市街のところ、約７キロメートルという形の排水路になると想定をしているところで

ございます。 

最後になります。瓜幕野菜ハウスの状況でございます。 

御承知のとおり平成30年度から事業を始めておりまして、実際の栽培を始めておりまし

て、１年目、有機でやるということで始めたわけですけれどもなかなかうまくいかないと

いうことで、特に冬の温度管理だとかが難しかったということで、平成31年の３月に新し

く切り替えようということで、農研機構の先生の技術を使った有機溶液を使わせていただ

いて１年間経過したところでございます。 

１年過ぎて、冬の１年通しての栽培にめどがついたところでございます。 

その中でも葉物について、夏場の温度上昇によって調整が難しいとかいろいろ分かって

きた部分でございます。 

当初の計画の生産量までには、まだいってない状況であります。 

ただ今年からまた１年やってみて安定した栽培がさらにうまくできるようにということ

で、これからやっていく部分と、今のトマトと葉物という形でさせていただいていますけ

れども、他に高収益な作物、話を業者からいただいているのは食用の花だとか、薬草だと
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かそういうものもあるのでないかと、そういうアドバイスは受けておりますので、今後そ

ういうのも含めて高収益な作物についても話をしていきたい、試していきたいということ

で考えております。 

あと価格についても当初の計画で有機の野菜の価格というのはあるんですけれども、な

かなか札幌圏、東京圏での数字ということで、なかなかそこに送るまでの、まだ量も取れ

なかった部分と、輸送の関係もございまして割高になるということもございまして、まだ

そこまでいっていないという状況でございます。 

新年度につきましては、先ほど言いましたように安定した野菜栽培の確立と、高収益に

品目の栽培も考えていく、有機野菜の価格をＰＲさせていただいて、帯広でも感触のある

ところありますのでそういうところも少しずつＰＲしていきながらやっていきたいという

ことであります。 

あと農福連携も今、進めていこうと今、考えておりますのでよろしくお願いしたいと思

います。 

以上、あんまり言うことがなくて申し訳ないのですけれどもそういう状況であります。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 道営事業に関しては、すぐ当面、次の事業が終わって、令和３年度と令和５年度で残り

も終わるということで、これはおかげさまで関わっている地域にとっては非常にありがた

い事業を進めていただいて、町が大きく負担していただいていること、改めて感謝申し上

げ、引き続いて事業としてある部分には実施していただきたい。 

 それから国営の笹川の件につきましても、平成28年の連続台風の折、国道に沿って非常

に大きい災害被害があって、鹿追の市街のほうまで大きく流れてきた実態の中で、以前の

中鹿追の事業の中で簡易的な水路を掘っていただいて、当面、28年のような大雨が来ても

以前のような大きな被害にはならないというところまでしていただいているということも、

これも地域の人も含めて感謝申し上げているところです。 

 どうか今の国営事業に採択されそうな方向まで町長も頑張っていただいていますので、

年数がかかりそうな今の説明ですけれども、どうか立派なものができて安全な対応ができ

るようにお願いしたいというふうに思います。 

 あと３つ目のハウスの関係ですけれども、公務員の人が実態的に農業の現場でやってい
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くというのは、現実、大変だと私は頭を切り替えていったほうがいいのかなと、公務員に

は公務員の仕事が、しっかりしないといけない部分が私はあると思うのであります。 

野菜を作る、販売をするというのは、専門分野がそれぞれあるわけでもう少しそこら辺

を踏み込んで、今ある施設が民間に移行していって、町の産業のひとつとして、もうちょ

っと雇用の場が増えてくれるような方向性を、私はもう考えるべき時期に来ていると個人

的には思います。 

町がいつまでも同じバージョンで年数をかけながらやっていくべき内容では私はないと

思います。 

そこは、町長の決断が最終的に大事かなと思いますので、そこら辺の町長の考えもお聞

きしたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井町長。 

○町長（喜井知己） 

 お答えをいたします。 

 前段の道営事業の関係については、そのとおりということで特に国営事業に関係につい

ては、いろんな各方面の方の御協力、もちろん北海度開発局をはじめ農水省等々の後押し

もありまして、おかげさまで何とか調査にこぎつけることができたなと思っています。 

どうしても事業費もまだ数字は出ていませんけれども、粗々で40億円以上の事業費とい

うことになろうかと思います。もちろん町の負担も相当な負担があるということでありま

すけれども、できるだけ早く着工していただくことをまた一生懸命お願いしないといけな

いと思っています。 

 瓜幕のハウスの関係ですけれども、当初、地方創生の補助金ということで、立てた目標

も最終的な目標は１棟だけの施設じゃなくて、確か３つくらいだったかな、そういう規模

まで最終的にもっていくという目標を立てて実は取り組んでいる事業だと思います。 

いろいろありましたけれども、方式を変えて１シーズンたって、ようやく栽培のいろい

ろな考え方も少しずつですけれども向上してきてきていると思っています。 

 いろんな考え方があると思いますけれども、当初の地方創生という観点もありますので、

ここで町が関係をすっかり手放すというのはまだ早いのかなと思っています。 

しっかりと、もう少し時間をいただいていろいろな栽培の在り方、販路も含めてしっか

りと町のほうである程度しっかりと道筋というか、考え方をはっきりする必要があると思
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いますので、あと何年とは申し上げられませんですけれども、まだしっかりと町のほうで

ある程度責任を持ってまだやっていくべきだなと私は思っていますので、いつまでもいつ

までもずっとということにはなりませんけれども、令和２年度も方向性をいろいろ考えな

がら取り組んでいきたいと思っております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 今の町長のお話、理解いたしました。 

 国営に関しては何とか調査が始まるということで、ぜひ地元の要望に応えられるような

事業を進めていただきたい。 

 野菜の関係ですけれども、非常に私、最初申し上げたとおり農業というのは、一長一短

でできるわけではなく、失敗を重ねていってある程度栽培方法等、熱の利用の仕方、特に

ハウスなので、夏場の管理の難しさというのもあろうかと思います。 

冬場に関しては熱量が十分あるわけで、それを利用した野菜や果物関係含めて鹿追産と

して出回って町民の方に利用していただけるような、ぜひそういう方向性を見出していた

だいて、進めていただければと思います。この件はこれで終わります。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 先ほどの畑委員の質疑に対して答弁漏れがございますので、城石農業振興課主幹。  

○農業振興課主幹（城石賢一） 

 大変申し訳ございません。 

先ほどバイオガスプラントの収支の関係につきまして、中鹿追のほうは先ほど申し上げ

たとおりなのですけれども、瓜幕のほうを申し上げておりませんでしたので、ここでお答

えさせていただきます。 

 瓜幕バイオガスプラントにつきましては、歳入といたしまして約２億5600 万円、歳出を

伴う委託料につきましては1億 6400万円を予算措置しているところでございます。 

 以上でございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

質疑ありますか。 

 ３番、畑委員。 
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○３番（畑久雄） 

 先ほど１カ所漏れたところがありますので、98ページの産業後継者対策費ということで、

去年より少し減らしてあります。 

今年度の現状、何名くらいいて今年度の目標はどれくらいか、また、その内容について

こんなふうに去年と変えて今年はやりたいというような御意見もあろうかと思いますので

お尋ねします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菅原農業振興課長。 

○農業振興課長（菅原義正） 

 お答えをいたします。 

 産業後継者の部分につきましては、まず01農業塾というのを行なっております。令和元

年、始めは５名だったのですけれども、４名になっています。これ２カ年でやっておりま

すので、令和元年が 20 期生であります。この 20 期生まで入れると、農業塾生、平成 12

年からやっておりますが87名くらいの農業塾生がこれまでいるということであります。 

令和２年につきましては、５名ぐらいは予定して今、進めておりますので、20期生が４

名、それと21期生が５名ということで、９名くらいで考えているところでございます。 

この01農業塾については、道内研修、東京で農林水産省だとかに行って見聞を広めると

いう、それと鹿追町内で町長をはじめＪＡ鹿追町の組合長からの一般講義ということで、

座学も含めてさせていただいて、見聞等々を広めていただく事業でございます。 

 産業研修生でございます。 

平成10年からこれまでやっております。延べで約230名の方に来ていただいているとい

うことでございます。 

 今年につきましても13名ということで、時期が重なったり途中からということもありま

すが一応13名くらいとなっております。 

令和２年につきましても、年前までは人数もあまりいなくて４名とかいう感じだったの

ですけれども、少しずつ増えてきまして、今のところ去年からの継続の方も含めて10名を

超すところで進めていきたいと思っているところでございます。 

 産業研修生の報告だとかいろいろなものを出しながら、少しでも産業研修生が来るよう

にということで考えているところでございます。 

 また最近の傾向からいきますと、ここ３～４年の中で、４人の産業研修生の方が鹿追町
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で結婚されてそのまま住んでいただいているという、ありがたいことにも。今、婚姻をさ

れて残っていただくということで、少し産業研修生の事業もちょっといい方向にいってい

るところでございます。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 非常にいい方向にいっておるという報告ですけれども、現在、こういう後継者不足とい

うことで、何名ぐらいいらっしゃるのですか。 

それと現在、研修関係でいろいろと理解し合っているところですけれども、何か新たな

考えをもって産業後継者を選ぶとか、何かお考えはありますか。  

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

菅原農業振興課長。 

○農業振興課長（菅原義正） 

 お答えいたします。 

はっきりした数字はあれなのですけれども、大体50歳、農業と商業もうちのほうでやっ

ていますので、産業後継者というところでやっています。 

農業と商業合わせて約 50 名結婚されていない方がいらっしゃると思います。それは 50

歳くらいまでの数字を拾っていますので、それ以上の数字は拾ってはいないのですけれど

も、そういう形であります。 

 うちがどういうことを考えているかということでこれからですけれども、鹿追町のほう

でも産業後継者を対象に十勝、帯広で北部４町というのですか。音更・士幌・上士幌・鹿

追、この４町でさきおととしまでは大阪交流会ということであちらに行って関西の女性と

交流会をしていたのですけれども、３年前から鹿追町の担当から女の子にもこちらに来て

もらって、十勝を見てもらってやったらどうかと、経費も少なくなる部分もあるので、そ

ういう形でということでやっている事業があります。毎年鹿追からも３名くらい出ていた

だいて、今年も終了していますけれども、２人の方がカップルにはなっています。 

今後うまくいけばいいと思っています。ちょうどおととしのカップルになった方はなか

なか続かなかったようですが、今後なればいいかなと、ＪＡ鹿追町でも札幌で独自にこう

いう婚活の交流会をやっているという話も聞いております。 
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 先ほど言いましたけれども、産業研修生の婚活に対して、うちのほうでこれから負担金

が１万円とか１万５千円とか十勝で交流会があると思うのですけれども、それに対する助

成金は５千円程度ですけれども、それに対してそういう婚活交流会に出るものについては

助成金を上げたらどうかなということで今検討して、予算計上の中に入れさせていただい

ているところでございます。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 いろいろと手を尽くされて頑張っておられます。 

ぜひ時間はかかるでしょうけれども、ひとつ力を入れてやっていただきたい。 

どうもありがとうございました。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

 他、質疑ありませんか。 

４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 あと２点ほどお聞きしたいことがあります。 

 １つは、環境保全センター費の中の93ページのバイオガスプラントの今年度、マスター

プランを策定して将来に向けて対応しようということで具体的なことを550万円の予算を

もって今年委託業務を進めるというふうに計画をお聞きしています。その内容を報告いた

だきたい。 

 この関係で、令和元年度の現在の２つ動いている大きなプラントの売電による予算計画

が大幅に減額になってきて、その理由はお聞きしていますが、実際事業、円柱型の発酵槽

の修理等の時間がまだかかるというお話もございますけれども、現在の進捗状況と令和２

年度に向けての売電の予定価格というのも出ていますけれども、実質令和元年度よりも、

当初予算からみても多いように思われます。この辺、実際に希望としてこれだけのことが

実際に入ってくるのであれば、それはうれしい話だけれども、そこら辺の実際には現場に

おいては予定外に先般の発電機のボヤというか、そこのミスマッチもある中でガスホルダ

ーもそれから発電機もということなので、多分現場は大変な状況で頑張っていただいてい
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るというのは理解できるのですけれども、せっかく有意義な売電による利益があまりにも

当初と結果と違ってくる場面が多いというのもいかがなものかということでそこの辺の確

認をさせていただきたい。 

 もう１点、91ページの畜産業費、これ私、前回の一般質問の中で出させていただきまし

たけれども、町営牧場の育成牛舎が足りなくてというお話、これも28年に建てていただい

た牛舎の支払いが今年から始まるという説明もいただいていますけれども、いろいろ言わ

れてお話としてあろうかと思いますけれども、実態的に過去の町営牧場の利用の中で、実

は牧場の入れる施設のこれだけの枠があるのに、地元の酪農家が利用しないことによって

逆にマイナスになるような状況が一時発生して、他町からも応援を願いながら牧場を利用

していたという経緯もあります。 

ただ、今なぜこういう現況になってきて６割にも満たない入牧できる率が落ちてきてい

るのかというのは、紛れもなく急激に乳牛が増えてきたためということが最大の原因なの

ですけれども、ただ今の状況見ていますと、まだ拡大基調にあります。あることによって

乳牛の価格も高値で安定している。売る側はいいのですけれども、買うほう側は大変とい

う状況が今も続いています。そんな中で育成牧場が非常に効果的に、特にわが町において

は効果的に利用させていただいて、農家の負担がそこで減っているということは事実だと

自分も把握しています。 

ただ現状を垣間見た時にまだ拡大基調であるということを踏まえれば、次の手を打つ必

要がある。その辺に関しては私の個人的な意見もＪＡ鹿追町の人たちにもお話させていた

だいていますけれども、行政だけが全部見ていけばいいということではないという話も最

近は出ています。 

そういうことも含めて料金の見直しであるとか、餌の問題、それからふん尿処理の問題

等々、たくさん問題は抱えているということは理解しているわけですけれども、計画とし

ていくばくか、どういう方向か見えてこないとなかなか次の投資に対しての酪農家の前向

きな姿勢もだんだん腰が折れてくるという状況もありますので、どうかここのところの現

状も踏まえて計画があれば出していただきたい。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 城石農業振興課主幹。 

○農業振興課主幹（城石賢一） 

 ２点ほど御質問をいただきましたので、順次お答えをさせていただきます。 
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 まず初めに予算計上させていただきました、未整備地区における新たなバイオガスプラ

ントのマスタープランの作成の関係なのですけれども、今回のマスタープラン、基本計画

的な位置付けで整備に向けて策定したいと考えております。具体的には実際の受益対象地

区の農業者の位置関係、使用形態、それに伴うふん尿の性状等、そういったものを勘案い

たしまして施設規模、そういったものをある一定程度確定したい。施設規模がある程度固

まりますと概算事業費も見えてきますので、その事業費に対して財源措置、そういったも

のを検討していきたいと考えております。 

前年度、基本構想という形で策定したのですけれども、その中では建設予定地がまだ固

まっていませんでした。今現在も固まっていないのですけれども、何カ所か候補を見つけ

ておりますので、地権者に確認をしながら、そこの位置で収集シミュレーション、散布シ

ミュレーション、そういったもの今度は運営に関わる部分の調査をしていきたい。 

併せて台蔵委員、12月の一般質問でも質問ありました未整備地区におけるプラントの整

備計画ということで御質問いただいたときに、お答えさせていただいたのですけれども、

現在、ＦＩＴでの接続が難しい状況で、今、電源接続募集プロセス、12月の段階で1カ月

後と言われていたのですけれども、今現在まだ要綱が示されていない状況でございます。 

 ４月中旬に示されるのではないかという情報も一部あるのですけれども、その情報が、

要綱が出た時点で接続枠確保に向けて申し込み、そういったものもマスタープランの中で

考えていきたいと考えております。 

 中鹿追の修繕関係ですけれども昨年から進めておりまして、いろんな修繕ありました。

大きいところだと円柱型の発酵槽が主な修繕ですけれども、その他にトラックスケールで

すとかその他の設備、修繕を併せて実施させていただいています。 

ほぼ完了予定なのですけれども、肝心の円柱型発酵槽の部分の工期が遅れていまして３

月末の完成予定だったのですけれども、最終日に御提案させていただきまして、資材とか

部材の納期が遅れているということで、３カ月程度工期を延長したい。 

ただガスホルダー室はほぼ完成しておりますので、今ガスをためる貯留施設については、

新しい施設で動かして発電をしております。発酵槽はすぐに動かしたかったのですけれど

も、そういった事情でまた工期が延びるということで、何とか一日も早く完成させて正常

な状態にもっていきたいと考えております。 

 売電につきましても、当初新年度で修繕が完了して全ての施設が安定的に稼働できると

いう見込みのもとに売電収入を予算計上させていただきました。 
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はじめに修繕がちょっと遅れているということで、若干予算計上よりは少なくなるのか

なと、併せて２月上旬に大変申し訳ございません。100 キロワットの発電機が火災事故を

起こしてしまって止まっている状況ということで新しい発電機が入るのがやはり受注生産

になるものですから、1 年近くかかるだろうということで、予算計上時には新年度からは

安定してふん尿処理、メタン発酵、発電、液肥散布という形でできる予定だったのですけ

れども、そのような状況がありまして、新年度につきましてもやはり予算計上よりは落ち

てしまうのかなと、そういった部分では何とか一日も早く正常な状態に戻して安定的な運

営に向けていきたい。 

 実は 30年度の売電収入が中鹿追3400万円です。何とかだましだまし残りの発酵槽で頑

張って運転しまして５千万円程度の売電収入、見込める状態になっています。本当は７千

万円前後ということでいきたかったのですけれども、そんな事情で今後もプラントの管理

をしっかり運転していきながら安定的に、受益者に迷惑をかけない形でふん尿処理施設と

して運営してまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 続きまして、町営牧場の関係ですけれども、申込数に対して６割程度の受け入れしかで

きていないということで、台蔵委員からの一般質問であったように、何とかこの辺は１日

も早く解決していかなければいけない課題でもあります。 

委員おっしゃるように、平成28年度に 600頭の舎飼施設を整備しました。 

今、償還が始まっております。 

夏季放牧となるとやはり近隣に草地として確保できる農地が今現在難しい状況で、増頭

をかけるとなると、今考えられるのは舎飼施設の増築、増頭をしていかなければならない

のかと、そうなってくると事業費もそうなのですけれども、牛が増えることによって飼料

の問題、ふん尿の問題、水・飲料水の問題、そういった問題も出てきます。 

なかなかそういったことをすぐに解決するのは難しいところであるのですけれども、今

現在、指定管理者であるＪＡ鹿追町と協議をさせていただきながら、どの程度の増頭を今

後検討していけばいいのかということで、協議をさせていただきながら、整備に向けて進

めていきたいというふうに考えておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 まずバイオガスプラントの関係ですけれども、私、先ほどもちょっとお話して新年度の



－58－ 

売電予算額というのが、中鹿追7400万円見ているのです。 

昨年が当初で７千万円、昨年の当初より今のところ多いです。 

これ、希望予算額だとは思うのですけれども、予算を作ってきた段階のタイムラグとい

うか時期的なものと、それから今、中鹿追のプラントそのものの設備の改修の関係、それ

から発電機のトラブルの問題、いろいろ次から次に出てきているから、どうしても減って

いくことはやむを得ないことは、誰もが理解するわけで、私も決してそれを責めるわけで

はないのです。 

ただ予算がこういうふうに作ってそれを修正しないでそのままいって大丈夫かというこ

とは個人的に不思議なことなので、そこのところ再度お願いしたいのと、整備、プラント

の中鹿追のプラントの整備そのものが６月でほぼやらなくてはいけないことは終わるとい

う理解でいいのかなと思います。そこもちょっと確認したいと思います。 

 町営牧場の関係、私も濁さざるを得ない部分もありますけれども、酪農家自身がもっと

負担しないといけない部分というのも、当然私はこれから考えないといけない問題なのか

なと思います。 

その中にあってトップ会談で今出てきた話ではないので、昨年、喜井町長が誕生したと

きに、ＪＡ鹿追町側からもこういうお話しいただいていますという話も町長の口からも出

ているわけですけれども、その後何回かお話しされているとは察するところでございます

けれども、そこら辺のところ含めて町長のほうで現状のお話をいただければと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 城石農業振興課主幹。 

○農業振興課主幹（城石賢一） 

 売電予算計上に対して、果たしてそれがこのような状況で妥当なのかという御指摘なの

ですけれども、今現在、確かに売電収入が見込める状況にはありません。 

ですのでもう一度、収支状況を組み直して、いろいろと歳入歳出それぞれありますので、

もう一回組み直して新たに計上、補正等で考えていきたいなというふうに考えています。 

 修繕なのですけれども、いろんなところに大幅な故障が見込まれたところ、令和元年度

中に一部残るのですけれども、修繕、ほぼ完了いたします。 

今後、散布車両１台、更新が終わったところなのですけれども、もう１台もやはり運転

時間が増えてきています。 

その他、撹拌機とか計装機器類もやはり古くなってきているところもありますので、そ
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の辺につきましては、順次更新計画を立てながら修繕、整備に努めてまいりたいと思いま

す。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井町長。 

○町長（喜井知己） 

 牧場の関係の前に、今、特に中鹿追のプラントを中心とするお話については城石主幹が

お答えしたとおりであります。突発的なこともあってなかなか思いどおりにいかない部分

もあります。 

 新年度では、できるだけ早い時期にどうしても発電機とか時間がかかる問題もあります

けれども、できるだけ早く万全な体制に戻してしっかりと、中鹿追のＦＩＴの期間もだん

だん短くなってきていますので、しっかりとやっていきたいと思います。 

 ただ言い訳がましくなるんですが、瓜幕、それから中鹿追のプラントもそうなんですけ

れども、今回も中鹿追も大きな修繕は生じておりますけれども、初期の投資は別として、

正直運営、それから修繕についても一般財源に迷惑をかけないで今までやってきておりま

す。 

これも安定な運営をしてこられたこともありますし、やはりＦＩＴという制度がこの事

業の根幹をなしていると実は思っております。 

そういったことで本当にしっかりとこの売電を元の状態に戻してどうしても修繕が付き

物の施設ですので、しっかりと運営ができるように取り組んでいきたいと思います。 

 それと牧場の関係ですけれども、この関係についてはＪＡ鹿追町の組合長とのお話はそ

の後もさせていただいています。 

やっぱりまず一番基本となるのは、ＪＡ鹿追町として最終的にどの程度の規模、頭数と

いうかそこをどこに置くかというのが一番問題だと思うのです。 

確かに規模拡大の状況、本当にどんどん施設の投資もこれからもいろいろあるとお聞き

をしていますので、果たして牧場のほうでどれくらいの規模で考えていくかということを

やはりどこかで押さえないと、いろんな問題、施設の問題、餌、ふん尿、その他もろもろ

をどうするか、そこをどこかで押さえないと話が正直進まないということだと思います。 

それについては、前からまずＪＡ鹿追町としてどう考えるかということをしっかり固め、

町との協議もそうですけれども、そこをどうするかということがまず先決かなと思ってい

ます。 
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なかなか簡単に出ない数字だと思いますけれども、まずそこをはっきり決めて、どこか

に数字を置いて、それに向かってどうするかという形だと思いますので、まだそこに至る

以前の段階というか、そういう状況になっています。 

昨年の生乳生産も11万５千トンということで、管内でも２番目、３番目という生産量を

誇っておりますので、酪農家の皆さんも一生懸命投資をしてという意欲もまだまだ旺盛で

すので、しっかりとＪＡ鹿追町といろいろ話をしながら、できるだけ早い時期にどうして

いくかということを考えていかなければならない問題だと思っておりますので、これは引

き続きしっかりとＪＡ鹿追町と相談をしていきたいと思っています。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 今、喜井町長からいただいたお話の中で、中鹿追のプラントのＦＩＴの関係、これもあ

と残りは本当に今の単価で買ってもらえる年数は、そうないわけですけれども、逆に言い

ますと、なかなか新規の、先ほど説明で新しいプラントを作ってＦＩＴにのせてというの

はなかなか現実的にはすぐにはできない状況ですけれども、ただ全体の流れ、鹿追だけで

なくて、特に北海道は酪農が一生懸命頑張って、今、産業の中心で動いてくれている中で、

バイオガスプラントが必要であるということは、国も理解はしてきているわけなので、ぜ

ひ今、鹿追が取り組んできている諸問題、13～14年使うとこういうふうになりますという

ことは、私はもっとオープンにして国のほうに出していっていただきたい。 

そしてそのことによってそれを維持するためにはこういうこともああいうこともしなか

ったら継続していけない、それが産業を継続していくための力になるということを、私は

ＦＩＴというすばらしいシステムを作ってくれたのは、前町長が本当にいろんなところを

勉強しながら力を込めて国に伝えて現在の形が私はできていると、私たち委員もそのこと

は理解しているわけなので、ぜひこういう形に、12～13年たったらこのくらいのお金がか

かって、こういうことが必要となります。そのためにはやはりＦＩＴというこのシステム

を国がしっかり支援して、そのことによって新しくも作れるし、継続もできるということ

を私は町長の口から国のほうへ伝えていっていただきたい。ぜひお願いしたいというお願

いであります。 

 もう１点、牧場の関係ですけれども、私は何回も言いますけれども、個人的には非常に

感謝している１人なのですけれども、もう今まで同様のことをこういう規模になってきた
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ら、今までの同様の行政が支援するということが私は現実的ではなくなってきているのか

なと、そのことはＪＡ鹿追町も多分しっかりと受け止めてきているとは思いますので、ち

ょっと時間かかっても、酪農家とＪＡ鹿追町との調整も必要だと思いますし、しっかりと

した次の形を考えないといけない時期なのかなと思いますので、町長、大変ですけれども

よろしくお願いしたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井町長。 

○町長（喜井知己） 

 先ほど１点、忘れたのですけれども、中鹿追のプラントの売電収入、7400万円を元に歳

出もいろいろ考えられているわけですけれども、これは城石主幹もお答えしたとおり、新

年度途中のどこかの時点で、歳出の見直しも含めて必要な時期に対応していきたいと思い

ます。  

 ＦＩＴ制度の関係につきましては、台蔵委員おっしゃるとおりで、これは自慢でも何で

もないと思うのですがやはり家畜ふん尿処理の集中型の施設で、鹿追より大きい物もでき

ていますけれども、これはやはり鹿追が全国のトップランナーということは、これは今で

も変わらないと私も思っています。非常に前町長が大変本当に苦労していろんな制度作り

にも携わってきた結果だと思っています。 

これをしっかり引き継いでいくとともに、実際取り組んでいる町として言えることたく

さんありますので、それに応じて国に声を届けていきたいと思っています。 

 牧場の関係につきましては、町が従来どおり整備していくのか、またあるいはそれ以外

の方法ももしかしたらあるのかもしれません。そういったことも合わせて考えながら、そ

の辺はしっかりＪＡ鹿追町を中心にいろんな形で相談をしていきたいと思っています。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

他、質疑ありますか。 

 ここで暫時休憩します。 

再開は、15時 10分とします。 

休憩 14時 53分 

再開 15時 10分 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 
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 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

              ６款 商工費 100 ページから 

                     106 ページまで 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ６款、商工費、100ページから106ページまでとします。 

質疑ありませんか。 

６番、上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 

 102 ページ、商工業振興費の報償費、ふるさと納税報償費ということでお尋ねをいたし

ます。新年度予算で歳入、ふるさと納税１億２千万円の歳入見込みということで、返礼品

について、総務省では３割ということで3600万円の報償費ということでございます。 

昨年は、もう既に３割という数字も出ていたのですけれども、昨年度は報償費６千万円

の予算見ていたと思うのですけれども、何割を報償費として返していたのかということと、

新年度からはポータルサイトというか、ふるさと納税を受け付けるサイトを増やして、今

まで３つのサイトから申し込みを受け付けていたものを２つ増やすということで、それに

対する手数料などの増額という面があるのか。１件当たりいくらとかそういう数字になっ

ているかどうかをお尋ねいたします。 

 それと 18節の負担金及び補助金でございます。 

104 ページ、鹿追町民花火大会、今年は開町 100 周年ということで花火も盛大にやるよ

うな予算になっています。例年300万円の予算ですけれども、新年度は520万円、大きな

イベントも併せて行うということもございますので、その内容についてもお知らせいただ

きたい。 

 それから新しく自転車を活用したまちづくり活動補助金、これについてどのような具体

的な内容についてお知らせを願いたいと思います。 

以上３点、よろしくお願いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 ３点いただきましたので、お答えをさせていただきます。 

 令和元年度の当初では50％で進んでおりましたが、途中で見直しをかけまして３割とい
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うふうに修正をしてございます。 

 ポータルサイト１件当たり、今のところ22万円かかるということになってございます。

２つ増やすということで44万円ということになるのですが、今、それを受ける事業者に交

渉しておりまして、いくらかできないかという話は投げかけているところでございます。 

 取扱手数料でございますが、楽天のほうが１件当たり10％、さとふるのほうが１件当た

り12％ということでございます。 

 それから花火大会でございます。 

例年でございましたら300万円というところの予算を、新年度220万円増額しまして520

万円ということで計上させていただいています。 

これにつきましては、より人を呼びたいという実行員会等からの申し出がございまして、

増額の分につきましてはタレントを１人呼びまして、その分の経費分として220万円を計

上させていただいております。時間的にはおよそ30分間の催しということで今考えてござ

います。 

 それからもろもろこれから詰めていかないといけないこともありますが、より多くの方

に来てもらいたいということで考えております。 

花火のほうは100周年ということで、花火を打ち上げる予算の中で100周年という何か

特別なものを内部のほうで考えてございます。 

それから自転車を活用したまちづくりについてでございますが、こちらのほうは近隣の

２町、本町含めまして３町、新得・上士幌の３町で連携事業として今考えた取組の事業費

でございます。 

内容としましては電動アシスト自転車を活用してそれぞれの町を移動は全部できません

のでバスなどをチャーターして移動させてそれぞれの町を周遊していただくのが１つ、も

う１つは、ファットバイクというのを導入しまして冬の時期、それぞれ３町に湖がござい

ます。そちらの湖の結氷した湖上でそういうファットバイクを楽しんでいただけるイベン

トを考えているところでございます。 

以上でございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 

 ふるさと納税、去年の予算委員会のときも申し上げたのですけれども、そのとき既に総
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務省からは、報償品については３割に抑えるという話は固く出ていたので、当初になぜ

50％で出てきたのかなと私も疑問に思ったところですけれども、途中から３割というとこ

ろで了解をいたしました。 

 それと花火についてはより多くの人が集まってもらう、100 周年を祝うような形という

ことで、実行委員会とも企画をしているということで私も伺っておりますけれども、確認

をさせていただきました。 

 それと自転車の関係ですけれども、電動アシスト、それからタイヤの太いファットバイ

ク、それについては町で買って貸すことになるのでしょうか。それとも利用者が持ち込む

ことになるのでしょうか。そこら辺お尋ねします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 どちらのファットバイクも電動アシスト自転車も鹿追町のほうで購入しまして、参加し

ていただく方に利用していただくというふうに考えてございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫）  

 上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 

 具体的に出ていれば台数なりリースにするのか、料金いただいてやるのか、無償でお貸

しするか、そこら辺のことについてもこの際お聞きをさせていただきたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫）  

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 自転車のことでございますが、電動アシストバイクは1台、ファットバイク、ロードバ

イクが３台、使用料はまだその詳細については、３町で協議をするところでございます。  

まだ、決まってございません。 

以上でございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありますか。 

 ３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 
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 102 ページ、需用費、印刷製本費でございますけれども、ここに 128 万５千円というの

はパンフレットの増刷の部分であるかどうかお聞きします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫）  

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 印刷製本費についてでございますが、60 万円が総合パンフレットの印刷、それから 60

万円がふるさと納税のパンフレットの予算の計上でございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 今まで何回かパンフレットについてお尋ねしましたけれども、今回増刷するのだろうと

思うのですけれども、この60万円についてのふるさと納税に対する、加えてありますけれ

ども同じものですか。内容は違うのですか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 内容はそれぞれ違うものでございます。 

 総合パンフレットのほうは増刷を予定してございます。今のところ日本語版を６千部、

英語版を１千部で今予定をしております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 増刷ということでありますと、前回まで出されたものに対するいろんな検証をされて足

りないところなどあっただろうと思いますので、その辺のことはちゃんと担当者としてや

るのでしょうか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 内容につきましては町長のお考えもあるかと思いますが、精査をして、変えるべきとこ

ろは変えるという方向で進めたいなと思ってございます。 
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○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 今年度やっておりますふるさと納税に対する返礼品に対する町長の御礼状とパンフレッ

ト、ところがそのパンフレットが入っていないのです。私どもは個々に商工観光課からパ

ンフレットをいただいて町長の御礼状とともに私どもの商品の御礼状を書いて入れてはお

ります。 

 その辺は、この次は町長の御礼と一緒にパンフレット、別に作られるということを理解

していいですね。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 返礼品の中にパンフレットがないということでございますが、今現在、ここにございま

すけれども、「こんなマチ「しかおい」」それから「空いろ森いろ」これはイメージのも

のでございます。それとジオパークに加えまして、町長の御礼状が同封されてございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 何か１つ足りないです。鹿追のそれこそ代表する産業関係、観光、農業、教育のそうい

った関係のパンフレットが入っていないのです。ですから私は観光課からいただいたパン

フレットを入れて送っていますけれども、何かそういった総合的なパンフレットが必要で

はないのですか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 この「こんなマチ「しかおい」」の内容については、ほぼ総合パンフレットに近い内容

でございます。なぜこちらを使うかといいますと、こちらの総合パンフレットはそれなり

に高価なものでございますので部数が出ますので、代わる内容ということでさらにこの中

にはいろんな財政的な数字も入ってございますので寄附いただいた方にはこちらのほうが

より向いているのではないかということで、こちらを同封させていただいています。 
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 以上でございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他に質疑ありますか。 

 ２番、山口委員。 

○２番（山口優子） 

 104 ページ、陶芸センター費についてお伺いします。 

 御答弁は町長にお願いしたいんですけれども、鹿追町で陶芸をやっていますこのことに

ついて、町が最も重視する目的・意義というのをお尋ねしたいと思います。 

 「鹿追焼」で鹿追町の知名度を上げるためなのか。または町民の生涯学習、社会教育と

しての陶芸なのか。または陶芸品を公用に使用してＰＲなどにつなげていくですとか観光

客誘致、いろいろあるかと思いますけれども、その優先順位というか、最も重視している

目的の順番についてお伺いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井町長。 

○町長（喜井知己） 

 お答えをいたします。 

 優先順位はなかなか難しいかと思います。それぞれもちろん生涯学習ということもあり

ますし、地元の美蔓の粘土を使ってというのもあります。 

それから職員の能力も相当向上していますので、そういった意味で鹿追のＰＲという面

ももちろんありますし、それから町のおみやげ品とかいろんな場面でも活用していますの

で順番は付けられません。 

どれも非常に大事だと思っています。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

山口委員。 

○２番（山口優子） 

 町長の御答弁ありましたように、私も陶芸係長御本人の努力と才能があったことはもち

ろんそのとおりだと思います。東日本伝統工芸展などで入選されたり入賞されたり、たく

さん受賞されていたり、札幌や旭川でのデパートでの展示会でも大変好評をいただいてい

るというお話を聞いています。先日の新聞にも取り上げられていました。ただ鹿追町は10

年をかけて陶芸家を育てたといってもいいのですから、もっと人財を活用したまちづくり、
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人財の財は財産の財を使う人財ですけれども、その資産、資源をもっと有効に貪欲に活用

してＰＲにつなげていけばいいのではないかと思います。庁舎内の接客の湯飲みですとか、

平成館のコーヒーカップにも鹿追焼は使われていたりしますけれども、私たち町民にとっ

て当たり前になってしまって、これは鹿追の土で作った鹿追焼なのですというＰＲを最近

全然してないような気がするんで、私個人的には。されているかもしれませんけれども。 

 そういうＰＲというのがまだまだ足りていないのかなと思いますし、鹿追町の陶芸人口

が他の町村に比べて取り立てて多くないのはせっかくそういう陶芸家がいるのにもったい

ないと思います。 

 他の町から見ると、例えば陶芸ができますとか乗馬ができるというのは魅力的な部分な

ので、もっともっとＰＲしていくべきだと思います。 

 例えば、入選、入賞作家さんによる陶芸教室といって町内外に広く生徒さんを募集して

もいいですし、鹿追の道の駅で個展を開く、神田日勝記念美術館のロビーで個展を開く。

十勝などでも個展を開く、十勝総合振興局にかけ合って展示スペースを作ってもらうです

とか、広報しかおいの中でも特集したり、ホームページに専用ページを作ったり、ふるさ

と納税の返礼品の１つとして観光客に陶芸体験をするようなメニューとか、まだまだいく

らでも活用する方法はあるのかなと思います。 

 今、町内での生涯学習は、１回限りの体験ということであれば子供のワークショップ、

小中学校の家庭教育学級、白寿大学、そういうところで年間200人から300人くらい体験

者がいます。講座、サークルとなりますとサークルは18人、講座はたった４人しかいない

ので、町民に陶芸が浸透しているという状況ではないかと思います。もっとぜひ活用、活

用という言い方はあれですけれども、人財を生かしていく、もっと陶芸を打ち出していく

という方向性はいかがですか。お願いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 陶芸に関するＰＲが足りないということにつきましてはある意味おっしゃるとおりの部

分もあろうかとは思います。 

 今現在、係のほうは先ほどの200数十人に体験してもらっているという部分で言えばそ

の中でより多く陶芸に関わってもらうというか、触れ合ってもらうというところから、さ

らに進めて陶芸をやってみたいという人を増やすという試みの一つでございます。 
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 さらに町民というか、ふるさとの別なＰＲということでふるさと納税の返礼品に今月か

ら入れ込んでおります。個数としては３種類を出してございます。そちらのほうからも鹿

追焼というものを、全国なりにＰＲをして、より知ってもらう取組をしてございます。 

来年度、令和２年度の予定ではございますが、数人やってみたいというお声も聞いてご

ざいますので、さらにそこから陶芸に関わる人を増やしていきたいと思ってございます。

御指摘のような内容も検討しながらより多く陶芸のＰＲを考えていきたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

山口委員。 

○２番（山口優子） 

 ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

 あと１点、陶芸の粘土代なのですけれども、今、１キログラム当たり800円ということ

で、先日課長に、電気代、ゆう薬、粘土代、原土以外の材料費など計算したものを出して

いただきました。 

1キロ当たり、利用者が払う金額が800円で、町が負担している金額に当たるのが83円

程度ということで計算していただきましたが、これも陶芸を長く続けたいと思っている人

に関してはちょっと高いというお話もありましたので、もし陶芸人口を増やしていきたい

ということであれば、もう少しこの辺りに補助していただくといいと思います。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井町長。 

○町長（喜井知己） 

 今の利用者の負担800円、町の負担83円の根拠を私は承知しておりませんけれども、町

の陶芸の事業の中で、職員の人件費、いろんな経費をかけながらそういう事業をやってい

るわけです。 

 陶芸を町民に広げるということについては、私も異論ありませんけれども、やはりそう

いったことでやっていく分について 83 円はおそらく本当の実費を話なのか分かりません

けれども、職員を町で雇用しながら陶芸事業をやっているということもありますので、そ

の800円の負担がどうかというのもありますけれども、確かにそれは材料の実費というこ

とですから、それについてはそれぞれ負担していただくというのが正しい方法かなと思い

ます。 
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 いずれにいたしましても鹿追の陶芸、もちろん職員本人の技術の向上ということで、す

ばらしい成果を挙げておりますのでしっかりとその辺ＰＲをしていきたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

他、質疑ありますか。 

３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 106 ページ、ちょっと内容的に違和感があるのですけれども、貸付金 200 万円、勤労者

生活資金貸付金ということで、200 万円が計上されていますけれども、これがどういう関

係のものに使われているのか。どのくらいの人たちが使われているのか。その後の、貸付

金ですから、戻ってくると思います。その辺のところお尋ねしたい。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 勤労者生活資金貸付金についてでございます。 

こちらのほうは働く方に要望があれば上限50万円で貸出しをして、それを返済していた

だいているという内容のものでございます。実績については、今、実数がございませんの

で調べまして、後ほどお答えしたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 後ほど答弁していただきたいと思います。 

 畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 後ほどお願いします。 

 そこにもう１つ加えてほしいのですけれども、これは貸付金ですからある時間たてば戻

ってくるということになると思うのですけれども、その辺のところ、焦げつきというのは

ないと思うのですけれども、そういったことは厳正に対処されていると思いますがその辺

のこともお調べください。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 今その損失というか、返せないで滞っているというお話はまだ聞こえておりませんので
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正常に返済されていると思ってございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

他、質疑ありますか。 

 ４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 ３点ほど質問いたします。 

 まず１点目、100 ページの商工事業振興費の中でそばまつりの関係であります。今年も

当初予算の中で70万円の計画を立てていただいて、以前新聞の折り込みでそばまつりをぜ

ひ実行したいので協力していただける方を募ったということも記憶にありますけども、昨

年、産業まつりと並行して実施していただいて、そばまつりに関しては、鹿追の知名度も

あって私も何人か食べている人にお話しさせていただいて、他の町から来ていた若い家族

の方が手に持てないだけいっぱい食べていただいていたので、私もありがとうございます

と話しましたら、当日、新得のそばまつりとバッティングしているので、新得へ行っても

なかなかすぐ食べられないので、鹿追のほうがおいしいのでたくさんいただきますという

話もいただきました。 

 やっぱり見ていたらそばのところには、非常に人が並んで待っていただいているという

傾向があって、ぜひ何とか続けたいなというのは皆さんの希望だと思うのですけれども、

今年の考え方あれば。 

 ２点目、チョウザメ、マンゴーの事業の関係でありますけれども、先ほどの農業振興課

の中でのハウス野菜と同じ部類の再生エネルギーを利用した事業で、チョウザメは長くか

らやっているわけですけれども、昨年何とかキャビアを提供したいという話を１回いただ

いて、まだ寒締めというか外に出して１回少し締めてからというお話いただきました。 

 そこら辺の現状、現在のところ報告いただければ、これは非常に町民が期待している部

分も多くございますので、内容を説明いただきたい。 

 もう１点、新型コロナウイルスの関係であります。昨日、一般質問の中でも町長、教育

長、しっかりと現状の細かいところまで説明いただいて、私も聞いていますけど、やはり

今ここにきて、鹿追の商店街の皆さんの大変さが日に日に増してきて子供を含めて出て歩

くことが悪いものみたいな風潮にだんだんなってきて、大変皆さん不安とそれから将来に

関するマイナス思考が多くなってきている中でありますけれども、昨日と今朝の新聞に鹿
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追の職員の互助会の取組が出ていました。 

私もしっかり読ませていただいて、牛乳を買っていただくこと、それから商工会の商品

券500円の配布をしてテークアウトに力をいれていくということを新聞に出ていました。 

 これ私はどこの町もいろんなことの対策を考えてきていますけれども、新聞の中で鹿追

町ということがしっかり出ていたということ、これは一町民として非常にうれしいし、住

民の方にとってもこれを見て一安心できているのかなということがありますけれども、た

だいかんせんお客さんとして、町に出るということがなかなかしづらい環境の中で、町が

どのようなことを考えておられるか。 

全員協議会の中で次に説明があるという「中小企業利子補給」の予定もあるようでござ

いますけれども、そういうことも含めて説明いただきたい。３点。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 お答えをさせていただきます。 

 まず１点目が、そばまつりにつきましては今、検討委員会を立ち上げたところで、チラ

シで関わる人を募集したところですが、応募はゼロでございました。今、その検討委員会

の中で人員の確保も含めて、単独開催なのか、共催なのか検討する予定になってございま

す。本来であれば今月までの間に数回行う予定ではございましたが、新型コロナウイルス

の関係等々ございまして延びてございますが、５月までに方針を出したいと事務局のほう

では考えてございます。 

 それからチョウザメの関係でございますけれども、キャビアを持たせるために施設的に

は岩松養魚場がいいというお話をさせていただいて、ただ今、越冬できるかというところ

での試験というかさせていただいているところということと、それからその扱っている種

類が「ベステル」、これが冷たいところに弱いのではないかという見方もございますが、

最近の状況におきましては、施設の池の構造上の不具合があったということでそれを今、

改良しましてその辺の解消はできているところでございます。 

あとは卵を持つであろうメスがそういうところに適応するかどうか、そういうところを

いろいろな方、北海道大学ですとかそういったところからの御意見をいただきながらキャ

ビアを最終に向けて進めていきたいというふうに思ってございます。 

 最後が新型コロナウイルスの関係です。 
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今、国のほうでも無利子無担保という制度を打ち出しておりますけれども、それ以前に

理事者等々の打ち合わせの中で今度の18日に御説明させていただきます「特別利子補給」

というものを新たに作りまして、運転資金と借入れする。運転資金に限りますが、その借

入れしたものに対する利子ですとか保証料については町のほうで見ますという内容のもの

でございます。 

国のほうで無利子、保証についてもみるという話でございます。 

国のほうでは、３年までという取決めがございますので事業者によっては３年、いやあ

るいは５年という方もいらっしゃれば、その２年分を町のほうで支援をするということに

なろうかと思ってございます。 

さらには商店、飲食店の支援についてなんですけれども、これも商工会から事前にこう

いうことを考えているんだという話、聞きまして、担当課としてはそれにさらにただそれ

を出しただけでは、物が動かなければどうしようもないというところから、とりあえず役

場内部だけでも取りまとめをして何とか物が動くようにということで、現在走っていると

ころでございます。 

今日から取りまとめをしているところでございますが、今日の時点で22件のテークアウ

トランチの要望がございました。一応３月いっぱい、まずはやってみたいと考えてござい

ます。 

その先についても物、物販、特産品などのものが停滞するという可能性もございますの

で、それについても理事者と協議をしながら何か手を打ちたいと考えてございますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井町長。 

○町長（喜井知己） 

 大枠は富樫課長からお話ししたとおりでありますけれど、そばまつりの関係につきまし

ては昨年、産業まつりと一緒にということで、１つのブースということで実施をしました。 

産業まつりの実行委員会でもいろんな実は御意見があったのですけれども、昨年はそう

いう形でやっていただきました。 

そういった形で昨年復活をいたしましたので、今年、どういった形でできるかは先ほど

の話にあったとおりこれからいろんな協議がなされていくと思いますけれども、ぜひ、ど

ういった形になるかは別にして、そばまつりという形で今年も開催ができればと思ってい
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ます。 

 チョウザメの関係につきましては、年数的にはキャビアにいい年数になってきたのです

けれども、やはりまだなかなか最後の詰めの部分で自然の流れの中で、１年、もしくは２

年という形が必要だということになっています。場所としては、岩松養魚場が適当なので

すけれども、やはり若干手を入れて、いろんな対策をしないといけない部分はあるのかな

というふうに思っています。 

現状の飼育状況の中でやはり収入を多く見込めるというのは、キャビアが採れるような

状況を目指して今までやってきていますから、それに早く到達できるように、その部分に

ついては将来の見通しも含めて一昨年、確か御説明をさせていただいているようですけれ

ども、再度、なるべく新年度の早い時期に将来の見通しを含めて御説明をさせていただき

たいと思っています。 

なかなか思い切った投資をどんどんやっていくというには、現状ではならないと思いま

すけれども、せっかくここまで進めてきて、やはりこういった類の事業については、もう

これまで７～８年かけてやってきていますけれども、先進地なんかでも相当な年数をかけ

てようやく実績を上げてきているということもあります。 

ただそういいながら、どんどんお金を投入してということにならないのももちろん承知

をしておりますので、その辺も含めてしっかりと今後のあり方も含めて、議会に相談をさ

せていただきたいと思います。 

 マンゴーの関係につきましては、農村青年コンソーシアムを組んでいるということで、

そちらのほうが中心となってやっています。だんだん、これも実績を重ねてきていまして、

収量もどんどん増えてきています。 

ただこれも簡単に収支が合うというのは難しいかなと思っていますけれども、これはま

た同じ余剰熱の活用でも若干意味合いが違うということでスタートしていますので、今後

もしっかりと応援をしていく必要があるかなと思っています。 

 最後の新型コロナウイルスの関係ですけれども、北海道が言っているこれまでの取組を

検証する日にちが19日であります。 

そこで十勝総合振興局のほうからも、その日午後から会議があるということでたくさん

の人を集められないので、各町村１名以内と言われていますけれども、そういう会議が開

かれて、そこでどの程度の今後の見通しが示されるかまだ分かりませんけれども、まず総

体的に国なり道なりの自粛の考え方が急に弱まるというのはちょっと今の情勢では非常に
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難しいかなと思っています。 

全体の消費喚起の対策は、やはりある程度落ち着いた段階で国も北海道も今いろいろ考

えますし、町もそういう段階を見極めながら、必要な対策については相談をしながら、商

業もそうですし、観光関係も特に大変な状況になっています。 

一応、商工会を通じて、商工会員に聞き取りをした数字も取りまとめています。５千万

円から６千万円総体で影響を受けているという状況も見られますし、これが長引くようで

あればこの数字がもっともっと大きくなっていく可能性もありますので、必要な対策、で

きる時期になったらしっかりやっていきたいと思います。 

職員互助会の取組は、これは役所の職員として職員互助会という自分たちで作った積立

てたお金を使いながら少しでも応援ができるようにということですので、これは実際の行

動もそうですけれども、気持ちも応援していくという姿勢も重要なことだと思っておりま

すので、しっかりとやっていきたいと思っています。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 ３点について町長もしっかりと御答弁いただいてありがとうございます。 

 今、聞いていて、そばまつりですけれども昨年の実態を先ほど私もお話しましたけれど

も、実行するまで産業まつり実行委員会との調整が非常に大変な中で実際に実施していた

だいているということは、皆さんも確認していることだと思いますけれども、最悪でも何

とか昨年並みの産業まつりとバッティングしながら鹿追のそばまつりが残っているという

ことを、他町の人たちにもＰＲしながら進めていただきたい。個人的な要望です。 

 チョウザメの関係でありますけれども、先ほど私、野菜の話もさせていただきましたけ

れども、将来に向かって見通しを再度考えるということで答弁をいただいたんで、そこに

期待していきますけれども、現状の中で非常に行政が、役場の職員が現場で長く同じこと

をそこでやっていくというのを大変なことだと私は思います。 

そういう中にあって、せっかくここまで来たということも片方にあります。 

特にチョウザメに関しては、キャビアを持った魚がかなりいる。そこで今おっしゃった

１年という話から１～２年という説明いただきましたけれども、しっかりとそこのところ

をおいしくいただける形に仕上げて、少しでも回収できればと思います。 

 マンゴーも同じことだと思いますので、再度将来の見通しを出したい、出してくれると
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いうことなので、その折、またいろいろ説明をいただきたいと思います。 

 最後の問題もこれまだ見えていない中での話でありますけれども、私は先ほどもお話し

ましたけれども、互助会の皆さんがまず動いてくれているというのは、非常に町民にとっ

てもうれしい話の一つだと思いますので、そこから友達とかいろいろ家族を通じて広めて

いって、少しでも町内の飲食店及び商店、それから観光の関係、少しずつでもお手伝いす

るような気持ちを作っていただいて、いっていただくことが大事かなと私も思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。終わります。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

他、質疑ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。 

 先ほどの答弁は後ほどにしていいですか。 

次に進みます。 

              ７款 土木費 106 ページから 

               ８款 消防費 116 ページまで 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ７款、土木費、８款、消防費、106ページから116ページまでとします。 

質疑ありませんか。 

８番、狩野委員 

○８番（狩野正雄） 

 106 ページの道路橋りょう費、それから公園緑地費、それについても伺います。 

 旧紅葉橋、クテクウシ橋というんですか。その解体調査費、設計費というのですかそれ

が計上されているということですけれども、こういった河川における障害物、全国的にも

水害が発生する要因につながったということを聞いております。 

この解体撤去を設計はあるんですけれども、解体が完了をするのがいつ頃をめどにして

いるのかということ、それからこのような河川の障害物に対する国の支援割合というんで

すか、それはどれくらい来るのかということ。 

 それから先日鹿追橋のところを通ったら河川の雑木がずっと処理されているのです。 

この然別川というのは、道の管理でありますけれども、毎年障害物となりそうな支障木、
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雑木がどれぐらいの距離を処分していくことになっているのかという点、まず河川の関係

で。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 大上建設水道課長。 

○建設水道課長（大上朋亮） 

 狩野委員から、クテクウシ橋の解体についてということで１点目、御質問をいただいて

います。 

令和２年度に設計を終わらせまして、工事のほうは令和３年度から着工したいという考

えで今、進んでおります。令和３年度着工の予定になっています。 

それにつきまして、国の補助金ですが、62.7％の補助金が付く予定となっております。 

 解体の完了につきましては、国の予算付けにもよりますけれども、１～２年間で、解体

をしたいという今、考えで予定をしております。 

 ２番目、鹿追橋付近の雑木処理の関係ですけれども、こちら北海道帯広建設管理部鹿追

出張所のほうが事業主体となってやられている事業なんですが、この件につきましていろ

んな地域からの要望等で建設管理部に今要望をしているところなのですけれども、平成26

年から実施をされている事業のようでありまして、予算的には大体２千万円くらいで推移

しているという状況でお話を聞いております。 

今後につきましても、早急に進めていただけるように要望していきたいと考えておりま

す。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 よく分かりました。 

１日も早く旧紅葉橋の撤去を完了されるように、ぜひお願いします。 

 次に、もう１つ、パークゴルフ場の利用者で団体の利用のときにスコアカードが補充さ

れていない。いつ行っても鹿追はないですねというようなことを言われるのです。 

パークゴルフ協会や同好会にこういったカードとか細々したものをお願いするというこ

とはできないのですか。せっかく他の町から来てくれるお客さんがいるわけですから、そ

ういった方に不自由させない対応をお願いできませんか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 
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 大上建設水道課長。 

○建設水道課長（大上朋亮） 

 パークゴルフ場のスコアカードの件なのですけれども、現状は公園管理をする芝刈りの

臨時職員等がいる中で、町の事務所から出向く職員もいる中で、随時補充はしている状況

なのですが、利用の状況と供給の状況が追いついていないようですので、その辺スコアカ

ードの補充のほうを強化していきたいとそのように考えています。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありますか。 

 ３番、畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 112 ページの公営住宅の関係でお聞きします。 

 よく言われるんですけれども、公営住宅に入るときになって、設備がどうのこうのと言

われます。新しいところに入ると浴槽もあるし、ストーブもあるしということでいうこと

で非常にありがたく言われているんですけれども、古い所へ行くとない。結局そこに入ろ

うとすると、当初非常にお金がかかるんで何とかならないだろうかというある家庭からの

お尋ねでありました。レンタルだとかいろいろ方法あるのでしょうけれども、現在、わが

町で公営住宅に入る場合、そういったものが備え付けになっているかどうか、その辺をま

ずお尋ねいたします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 大上建設水道課長。 

○建設水道課長（大上朋亮） 

 畑委員からの公営住宅入居に対する設備が整っているかということなのですけれども、

建物に付随します浴槽とかは常備されている状況にはなっておりますが、ストーブですと

かボイラーというのは個人が用意して設置していただく形になっていますので、公営住宅

のほうでは常備されているものではございません。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 新しいところは浴槽があるということの理解ですか。それでいいのですか。 
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新しいところへ入った方でそういうところもあるということを聞いているのです。 

ストーブについてもボイラーについても当初入る方はお金がかかる。それが当初からつ

いていてレンタルでやるとかそういう方法が取れないんでしょうか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 大上建設水道課長。 

○建設水道課長（大上朋亮） 

 浴槽の話ですけれども、古い住宅になると浴槽がないという住宅も過去にはありました

が、お風呂のある住宅は浴槽が常備されておりますし、現在、ボイラーにつきましては町

内の業者と入居者の方でリース契約をしていただいて、ボイラーを設置して使用されてい

る状況であります。 

 ストーブにつきましては、同様にリースとかそういうものがない状況ですので個人で用

意していただいている形の状況であります。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 実は、山村留学の親御さんからそういった意見が出ているのです。 

非常に当初来てお金がかかった。ところがここにきて公営住宅に入るとなるとそういっ

たお金がかかる。その辺の条件を和らげてほしいんだという意見が多いのです。 

ですからその辺をお考えいただいて、リースでもできるだけ低額なものでやっていただ

く。 

あと例えば、途中で転居される場合にまた次の人にリースするとか、そういう方法をと

っていかないと、本州のほうから来て、多額のお金をかけて来て、結局そういうふうに多

額のお金がかかるというのは、大変な負担なのです。それを非常に心配しているのです。 

 そういったある住民の声を聞いた中で聞かされましたので、何とかその辺を、この町に

来て住みやすいことは分かっていても、当初そんなにお金がかかるとやはり見逃しという

か、非常に期待感がなくなってくるのではないかとそう思うので、町長どうですか。そう

いう話がありますので。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井町長。 

○町長（喜井知己） 
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 お答えをいたします。公営住宅の性格上、これは民間の住宅であればいろいろな形で設

備が全部あってということになっている住宅ももちろんあると思います。それはそれ相応

の料金設定になっていると思っています。そういった意味で公営住宅は、所得のそう多く

ない方に住宅を供給するというのが目的ですから、そういう意味でリースだとかそういう

形式もありますけれども、家賃設定がそういうことですので、なかなか現実問題、要望に

全てお答えするのは非常に難しいと思います。 

 今の山村留学のお話もあるかと思います。必ずしも全部新しいものでなくてもいいとい

うこともありますので、地元の皆さんがいろいろな面で協力をしていただいていると思い

ますけれども、新品でなくても中古のものを協力して探すとか、今、いろんな対応をして

いただいていると思いますけれども、そういった方法でいくしか実際はないのかなと思っ

ております。 

できることを町でしてあげたいとは思いますけれども、これ公営住宅に入る方、基本的

に皆さん同じような扱いになるのはやむを得ないと思っております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 その通りだと思うんですけれども、どうも山村留学で来られた方が、結局何だか冷たく

受け止められているんですね。せっかくこのいい町に来て当初、そういうような状況の中

でたくさんお金をかけないとならないのかなと思いながらいるようであります。 

その辺を十分お考えいただいて、全部無料にしろということではないのです。ただやっ

ぱり受け止め方、担当者の受け止め方だと思うのです。中古を使ってもいいから、この程

度の負担でリースが考えられるとか、そういったいろんなことを提案して、住んでいただ

く方にプラスになるような、そんな方法を考えていただきたいと思うのです。 

以上です。  

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 宇井学校教育課長。 

○学校教育課長（宇井直樹） 

 ただ今の山村留学の件に関して、すみません。私たちのほうで親子留学に対してそのよ

うな意見というものを聞いていなかったものですから、今、実際に入居されている方、さ

らにこれから入居される方等に事実を確認しまして、山村留学等に関しては制度の中で何
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かできるかということを考えていきたいと思っております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

他、質疑ありませんか。 

４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 ３点ほど質問いたします。 

 108 ページ、道路新設改良費の中で２点。 

まず１点、瓜幕の７号の道路なんですけれども、瓜幕の市街から南へ向かって北15線ま

での間の、この改良工事はその南側よりは早く工事をやっていただいて、頭の痛い話です

けれども、大型トレーラーが、最近本当の超大型のトラックに変わってきて長距離の運転

手が７号を真っすぐ抜ける道路のほうが走りやすいという感覚で、国道に入らないでＪＡ

鹿追町瓜幕事業所の前から真っすぐ入ってしまうパターンが多くて、実際に私、７号道路

で普段行き来しているのですけれども、国道より大型車両が多く通っているのが現状で、

非常に道路の傷みが日に日に傷んでくるというのが目に見えているのです。 

これ実は、改良工事をする前も舗装していただく前もその話が出た経緯もありますけれ

ども、今言った瓜幕の市街から北15線までの間というのがひび割れもひどくて大型車両が

通るたびに穴が大きくなっているという現状もありますので、ここの部分の補修は早めに

多分やったほうが後々逆にお金がかからないのかなというくらいのレベルに今なってきて

いるかなと私は見ています。そこのところの考え方。 

 それからもう１点、国道の関係で瓜幕市街事故危険区間事業ということで、ＪＡ鹿追町

瓜幕事業所の周辺のところの拡幅工事というのが、工事自体は終わっています。 

町長の執行方針の中でもこの工事が完成しているけれども、近郊の未改修区間工事が残

っている。これ22号の交差点、それから瓜幕中学校から北側、まだ工事が残っている状況

の中で今年どういう計画が北海道開発局から出てきているのか、お示しをいただきたい。 

 もう１点、110 ページの公園緑地費の鹿追展望の丘公園整備で 180 万円今年予算化して

いますけれども、あそこの公園の今年の事業の計画をお示しいただきたい。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 大上建設水道課長。 

○建設水道課長（大上朋亮） 
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 台蔵委員から３点、御質問がありましたので、順次お答えしたいと思います。 

 瓜幕市街から、７号、国道交差点から北15線までの間なのですけれども、非常に交通量

が多く、道路の傷みが激しいということですので、こちら昨年も一部舗装修繕等を行わせ

ていただいております。今年度も状況を見て事故が起きる前に現場を確認して早急に対応

していきたいと考えております。 

 また、２番目の国道274号の瓜幕事故危険区間以外の部分のお話なのですけれども、令

和２年度の開発の事業の内容について具体的なお示しが今ない状態になっていますので、

具体的なお示しがあれば違った形でお伝えできればと思っております。 

 ３番目の公園緑地費の工事請負費なのですけれども、この180万円の内容ですが、今年

整備の内容といたしまして、パークゴルフ場内の水はけが悪い場所が数カ所ございます。

そちらのほうに、暗きょ排水施設の工事で対応するという中身で180万円計上させていた

だいています。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 この道路の関係は、私、今最初にお話ししましたように町道は町道の構造というかその

中で通常の車が通っている部分ではそんなに極端に傷みはこないはずなのですけれども、

本当に私に家の前の国道のところ私もいつも見ていますけれども、超大型のトレーラーに

変わってきて、トレーラーは普通の大型トラックが積めない荷物を積めるのです。 

法的にそれが許されていることなので、超大型の６輪トレーラー自体が、６輪のタイヤ

の大きなものが頻繁に通る。それが町道に入って、普通に道路として利用している。 

公共の道路なので誰が通ってもいいのですけれども、非常にあの一生懸命、町がお金を

かけてきてもすぐ傷むということが現実的に。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 台蔵委員、恐れ入りますがもう少し簡略にお話をお願いいたします。 

○４番（台蔵征一） 

 そういうことで、ぜひその辺の対策も含めて実施していただきたい。 

 それから国道の関係、これは声を上げていっていただきたい。執行方針の中でも要望し

ていくということがありますので、お願いしたいと思います。 
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以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

 他、質疑ありますか。 

 ６番、上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 

 先ほど関連で言えば良かったんでしょうけど、クテクウシ橋の関係、設計費で1200万円

というお話を聞いております。素人目に壊すのを設計するのに1200万円はすごく高いよう

な気もするんでございますけれども、国の補助も受けるのでそういうことになるのかなと

いう気もするんですけれども。それと併せて令和３年から始まる工事について、工事費に

どれぐらいの見込みかお知らせをいただきたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 大上建設水道課長。 

○建設水道課長（大上朋亮） 

 クテクウシ橋解体にかかる工事費はという御質問ですけれども、現状、概算という形に

はなりますけれども、８千万円程度かかるのではないかという予測をしている状況でござ

います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 

 私も狩野委員も以前に一般質問で障害物としての撤去、国や北海道との協議が終われば

やるということで、今回 62.7％の補助を受けての作業ということでございますけれども、

大変うれしく思っていますけれども、設計費の1200 万円、はた目で壊す設計費に1200 万

円、建てるための設計費なら分かるような気もするのですけれども、そのようなものなの

でしょうか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 大上建設水道課長。 

○建設水道課長（大上朋亮） 

 解体にかかる設計費についてということですが内容といたしまして、現地の応用測量の

ほかに実際にある橋りょうを解体して撤去する詳細の設計、その辺り河川部の護岸部分の
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復旧、現状護岸部分がありますので高めになっているという所もあります。 

またボーリング調査等も併せて実施しますので、その中で設計した中身について積み上

げた額が1200万円となっております。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 

 了解いたしました。 

 消防費もよろしいですか。直接は関係ないのですけれども、今、新型コロナウイルスと

いうことで救急搬送があった場合、帯広厚生病院の感染者病棟へ一番都合がいいのは救急

車で運ばれるのが一番いいと思っておりますけれども、その中で訓練をしている状況がテ

レビに出ていて、全身防護服を着て、フードもかぶって手袋をはめて、なおかつゴーグル

をしている状況があるんです。ゴーグルをして車の運転で視界が本当に狭まると思うので

すけれども、鹿追の状況でそのような訓練もされたことがあるか、視界の問題、その辺お

答えできればお願いしたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 内海消防署長。 

○消防署長（内海卓実） 

 ただ今の上嶋委員の御質問にお答えいたします。 

当消防署におきまして、過去にＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）及び新型コロナウイ

ルス発生時において防護服を着て現場に行くようなことを相当して訓練をしております。

現在も防護服等を用いた訓練もしておりますが、ただ発熱だけでは本当に 新型コロナウ

イルスかどうかというのも分からないということもありますので、今現在の鹿追消防署の

方針といたしましては、通常の破れにくい水色の感染防護衣があるんですけれども、普段

着ているものであります。それの上下と、あとマスクとプラスチック手袋で対応と、戻っ

てきた帰署時におきましては、救急車内オゾン発生装置の殺菌消毒及びエタノールの消毒

で行うという今のところの方針であります。 

 それとゴーグルをしての運転ということなのですけれども、私もゴーグルを実際につけ

てみたこともあります。確かに視界もよくありませんので、運転するもの出場するときに

機関員として指名しますので、その者については運転する際には外す等の措置を講じて出
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動その他病院搬送のほうを考えております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

 他、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

質疑なしと認めます。 

先ほどの商工観光課の答弁を行いたいと思います。 

富樫商工観光課長。 

○商工観光課長（富樫靖） 

 先ほど畑委員からの貸付けに関する実績ということでございますが、１月末時点で貸付

件数が４件、貸付金額が105万３千円となってございます。 

これに対する返済の滞りはないということも確認いたしました。 

以上でございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

 それでは、ここでお諮りします。 

本日はここまでにしたいと思いますが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 異議なしと認めます。 

 本日はこれで終わります。 

 なお明日18日は、午前９時30分から再開したいと思います。 

散会 16時 24分 
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令和２年度鹿追町各会計予算及び 

第７期鹿追町総合計画等審査特別委員会会議録 
 

日時  令和 ２年 ３月 18日（水曜日） 

                         午前 ９時 30分 

                                       場所   鹿追町議会議場 

 

１．付託案件審査 

（１） 議案第18号 令和２年度鹿追町一般会計予算について 

（２） 議案第19号 令和２年度鹿追町国民健康保険特別会計予算について 

（３）議案第20号 令和２年度鹿追町国民健康保険病院事業会計予算について             

（４）議案第21号 令和２年度鹿追町簡易水道特別会計予算について 

   （５）議案第22号 令和２年度鹿追町下水道特別会計予算について 

   （６）議案第23号 令和２年度鹿追町介護保険特別会計予算について 

   （７）議案第24号 令和２年度鹿追町後期高齢者医療特別会計予算について 

   （８）議案第25号 第７期鹿追町総合計画の策定について 

   

２．出席委員（10名） 

１番 清水 浩徳委員   ２番 山口 優子委員   ３番 畑  久雄委員 

４番 台蔵 征一委員   ５番 加納  茂委員   ６番 上嶋 和志委員 
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令和２年３月18日（水曜日） 午前９時30分 開議 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

17日に引き続き、本日の委員会を再開します。 

９款 教育費 116ページから 

                      143 ページまで 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

９款、教育費、116ページから143ページまでとします。 

質疑ありませんか。 

９番、埴渕委員。 

○９番（埴渕賢治） 

 ページ数は118ページ、教育振興費であります。 

本来ですと教育委員会との懇談ということで予定されておりましたが、新型コロナウイ

ルスの関係で中止となり、よってこの予算委員会において２～３点確認したいことがあり

ますのでよろしくお願いをいたします。 

その内容とは、教育長の執行方針にもありますように、様々な要因から鹿追高校への入

学者が減少していると、こういう文言に触れておりますが、その様々な要因とは何を示唆

しているのか、そこをお伺いいたします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

大井教育長。 

○教育長（大井和行） 

 今、埴渕委員から今回の鹿追高校の入学者の関係でお話がありましたので、私のほうか

らお話をさせていただきたいと思います。 

 まずは、要因としての１つ目としては、今回卒業する鹿追中学校、それから瓜幕中学校

の生徒の学力の高さと申しましょうか、大変学力が良いものですから、どうしても帯広市

内の柏葉高校、それから三条高校へ進学したいという生徒が例年よりも多かったというの

が１つの要因かと思います。 

 それともう１つが部活動、今やっている部活動を帯広市内、または十勝管内の学校に行

きまして、さらにその部活動を伸ばしたいという生徒がいるというのも現実でございまし

た。 

 それから、もう１つの要因と申しましょうか、昨年と比べて今年の卒業生が、昨年が60
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名ちょっとの卒業生がおりましたけれども、今年は50数名ということで、昨年より13名

ぐらい卒業生が少なかったというようなこともございまして、その他にもいろいろな要件

があるのだと思うのですけど、大きく今言った３つ、それから私立高校の授業料の無償化

と申しましょうか、そういうことも実際はそう多くはなかったかと思いますが、そういう

いろんな要件というか、そういうのが重なりまして、今回鹿追中学校、それから瓜幕中学

校から今のところ21名が鹿追高校に行かれるということで聞いております。 

 それともう１つ、例年町外の中学校から鹿追高校に入学をしていただける生徒が24～25

名いたのです。ところが今回お聞きしますと12名程度ということで、総体ではっきりでは

ないかもしれませんけれども、今現在鹿追高校に入学されるのは町内町外入れて33名程度

というようなことでお聞きしているところであります。 

 昨日が合格発表ということでありまして、町外の生徒がどのような形で２次募集でさら

に鹿追高校に来ていただけるかは分かりませんけれども、いずれにしても１間口、40人に

なれるかならないかということで私たちも危機感を持って来年度に向けて今までやってい

ました高校へ出向いて、高校の校長、それから教頭、それから両中学校の校長、そして小

学校の代表校長、そして私ども教育委員会と研究開発の期間中は月１回、高校に出向いて、

今お話ししたメンバーが集まっていろんな情報交換をさせていただいておりますけれど、

研究開発が終わって２年たちますけれども、その辺がおろそかだったということもござい

まして、２月から月１回そういう情報交換の場をもって、新年度に向けてさらに鹿追高校

の魅力が発信できるように、いろんな情報交換をもってということで今進めている状況で

ございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 埴渕委員。 

○９番（埴渕賢治） 

 私も総務文教常任委員会に所属しておりまして、そういう立場から特になんでしょうけ

れども様々な情報が飛び交って、本当にこういう立場であってもどれが正しくて、どれが

どうなのかということが非常に困難な立場にもあります。 

去年の12月、町内の学校、学校教育課長と共に町内の小中学校訪問をさせていただきま

した。その時も、終わってまとめの段階でいろんな情報がまた入ってきて、いろいろど

うなの 

かなという部分がここまできてしまったわけでありますけれども、近年振り返って見ます
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と、一昨年は0.7のような記憶をしておりますが、そして昨年は0.5、そして令和元年を

迎えて今度0.4ということで、すごく数字的に厳しい内容になってしまって、これが今後

数年続いていくとどういうことになるのかなと、そこまで考えるわけです。 

 ですから今後そういうふうにならならないためにも、何とか今後１年あるわけですから、

その方策をどのように、今、教育長触れて一部お話していただきましたけれども、一層手

段を考えながら、こうすることによって入学生を増員することができるというものが、今、

これから検討するということであれば、それを一部お聞かせいただきたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

大井教育長。 

○教育長（大井和行） 

 先ほどもちょっとお話申し上げましたけれど、今後に向けて鹿追高校の魅力化のために、

我々教育委員会、それから関係者、いろんな形でやっていかなければならないと思ってお

ります。 

 まず先ほど言った関係者の連携会議、それから何と言っても卒業生、それから卒業生の

保護者に対して鹿追高校が取組んできた魅力と申しましょうか、そういうのがなかなか当

事者に伝わっていないというようなことがございましたものですから、広報だとか鹿追の

ホームページを通じまして、鹿追高校が取り組んでいる様々な取組を、機会があるごとに

広報を通して町民の方に情報を発信していこうと考えております。 

 それからこれも昔やっていたのですが、三者面談の前にも教育委員会、それから高校の

先生方と合わせて卒業生の保護者宅に家庭訪問をいたしまして、高校の魅力化を訴えてい

く必要があるのではないかということで、これも新年度からやっていこうとで、３年ぶり

ということで考えているということで、他にもいろいろな取組をしていかなければならな

いと思っておりますけれども、先ほどお話申し上げました関係者との情報交換の場でいろ

んな考えを出し合って、鹿追高校が２間口できるような形の取組を今後ともしていきたい

と思っておりますので、御理解をいただければ思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 埴渕委員。 

○９番（埴渕賢治） 

 今、考え方として、情報として私も昔、三者面談というのは記憶にあります。私も２人

子供がおりましたので、そういうことでぜひともこれは取り組んでいただきたいことであ
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ると思いますし、もう１つ確認をさせていただきたいのは、全国的にも私の認識としては

まれだなと思うのですけれども、中学校と高校との先生の乗り入れの授業であります。こ

れが実際に今取り組まれているのか否か、この辺の確認をさせていただきます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

大井教育長。 

○教育長（大井和行） 

 現在も中高の交流授業ということで、年６回中学生が高校に出向いて英語をはじめ国語

とか体育だとか、そういう形で、高校生の先輩方と交流を通した形で鹿追高校へ来たとき

にはこんなふうになるんだよという形の交流授業は実施をさせていただいています。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

他、７番、川染委員。 

○７番（川染洋） 

 今の教育長の答弁の中で、部活の魅力で町外に出ていると。部活の魅力が鹿追にはない

と。裏返してみればそういうことだったのかなと思うのですけれども、魅力がないという

中身ですけれども、指導者に魅力がないのか、ライバルがいないから魅力がないのか、そ

このところ分析したらどっちなのでしょうか。鹿追町の場合は。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

大井教育長。 

○教育長（大井和行） 

はっきりしてこうだったという分析までいっていないですが、ある話を聞きますと、サ

ッカーに限ってなのですが、鹿追高校とある高校がサッカーの試合をやった時に、鹿追高

校が相当ぼろ負けをしたということで、そのサッカーの顧問の先生の指導が十分でなかっ

たというような、批判みたいな感じの批評が保護者間の中であったというようなことを中

学校の保護者なり生徒が聞いているというようなことで、やはりそういうことから今回先

ほど私が申し上げましたとおり、町外の学校に行ってさらに磨きをかけたいということで、

町内から去っていくという生徒がいるのかなというようなことで、まだ分析をしていない

ものですから、これだということはなかなか難しいですけれど、一端を述べさせていただ

きました。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 
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 よろしいですか。 

川染委員。 

○７番（川染洋） 

相手が道立高校だけに鹿追町の教育委員会としてはなかなか口出しづらいだろうと思う

のですけれども、鹿追町にある最高学府ですから、鹿追町として口を挟むことは私は野暮

ではないと、私はそう思っています。 

教育長は教育のための科学研究所というのを御存じですか。 

分かってない。 

結構です、分かりました。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

○７番（川染洋） 

はい、良いです。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありませんか。 

４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 まず１点、今の鹿追高校の関係で、鹿追町が必要と感じて女子寮を設けていただいた。

これは以前にも必要ということで旅館業の方にお願いをしながら進めてきた経緯もあり 

ますけれども、現在、福世館のほうで新たに新年度女子の高校生を受け入れていただける

ということが町の支援のもとで進められるということであります。 

 洋室５部屋、和室もありますけれども、この部屋の現時点での希望の埋まっている状況

を報告いただきたいのと、先般の会議の中で一般の女性の方も宿泊するという方向に変わ

ったようですけれども、その辺のところの話をした中で受け止め方、保護者、特に親御さ

ん、本人を含めてそうですけれども、親御さんの受け止め方で御意見が出てきていたら報

告いただきたい。 

 もう１点、小学校、中学校の保健室にエアコンを設置しますということで、学校管理費

126ページにありますけれども、旧こども園の施設にあったものを移設して設置するとい

うことのお考えですけれども、小学校５校、中学校２校の中で７カ所押さえてあるのです

けれども、そこのところは既存の今まで使っていたもので数的にも間に合うということで
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理解していいのかということでお伺いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 宇井学校教育課長。 

○学校教育課長（宇井直樹） 

 それではお答えいたします。 

まず今回、鹿追高校の女子寮という形でお願いしている福世館ですが、現在のところ入

居を希望されている方はまだ１名の現状です。鹿追高校に新たに入学する女子生徒１名が

入居の希望の状況です。 

 合格発表が昨日終わりましたので、既に鹿追高校のほうから合格者に対して郵送をかけ

て女子寮の御案内をするのと、これから２次募集が始まりますので、そこにも付け足して、

さらには在校生にもこれから御案内をする予定になっております。 

 それから下宿生以外で一般の方の女性にのみに限ってというお話ですが、前回福世館が

数年前に下宿を始めた時に、女子生徒の入居者と一般の旅行客の方が相入れるということ

で、その不安感からやはりこれはやめましょうということでやめた経緯があります。 

今回も５部屋用意をしていて、５部屋入居者が埋まれば当然経営的にも問題はないです

が、実は今の状況でいくと最低１名、これから増えてもそう多くはない数の中では、やは

り経営を支えていくためには一般の方々も入れざるを得ないであろうと。その中で一番の

心配点は、女子の下宿に対して男性が同じ所に入るというところが一番の問題点でしたの

で、あくまでも一般の方であっても女性であれば相当子供たちへのプレッシャーは少ない

であろうという考えです。 

今のところその御説明をしていますが、保護者の方からそれに対しての御意見というの

はまだいただいていない状況です。 

 それから２番目の小学校と中学校の保健室へのエアコンの設置ですけれども、ただ今御

質問いただいたとおり、旧こども園から移設する数で十分全校に対応できるという状況で

す。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 １点目の女子寮、現在１名ということで、ぜひ在校生も含めて希望者を募って増えてい

ただけることが、せっかく町で用意していただけることなので、希望としては一生懸命案
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内していただきたい。 

 一般の方の関係、お仕事柄受けてくれた福世館に対しては、こういうこともやむを得な

いと思いますけれども、高校生と一般の方、特に外部から入って町外の方が来られると生

活のリズムが全く違う中での隣同士の部屋ということもありますので、そういうところも

しっかりと確認していただきながら進めていただきたい。 

 エアコンの関係、あと今年は７カ所保健室に設置していただけるということですけれど

も、その次というか、それぞれ希望があると私も聞いておりますが、その計画があればお

聞きしたいと思います。 

 あとは私もエアコンに関しては校長会の先生方にも動いていただいて、昨今の夏場の急

激な気温上昇に備えたいということで、町が対応していただけるということで、私からも

感謝申し上げたいと思います。お願いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 宇井学校教育課長。 

○学校教育課長（宇井直樹） 

 先ほど女子寮の関しましては台蔵委員から御意見をいただきましたとおり、十分に女子

生徒が学業に集中できるということを優先して対応していきたいと思います。 

 それからエアコンに関してですが、今回はあくまでも熱中症対策等に向けて保険室に優

先して配置をしていますが、それ以降のことに関しましては学校数も多いですから、かな

り付けていくと相当な財政的負担が大きくなることが考えられますので、その辺りは十分

に学校とも協議しまして計画を練っていきたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

○４番（台蔵征一） 

 はい。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

他、質疑ありますか。 

２番、山口委員。 

○２番（山口優子） 

 予算書 120ページ、教育総務費、教育振興費でお伺いします。 

 私、昨年2019年３月の予算委員会で、子供への暴力防止プログラムＣＡＰというものを



－95－ 

提案させていただきました。そして今回町長の執行方針、教育長の執行方針にてともに述

べられておられました。「いじめや暴力の問題にも積極的に取り組むため、暴力防止のた

めの予防教育のプログラムの導入を図ってまいります」というふうに取り入れていただき

まして大変感謝を申し上げます。 

 120 ページの最後の行の、小中高一貫教育事業補助金というものを利用してこのＣＡＰ

のプログラムを導入していただくということですけれども、全ての小中学校にいつ頃実施

されるのか、高校も対象に入ってくるのか、具体的な計画があればお伺いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 宇井学校教育課長。 

○学校教育課長（宇井直樹） 

 ただ今の話ですが、令和２年度の予算編成においてこちらのほう予算計上をし、こちら

の議決をいただいた段階で学校の方に入れるということで、今月全ての学校長の定例の学

校長会議の中で、令和２年度において全ての学校でこのプログラムに取り組んでほしいと

いうことでお話を進めています。これから詳細を決定するのですが、全ての学校区におい

て生徒・保護者、それから地域の方々も含んだ形で行なってほしいということでお話をし

ています。 

それぞれの学校規模がありますので、主体的にはどこがやるのかＰＴＡがいいのか、学

校運営協議会がいいのか、どちらを主体にするかということも含めてこれから令和２年度

中で行なっていきます。あまり遅い時間になってしまうとせっかくやることに意味がなく

なってきますので、夏頃をめどに全てのところでできるようにと考えています。 

 ただ、先ほどもお話したように、保護者であったり地域の方々も加えた形でやるという

ことになれば、それぞれの地区の事情によってかなり参加者数が変わってくるものですか

ら、その辺は十分に配慮をして最も効果的な時期と方法を選択したいと思います。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 山口委員。 

○２番（山口優子） 

 全ての小中学校と高校も対象ですか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 宇井学校教育課長。 
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○学校教育課長（宇井直樹） 

 はい。 

○２番（山口優子） 

 はい、分かりました。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

他、質疑ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

他に質疑なしと認めます。 

次に進みます。 

               10款 公債費     143 ページから 

               11款 諸支出金 

               12款 災害復旧費 

               13款 予備費     145 ページまで 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 10 款、公債費、11 款、諸支出金、12 款、災害復旧費、13 款、予備費、143 ページから

145ページまでとします。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。 

次に進みます。 

           歳入  １款 町税       13ページから 

               ２款 地方譲与税 

               ３款 利子割交付金 

               ４款 配当割交付金 

               ５款 株式等譲渡所得割交付金 

               ６款 地方消費税交付金 

               ７款 環境性能割交付金 
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               ８款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 

               ９款 地方特例交付金 

               10款 地方交付税 

               11款 交通安全対策特別交付金 

               12款 分担金及び負担金 

               13款 使用料及び手数料 

               14款 国庫支出金 

               15款 道支出金 

               16款 財産収入 

               17款 寄附金 

               18款 繰入金 

               19款 繰越金 

               20款 諸収入 

               21款 町債       40ページまで 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 これより歳入に入ります。１款、町税から、21款、町債、13ページから40ページまで

とします。 

質疑ありませんか。 

２番、山口委員。 

○２番（山口優子） 

 15ページ、森林環境譲与税についてお伺いします。 

昨日、農林費の中で同僚議員からの質疑でも触れられていたのですけれども、森林環境

譲与税、これ御説明では温暖化対策や災害防止のために森林環境保全するために使われる

という御説明だったのですけれども、昨日の課長の御答弁の中では、林業振興基金に積み

立ててから補助金として出すみたいなお話だったかと思うのですけれども、具体的にその

辺りもう少し説明をお願いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菅原農業振興課長。 

〇農業振興課長（菅原義正） 

 お答えをいたします。 
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 昨日の予算の中では、森林環境譲与税を分けて森林組合の林業研修施設へ出していくと

いうことでございます。 

この森林環境譲与税につきましては、森林環境税を国民の皆さんからいただいて、それ

を財源に町のほうにも入ってくるということでございます。 

 この使用目的というか、活用してどのようにしていくかという、今のところ、森林整備

の促進、それから人材の育成や担い手の確保及び木材利用活用等に使ってくださいという

ことでございます。 

 今回、西十勝森林組合の研修室ということで、人材育成のために研修施設ができるとい

うことですので、この森林環境譲与税も充てられるのではないかということで今回充てさ

せていただいております。 

町といたしましては、森林環境譲与税、一度入ってきましたらそれを林業振興基金の方

に一度積み立てさせていただいて、その中から今回でいくと林業研修施設ということで、

その補助金に充てるため、また繰り入れをしていって使っていこうということでやってお

ります。 

残った分についてはまた積んでおいて、それに必要な人材の育成だとか森林の整備等々

に充てていくということでございます。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 山口委員。 

○２番（山口優子） 

 この森林環境税が令和６年度から実際に住民の方から徴収されると、かなりいろいろ意

見が上がってくるものなのかなと思います。 

 今現在ではそんなに皆さんまだ御存じないですけれども、実際住民税に上乗せで１人千

円、所得にかかわらず均等割りに乗ってくるということで、これは私有林の面積、人工林

の面積、林業就業人数、あと人口で案分しているので林業を全くしていない大都市にかな

りお金が行くようなシステムになっていて、鹿追町のように国有林などたくさん持ってい

てもそんなに実際金額が、たくさんのお金が来るわけではないという問題がある徴税だな

と個人的には思いますけれども、目的が防災であったり、森を守るために使わなくてはい

けなくて、町自身で使用目的やしばりなどをしっかり考えて使っていかないとなかなか町

民の方に対しての説明と御理解も得られづらいのかなと思います。 
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 課長の御説明のとおり人材育成ということで、西十勝森林組合の研修施設に出していく

というお話だったのですけれども、こういう使い方の他に間伐等にも使えると思うのです

けれども、実際の補助金として支出していくのではなくて、実際木材の間伐とかそういう

方向にも使うというお考えはありますでしょうか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菅原農業振興課長。 

〇農業振興課長（菅原義正） 

 お答えいたします。 

 この森林環境譲与税につきましては先ほど言いましたように、森林整備の促進だとか人

材育成、それから木材の利用に対するということでありますので、将来的には主に民有林

で今値段が安いだとかで森林整備に関する意識が低くなってきている部分があるのではな

いかということで、適正な間伐だとかがされていないという状況にあるということで今回

こういう形になっているのかなということでございます。 

 町といたしましても、民有林に対する調査だとかをぜひやってくれと、森林整備をやっ

てくれということで、そういう働きかけも含めて、アンケートも含めてこういう計画に入

ってくれば補助金を受けられますとかＰＲも含めて譲与税を使いながら民有林を持ってい

る方に対してＰＲ等々もやっていくということで考えています。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井知己町長。 

〇町長（喜井知己） 

 森林環境譲与税の説明は菅原課長から説明したとおりですけれども、環境税の目的につ

いては災害防止だとか地球温暖化防止の広域的機能を有する森林を国民全体で支えるとい

うことで、令和６年度から住民税と合わせて徴収されるということでございます。 

 一方それを財源とする森林環境譲与税については、例えば間伐とか森林の施業に関して

ということについては、それ自体は元々国の補助制度とかがありますので、市町村に譲与

された段階でそういう補助制度への使途というのは正直そういう使途には認められていま

せん。 

 繰り返しになりますが、担い手の確保だとか木材の利用促進、それから普及啓発という

ことが主な使途として一応示されていますので、そういったことも勘案しながら当面は今、

予算等にも計上している森林組合の研修施設に対する助成ということでありますけれども、
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これからいろんな形でこの使途の趣旨に沿った使い方というのは十分検討して、そういっ

た意味で、もらったからすぐ全部使うということではなくて、基金にしっかりと積み立て

て十分効果のある方法で使っていくというのが必要であろうと思いますので、いろいろ研

究をして、しっかりと有効に使えるようにやっていきたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか、山口委員。 

○２番（山口優子） 

 分かりました。 

最後に町内で林業に携わっている方、就業人数というのはどのぐらいでしょうか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菅原農業振興課長。 

〇農業振興課長（菅原義正） 

 就業という意味ですか。就業者については片手ぐらいしかいないかなと思います。森林

組合だとかという所で働いている方についてははっきりした数字はあれですけど、そんな

大きな数字ではないと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

他、質疑ありますか。 

６番、上嶋委員。 

〇６番（上嶋和志） 

 20ページ、教育総務使用料ですけど、先ほどお話出ていましたけど、女子寮の関係です

けど、女子寮の使用料が歳入に入っていないというのはどういうわけなのか。必要があっ

ての設置ということで、ここで歳入、例えば50万円なりを見込むのが当然のことかなと思

いますので、その辺りの経緯について。 

次の神田日勝記念美術館入場料、大幅の増ということで、去年の予算に対して入館料も

上げたということで、なつぞら効果がまだ依然として続くということの見込みで445万円

の歳入ということで見ていますけれども、具体的に何名ぐらいの入館者を見込んでいるか

お願いをしたいと思います。 

続いてもう１点、21ページ、マイナンバーカード交付手数料、この千円については再交

付の手数料だと思うのですけれども、今年の９月からですか、来年の３月までマイナポイ
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ント制度というのができて、キャッシュレス決済を行うとマイナンバーカードを使ってや

ると２万円で25％、５千円かな、最大ポイントが付くという制度が国の消費税増税の関係

とかマイナンバーカードの普及を目指しての事業になるのですけれど、これによって申請

者が大幅に増えることも考えられます。まだ具体的には詳細は決まっていないようですけ

れども、現在鹿追町での取得者の数と、それによって何％ぐらいの方が取得され、その準

備は万端なのか、その辺について３点お聞きしいたします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 松本副町長。 

〇副町長（松本新吾） 

 上嶋委員からは３問いただきましたが、１問目の女子寮の関係、いわゆる寮費と言いま

すか、収入が町の予算に上がっていないのではないかということでありますが、これは町

の施設ではありません。女子寮は。 

町が委託をして女子寮を運営してほしいという民間にお願いしている立場ですので、収

入については民間のほうで受けていただくということで、予算は計上していないというこ

とで御理解をお願いいたします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 浅野社会教育課長。 

〇社会教育課長（浅野悦伸） 

 神田日勝記念美術館の入館料の関係でございます。今年およそ４万人ということで、通

常の240～250万円の入館料から1400万円ぐらいになるのかと。これまで連続テレビ小説

の影響で、いろんな地域で、次の年も効果はあるという実績があるということから、今年

度につきましても例年より多めに見させていただきました。 

 令和２年度につきましては、巡回展を結構やるものですから、東京ステーションギャラ

リーでやっているとき、それから道立の近代美術館で神田日勝展をやっているときには、

神田日勝記念美術館では神田日勝の作品がほとんどなくなるということで、その分を差し

引いておよそ７～８千人ぐらいの有料入館、全体では２万人ぐらいはまだ来るのかなと予

想はしていますが、鹿追でする神田日勝展の巡回展ですけれども、７～９月までおよそ２

カ月ちょっとの期間ですから、その時期にたくさんのお客様においでいただくということ

をかなり見越している部分がございまして、この部分についてはまだ不透明なところもあ

りますけれども、そのような形で今のところ考えております。 
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○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 渡辺総務課長。 

〇総務課長（渡辺雅人） 

 マイナンバーカードの関係でございます。マイナンバーカードは本町においても取得促

進ということで、平成29年度から取り組んでいる経過もございます。現在の状況でありま

すが、２月末のマイナンバーカードの交付状況が1,007件ということでございまして、全

体の 18.5％。十勝の平均が 11.6％ということになっておりますので、全道の市町村では

28位、十勝の市町村では1位の交付率という状況でございます。 

 今おっしゃられたようにマイナポイント制度、９月から始まるということと、来年の３

月から保険証機能も持たせるというような情報もありますので、さらに取得促進を図って

いきたいと思っております。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

上嶋委員。 

〇６番（上嶋和志） 

 １件目、２件目は了解させていただきましたけれども、マイナンバーカード、意外と鹿

追町が高いということで、10％ぐらいかと思っていたのですけれども、それによってポイ

ント制度に駆け込みで窓口に集中するとか、そういうことは考えられないのかどうか、そ

の辺、対策はできているのかどうか。通常業務の他にマイナンバーカードの申請を受け付

けていくことになるので、その辺は大丈夫でしょうか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 平山町民課長。 

〇町民課長（平山宏照） 

 お答えいたします。 

 現在のところ駆け込みで多くの方が押し寄せるという想定はしておりません。 

今のところマイナンバーカードも兼務で手続きをしておりますけれども、とりあえず現

在の体制で行なってまいりたいと考えるところでございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 いいですか、上嶋委員。 
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〇６番（上嶋和志） 

 まだまだマイナポイントについては周知が行き届いてないので、これから実際近くなる

と本当に集中することがあると思われますので、十分考慮していただきたいと思います。 

 もう１点違うことになりますけれども、38ページのふるさと納税の事務取扱負担金、昨

年は350万円の予算、今年は180万円、これについては送料分を業者の方からいただいて

いる分になるのかなと思うのですが、その辺について確認させてください。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 富樫商工観光課長。 

〇商工観光課長（富樫靖） 

 ふるさと納税事務取扱負担金については、委員おっしゃるとおり送料の負担分の金額で

ございます。この180万円の根拠につきましては、予算要求する時点、11月時点での令和

元年度の実績の数字を基に出した数字でございます。 

以上でございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

〇６番（上嶋和志） 

 よろしいです。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

他、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。 

これで議案第18号に対する質疑を終わります。 

次に進みます。 

    議案第19号 令和２年度鹿追町国民健康保険特別会計予算に対する質疑 

            歳入歳出について 159 ページから 

                     188 ページまで 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 これより議案第19号、令和２年度鹿追町国民健康保険特別会計予算に対する質疑を 

行います。 
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歳入歳出一括で行います。159ページから188ページまでとします。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

質疑なしと認めます。 

これで議案第19号に対する質疑を終わります。 

次に進みます。 

    議案第20号 令和２年度鹿追町国民健康保険病院事業会計予算に対する質疑 

            歳入歳出について 189 ページから 

                     213 ページまで 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 これより議案第20号、令和２年度鹿追町国民健康保険病院事業会計予算に対する質疑を

行います。 

歳入歳出について189ページから213ページまで一括で行います。 

質疑ありませんか。 

５番、加納委員。 

○５番（加納茂） 

 病院の経営について若干お伺いしたいと思います。 

 病院経営それぞれスタッフ頑張ってやっていただいているのは大変うれしいことであり

ますけれども、ここ近年、赤字幅が随分増加しているように感じます。内容の分析等もさ

れていると思いますけれども、その要因がどこにあるのか、どうなっているのか、もし分

かりましたらお知らせを願いたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菊池病院事務長。 

○病院事務長（菊池光浩） 

 赤字幅の増加要因であります。 

ひと頃、平成29年あたりまでは町の持ち出し５千万円程度としてきております。 

平成30年度は町の持ち出しが初めて１億円を超えた。 

令和元年度においても同じような形であまり良い見込みでは現在のところはありません。 

 委員御承知のとおり自治体病院の使命、ある程度高額な医療機器を整備しても地域の医
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療の確保、ある程度かかり付け医的な病院のとしてその使命はあると思っております。 

ですが無尽蔵に町の持ち出しが増えていく、そういうことでは経済性も当然発揮をしな

ければいけないと思っております。 

 御案内のとおり令和元年度におきましては林医院長先生が、常勤医1人としてそれぞれ

頑張ってきてくれております。 

令和元年度を振り返りますと、外来患者数については整形外科の先生が居ないというこ

とも要因として考えておりますけれども、80数名ということになっています。ひと時は90

名、100名近いという数字があったところでありますけれども、令和元年度においても80

数名という形になりそうです。 

ただし、内科の先生の御努力もあろうかと思います、1人当たりの診療単価については

例年にも増して高いものになっております。 

入院につきましては、ひと頃、前白川先生がおられた頃については療養病床を基準病床

としておりまして、診療単価の高い入院患者が実は多かったわけであります。 

今年を見ますと、一般病床がほぼ満床状態で、療養病床については若干少ないというこ

とで、入院についての単価が下がっているというところも大きな減収の要因となっており

ます。 

そういうこともありまして、令和２年度におきましては、この経営形態、あるいは方針

等々も十分検討していくように外部のコンサルというのでしょうか、委託をしまして今の

経営の在り方について１回研究をしていこうということで、実は今回も予算を計上させて

いただいております。その中で分析を深めた上で、今年の病院の改革プランも策定をして、

来年度から進めていきたいと考えているところであります。 

もちろん令和２年度におきましても、従来の専門外来、整形外科あるいは皮膚科とかの

先生も増える予定をしております。眼科等々も継続をしながら患者のニーズに応えるよう

に精進をしていきたいと思っております。 

また、今年度につきましては外科として副院長先生が就任する予定としております。 

４月から常勤の薬剤師も配置することを内定しておりますので、十分な体制を整えて、

令和２年度も患者のニーズに応えるように精進をしていきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 
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他質疑ありませんか。 

６番、上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 

 196 ページの報酬、今、臨時医師、臨時の薬剤師が居られると思うのですけれども、そ

の方々は全て会計年度任用職員になるのでしょうか。 

会計年度任用職員となると個人を特定して採用してということになるのですけれど、委

託であればそこの会社の委託で誰が来ても良いですけれども、会計年度任用職員となると

特定をしなければならない。どの医者が、誰が来ると特定しなければならないと私は考え

るのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 菊池病院事務長。 

〇病院事務長（菊池光浩） 

 外科の先生に就任をいただくわけでありますけれども、52歳の先生であります。正規職

員として給料で医師については予算を計上しております。 

 また、薬剤師にありましては62歳の薬剤師でありまして、会計年度任用職員ということ

で予定をしております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 松本副町長。 

〇副町長（松本新吾） 

 毎週土日ですとか、臨時医師の方々が札幌医科大学ですとか、そういう所から来ていた

だいておりますが、今もそれぞれその都度、臨時職員の任用を発令しております。 

 今後も会計年度任用職員としてきちんと発令をしていく予定でありますので、御理解い

ただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

他、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。 
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これで議案第20号に対する質疑を終わります。 

次に進みます。 

    議案第21号 令和２年度鹿追町簡易水道特別会計予算に対する質疑 

            歳入歳出について 214 ページから 

                     235 ページまで 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 これより議案第21号、令和２年度鹿追町簡易水道特別会計予算に対する質疑を行います。 

歳入歳出について214ページから235ページまで一括で行います。 

質疑ありませんか。 

３番、畑委員。 

〇３番（畑久雄） 

簡易水道のことでお尋ねしますけれども、東瓜幕地区で今工事がされております。 

これはいつ頃各家庭に通水されるのかどうか、その辺のところをお聞かせいただきたい

と思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 大上建設水道課長。 

〇建設水道課長（大上朋亮） 

 東瓜幕地区の事業についてですけれども、現在道営事業と共同事業で簡易水道事業も実

施しております。令和５年度完成予定でございます。 

令和６年度から給水予定となっております。 

よろしくお願いいたします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか、畑委員。 

〇３番（畑久雄） 

 大分まだ時間がかかりそうですね。あと４年ですか。 

そういうことで非常に長い時間がかかるのですけれども、あれの給水というか水源地は

どこになりますか。 

 ○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 大上建設水道課長。 

〇建設水道課長（大上朋亮） 
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 水源は地下水、井戸は道営事業で、場所で言いますと土屋さんの家の前に井戸を掘りま

して、そちらが水源になります。現在は供給しています井戸も併用いたしまして地下水で

供給することを計画しております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

〇３番（畑久雄） 

 はい。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。 

これで議案第21号に対する質疑を終わります。 

次に進みます。 

    議案第22号 令和２年度鹿追町下水道特別会計予算に対する質疑 

            歳入歳出について 236 ページから 

                     261 ページまで 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより議案第22号、令和２年度鹿追町下水道特別会計予算に対する質疑を行います。

歳入歳出について236ページから261ページまでとします。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。 

これで議案第22号に対する質疑を終わります。 

次に進みます。 

    議案第23号 令和２年度鹿追町介護保険特別会計予算に対する質疑 

            歳入歳出について 262 ページから 

291ページまで 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 
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これより議案第23号、令和２年度鹿追町介護保険特別会計予算に対する質疑を行います。

歳入歳出について262ページから291ページまで一括で行います。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。 

これで議案第23号に対する質疑を終わります。 

次に進みます。 

    議案第24号 令和２年度鹿追町後期高齢者医療特別会計予算に対する質疑 

            歳入歳出について 292 ページから 

                     300 ページまで 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより議案第24号、令和２年度鹿追町後期高齢者医療特別会計予算に対する質疑を行

います。 

歳入歳出について292ページから300ページまで一括で行います。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。 

これで議案第24号に対する質疑を終わります。 

令和２年度鹿追町各会計予算について総括質疑 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより令和２年度鹿追町各会計予算について総括質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

８番、狩野委員。 

○８番（狩野正雄） 

 総括で質問させていただきます。 

今年は開町100年の年であるということで、この予算はそのいろんな意味で節目をもっ

ている予算だと思っています。この予算は町民にとって生活が豊かになり、安心安全につ

ながるものでなくてはいけないと思うわけですが、予算化されて、それぞれの事業や施策



－110－ 

が住民の活動を応援したり、本町の産業が発展して豊かなまちづくりの生活になって現れ

てくるもでなくてはなりません。 

 そこで、多額の予算をかけた施設や事業なども含めて、マイナスになったり、欠陥が現

れてはいけないと思います。そのためには事業というか、建設を実施したものに対して、

品質保証がきちっと出されなくてはならない。 

職員は費用対効果というのをよく分析して、その結果を住民に示していく努力をしてい

ただきたい。そのためにはどうしたらいいか。職員は常に知識とか技術とか情報を収集し

て、そういうことに常日頃心がけて実践していかなくてはいけないと思います。常に現場

主義で、机上の空論ではなくて現場に行って声を聞き、現場の状況を確認してその中で改

善する点、事業のこれからのヒントをその中で見つけていく訓練というものが大事だと思

います。 

 ＰＤＣＡというプラン・ドゥ・チェック・アクションという、そういうチェックの手法

があるわけですけれども、そういうものに当てはめながら、高い品質管理や危機管理が今

こそ求められていることを意識して取り組んでいただきたい。自分の意思で研究テーマを

もって、また、グループなどでワークショップなど活発な形で行うことが、これからます

ます重要になってくると思います。 

 そこで執行者に聞きたいのは、職員のやる気、モチベーションをどう引き出していくか、

その中で今の時代に合った組織改革をどのように取り組むかということを示していただき

たい。そういうことを伺います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

答弁、喜井知己町長。 

○町長（喜井知己） 

 お答えをいたします。 

令和２年度はおっしゃるとおり、開町100年という本当に本町にとって大きな節目の年

であります。それにかかる記念事業、だいたいトータルで記念事業にかかる分、それから

例年の事業に上乗せしている部分含めて3800万円ぐらいの予算を計上させていただいて

おります。 

 それは開町100年の節目について町民の皆様とお祝いをしたいという趣旨の予算でござ

いますけれども、新年度はそういう趣旨も含まれておりますけれども、町の予算について

は住民の皆さんの生活、直接身近な生活全般、総体的になかなか十分というか、全てにお
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いて十分ということが難しくても、できるだけ皆さんの生活を支えたり、いろんな産業を

応援したり、教育の振興だとか本当に広い分野ですけれども、全般に目配りをした予算と

いうふうに私は思っています。 

昨日もいろいろ議論がありました。 

公共施設の管理の関係、そういったものについても現場をしっかり見て、そして設計・

施工・維持管理、全般にわたって当然しっかりとやっていく、今までもそうしてきてはお

りますけれども、さらにしっかりと取り組んでいきたいと思います。 

特に大型施設の改修についても新年度に計画をして、できるだけ長く使えるようにいろ

いろ取り組んでいきたいと思います。 

 新年度は、総合計画のスタートに合わせて第２期の鹿追町まち・ひと・しごと創生総合

戦略が第２期スタートします。この後、総合計画の審査もいただきますので、その中の町

でやっている事業はどれも大事ですけれども、その中で特に重点等と思われる24項目につ

いては、指標も含めてどういった取組かというのもしっかり管理をしていくことになりま

す。数値目標がありますので、それぞれについて毎年しっかりと検証して取り組んでいけ

たのか、ＰＤＣＡサイクルのお話もありましたけれども、そういった観点でこれらの重点

プロジェクトを中心にどう取り組まれていくかというのは、しっかりと検証してやってい

きたいと思います。 

 職員のやる気、大変重要な問題で、昨日も職員の自主研修グループの予算の御披露もあ

りましたけれども、例年いろんな形で職員の研修基礎的なもの、それから専門的なもの、

いろんなメニューが用意はされていますけれども、なかなかその中で対応できない部分、

もちろん自主的に普段の仕事の中、それから個人的に職員がそれぞれいろんな形で勉強し

ていくのは職員として当然のことと思いますけれども、組織としてしっかりと、特に自主

研修グループの取組というのはなかなか通常業務の中なので、人数のこともありますから

簡単にはいかないですけれども、その辺の取組もしやすいようにということで、やり方を

工夫して十分変えていけるものだと思いますので、使いやすい制度にしていきたいと思い

ます。 

 組織の関係については、これも新年度の行政改革の一環の中で、役場の組織機構を全般

的に見直そうと思っています。いろいろ大きく組織機構の改革というのは部制を直して以

来大きく多分やっていない、必要に応じて課を増やしたことはありますけれども、総体的

な見直しというのは、長い間行われていませんので、今の職員のやる気、それから当然仕
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事が効率的にできるよう、いろんな観点から組織の関係についてはしっかりと見直して、

一般質問にもありましたとおり、それぞれの職員の立場での業務の在り方だとか、そうい

ったことも全般的に含めて内部での権限の委譲というか、どこまでで担当するかというこ

ともいろんな観点がありますので、その辺はしっかりと新年度で見直しを図っていきたい

と思っています。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ここで暫時休憩とします。 

再開は午前10時 45分とします。 

休憩 10時 37分 

再開 10時 45分 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

総括質疑ありませんか。 

３番畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 昨日資料提供していただきました健康診断関係についてお尋ねしたいと思います。 

 約 2500 万円あまりの予算を投じて町民皆さんの健康管理をしておりますけれども、この

健診（検診）によってここ２～３年の傾向を聞きたいと思うのですけれども、本当に病気

は早期発見ということが大事なことでありまして、そういった面で健診（検診）を受けた

けれどもだめだったというようなことはないだろうと思うのですが、健康であった、ある

いは早期発見だったというその辺の割合は、ここ２～３年どんな傾向でございますでしょ

うか。 

本当にこれは早期発見してもらいたいことでありますので、相当な予算をかけておりま

すので、そういう効果があって然るべきだと思います。また、利用されている病院が数あ

りますけれども、町立病院の割合、その辺のこともお尋ねします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 答弁、佐々木福祉課長。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 健診（検診）料、それから個別の健診（検診）等につきましては、昨日の資料のとおり

でございますけれども、健診（検診）の状況につきましては年々健康意識の高まりととも
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に受診の数も増えてきているところでございます。 

特定健診に限りますと、一昨年52.6％ということで、道内でも中域ぐらいの受診率にな

っております。 

今年度につきましては新型コロナウイルス感染症の影響等で、３月に入りましてのミニ

健診等を中止しておりますので、そういった意味では受診率等は減ってきている、特定健

診に限りましては、減少するのかと思っています。 

 また、人間ドックですとか脳ドック、あるいはそれぞれのがん検診等も少しずつ手厚く

して、受診率もアップしてきているところでありますし、鹿追町独自で膵臓がんの検査へ

導くような保健指導等もやっているところでありますので、そういった意味において健診

（検診）自体は率も少しずつアップしていきながら内容も充実させていただいているとい

うところでございます。 

 個別の健診（検診）結果、町民一人一人病気を早期発見しているかどうかというところ

で言いますと、個別にお話しを聞くことはございますけれども、全体的にどうかというの

は把握しておりませんのでお答えはできませんけれども、少しずつ意識向上、それから健

診（検診）の受診にそういった意味でつながってきているものと考えています。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 本当に早期発見ということで、大事な健診（検診）だと思います。もう一つお尋ねした

いのは、この地域における最も病原菌があるというか、病気になりやすいというのか、そ

ういう特徴があるだろうと思いますけれども、例えばそういった病気に対する食事関係、

そういった関係も教育されていると思うのですけれども、その点についてお尋ねします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 佐々木福祉課長。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 当然病気に対する保健指導の一環としての栄養指導ということで、福祉課のほうでも健

康推進係を中心に食改さん含めて講座等をお願いして一緒に活動しているところでござい

ます。 

昨年でいきますと塩分を控えましょうですとか地産地消、そういった取組に特化して事

業を展開しておりますし、事業の中身としましては各老人クラブ等に行きまして一緒に作
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って食生活の指導等を行なっておりますし、子供たちに対しましても親子でのクッキング

教室等を行いまして、小さいときからの地産地消、栄養指導といったものの事業を行なっ

ているところであります。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 畑委員。 

○３番（畑久雄） 

 非常に細かくデータが出ておりまして本当にありがとうございます。 

本当にこれから町民のために、また病気にならないためにも食事関係、それから早期発

見という意味でぜひ頑張っていただきたい。 

以上、終わります。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井知己町長。 

○町長（喜井知己） 

 私のほうからも、佐々木課長がお話したとおり食生活と病気の関係は、本当に深い関係

があると思っています。 

いろいろ子供の頃からの食育、それから社会教育の分野、あと今お話しのあったとおり

食生活改善という協議会があって、そういった意味で普及、それから啓発にも今後もしっ

かりと努めていきたいと思います。 

 また、健診（検診）については１回するといいということではなくて、極端な話、今日

受けたら１カ月後に病気が、ということが可能性としてありますので、それぞれ健診（検

診）の内容でどれぐらいのスパンというのがありますけど、そういったものを目安に、で

きるだけたくさんの方がこういった健診（検診）を受けていただけるように、本当に何が

一番大切かというと早期発見、早期治療だと思いますので、今後もしっかりと町としても

取り組んでいきたいと思っています。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありますか。 

７番、川染委員。 

○７番（川染洋） 

 ２点ほどお伺いしておきたいと思います。 

１つは廃屋解体の関係で、その時に聞けばよかったのですけれども、今お聞きしておき
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たいと思います。 

 廃屋の解体に係る政策の一つとしてお伺いしておきたいのですが、現状としては家屋解

体が進んでいないのが現状ではないかと思います。先止まり、スタック状態になっている

という、そういう状態になっていると思いますし、これはどんな理由からかよく分かりま

せんけれども、土地にかかる固定資産税が家を壊してしまうと税率が戻ってしまうという

こともあるのかもしれません。それから解体費用が高額であるという実態もあるのかもし

れません。 

そこで考えなければならないことは、解体費用の補助はあって、税率が元に戻るという

ことについてはあまり期待されていないようでありますし、空き家がそのままになってい

る危険性というものも考えなければならないと思います。 

 今までにも何度かあったように、あまり長い間置いておきますと、困った本人は町に買

い求めるか寄附の行為を申し出るか等によって、町が余分なものをまた抱えなければなら

ないのではないかという状態も出てくるかもしれません。 

もう１つにはこれを実行するとなると、固定資産税が６分の１のところを税率が戻りま

して、鹿追町は固定資産税、自主財源を減らしてでもそういうふうにやりたいのかという

ことであれば、交付税の算定にも唾をつけられるということもありますし、非常に面倒な

ところかと思いますけれども、今後解決していかなければならない施策の１つであると思

うわけです。 

 それで今、スタック状態にあるとすれば、これはゼロサムではなくてやっぱりポジティ

ブサムで考えていく必要があるだろうと思うのです。 

その辺をどうお考えになるかということをお伺いしておきたいと思います。 

 それからもう１つは教育行政のほうですけれども、教育行政も今までは鹿追町も一貫教

育というものがわが町の目玉としてやってきたわけであります。 

それは私も現役時代から関わっていましたので、そのことについては今、相当そこに緩

みが出てきているというのは適当ではないかもしれませんが、鹿追町の場合は幼児から道

立の高校まで含めて、高小区切りがないというか、小学校・中学校・高校、そういう区切

りをつけないシームレスでずっとやってきたわけです。 

それが今、一貫教育に対するモチベーションが下がったとすれば、これは何から言って

いるかというと、高校の入学者の数から言っているのですけれども、そういうふうになっ

てきたらとしたら、大変なことになるのではないかなと考えているのです。 
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 学校教育基本法をのぞいてみましたら、昭和22年３月 19日、昭和22年に、教育基本法

案特別委員会というのがあって、高橋という国務大臣がいたのだそうです。 

地方教育に関しては、地方分権の主義にのっとり、ここでもう地方分権と言っているの

です。中央集権を廃止し、この立場からそれぞれの地方公共団体が教育するということに

なっている。 

こういうふうに当時の教育行政を担当した高橋国務大臣が、そういう意見を述べている

のです。これは変わっていないそうです、今でも。教育基本法の解釈、基本は。 

ですからもう少しこの地方における教育、はっきりと教育にも地方分権を入れて、そう

いう精神を入れてやる必要があるのではないかと思うのです。 

残念ながら今回は鹿追高校は、もつかもたないかというぐらいの何というのでしょう、

臨界点というか、ティッピングポイントにあるという、そういう感じがしているのです。 

非常に大事なところでありますので、今一度お聞きしたいのは鹿追町の一貫教育のやり

方、今後の進め方、それについてお聞きしておきたいと思います。 

６月に時間を設けてもらって少し議論する時間を取りたいと思っていたのですが、もう

４月に入りますし、４月に入りますというとどういうことかというと、３月で卒業する人

がいます、４月に入ってきます、どんどん小学校・中学校・高校・大学まで行ってしまう

のですから、１日も無駄にできないのではないかと思うのです。 

そこで改めて一貫教育の今後をどう考えているのか、お聞きしておきたい。 

その２点です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井知己町長。 

○町長（喜井知己） 

 お答えをいたします。 

１点目の廃屋の解体についてでありますけれども、廃屋解体の町の助成の議論をいただ

いたときにお話ししたとおりなかなか進んでいない現状です。 

そういうことを考えて、条例の額は下がりましたけれども、実務的には利用、従来の要

綱と比べて使いやすく、そして実務的にもきちっとした助成ができるという要綱というふ

うに思っています。これで少しでも、１件でも多く進んでいくようにしたいと思っていま

す。 

確かに廃屋解体が進まないことの要因、私は一番大きいのはやはり解体費用の問題、そ
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れと持ち主が親御さん等で亡くなっている場合は荷物をそのまま置いてあるだとか、相続

の問題があったり、近くに住んでいない、いろんな要因があろうかと思います。 

その要因のひとつに固定資産税の還付がある場合の軽減措置の問題もあるのかなと思っ

ています。税制のことですので、なかなか難しい面はあると思いますけれども、その辺も

含めてしっかり研究をしていきたいと思っています。 

本当に状況が思わしくないという家屋については所有者、あるいは相続人となるべき人

に連絡を取りながら、最悪の事態だけは避けるようにやっていますけれども、今回せっか

く要綱も見直しというふうに考えておりますので、できるだけ進めていけるようにしっか

りと対応していきたいと思います。 

住宅と土地を寄附するという話は、この後ももしかしたら出てくるのかもしれません。 

それについては町が寄附を受けて、あまりにも負担を伴うようなものであれば、やるから

もらってという簡単な話には正直ならないと思っています。状況を見てしっかりと、固い

ことを言うと寄附に伴って負担が生じるとすれば、これは寄附を受ける時に議会の議決を

得なけなければならないというケースも場合によってはありますので、その辺は慎重に対

応していきたいと思います。 

 教育の関係で先ほど教育費の中で質疑があったときに、私、手を上げようか上げまいか

ずっと考えていて上げなかったので、ちょっとここで私の考えというか、一言だけ申し上

げておきたいと思っているのですけれども、川染委員おっしゃるように、町がこれまで進

めてきた幼小中高一貫教育のモチベーションが下がったのではないかということですが、

残念ながら私もそうではないかなと思っています。 

そしてこれもきっかけとなったのは研究校の指定が終わったイコール幼小中高一貫教育

が終わったと、残念ながらそういうふうに捉えている方が多いのです。 

それで鹿追高校へ地元の子供の行く率も研究開発の指定が終わった途端に目に見えて下

がってきて、今回の40％という今までの鹿追高校というか、歴史上こんなに低い数字は初

めてなのです。そういった数字になっています。 

確かに研究開発が終わったということはありますけれども、先生方の加配とかというの

は研究開発がある時よりは減ってはいますけれども、相変わらずいろんな理由付けで加配

が継続している部分もありますし、それはしっかり教育委員会、それから高校サイドもそ

の辺一生懸命頑張っています。ただ先ほどの議論もありましたとおり、中学校それから高

校、中高の交流の関係だとか、そういうのも滞っていた部分は正直ありますし、特に生徒、
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保護者への情報提供なりというのが不十分だったのかなと思っています。 

そういったことをしっかりもう一度やり直すぐらいの気持ちで取り組んでいかないと本

当に地元の高校の存続というのは危ういというか、ここ１～２年しっかりとやっていかな

いと大変なことになるなということで、先ほど大井教育長からもお答えしたとおり、しっ

かりと新年度を待たずに取り組んでいるということですので、そういったことで今までの

鹿追高校に対する支援に含めて今年度についてＷｉ－Ｆｉタブレットの整備をさせていた

だいて、さっそく動くかなと思ったらこんな状況で今は学校が休校中ですけれども、鹿追

高校の俵谷校長先生も皆さん御存じのとおり手を挙げて鹿追高校に残って、しっかりと鹿

追高校の魅力化のために頑張っていただけるということですので、道立の高校というより

は、わが町の高校という考えでしっかりと応援をしていきたいと思っております。  

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 大井教育長。 

○教育長（大井和行） 

 今、喜井町長からお話をさせていただきました。 

教育委員会としても研究開発が終わって２年経過しております。 

大変教育委員会としても責任を痛感しております。 

 先ほどもお話申し上げましたけれども、もう一度小学校・中学校・高校、そして認定こ

ども園の先生方を交えて、もう一度鹿追町の進めてきた一貫教育をどうすべきかというこ

とを研究させていただいておりますけれども、新年度に入ってもしっかりいろんな意見を

聞きながら再構築していきたいと考えておりますので、御理解いただければと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 川染委員。 

○７番（川染洋） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 １時間の一般質問の時に、時間が足りなくなると思いまして私もくだらないことを言っ

たかもしれませんが、６月に少し議論をさせていただきたいと思っていたのですけれども、

考えてみますと今が先生の入れ替えになりますね。スタンフォード大学のハヌシェクとい

う教授の研究で結果が出ているのですけれども、元々子供たちの学力というのは同じと考

えて幼児から進めていかなければならないと。そこでどういうふうにして差が出てしまう

のかというと、教員の質の違いで出てくるそうです。能力が高い・教える・子供が好きだ、
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そういう資質の高い能力の高い教員が教えると、１年で1.5カ年分、18カ月分ぐらいの能

力が子供たちに付くそうです。逆に質の悪い先生が教えると0.5年分、いわゆる６カ月分

ぐらいしか成長しないそうです。だから先生を選ぶというのはすごく大事なことなのかな、

この時期に。それは教育委員会の権限で選んできていただかなくてはならないかなと思っ

ています。これは答弁は要りませんけれどもそういう研究結果もあったので御紹介してお

きたいと思います。 

ぜひ先生を選ぶ時にはできるだけ良い先生、失礼な言い方ですけれども、これだけ多様

化してきてこれだけ就職がなくて、受けやすくて入りやすくてという教育関係の学校にた

だ出てきたよではやはり問題かなと。 

一番大事なのはやっぱり子供が好きだというこということでないですか、先生は。そこ

のところ実務的に考えていただいて、先生の選択をしていただきたいと思います。 

 これは６月に議論させていただきたいと思います。今は先生方も替わる時期ですね。ち

ょっとそれももう遅いのかもしれませんけれど、そんなことをこうしてくれれば子供たち

ちょっと加えますと、幼児教育は小学校に入るための準備でしょう。小学校卒業する時と

いうのは、中学校に入る準備ですね。中学校は高校に入るときの準備です。そこが区切り

があるとだめだからシームレスでずっといくというのは今までのうちの鹿追町の一貫教育

のいいところだったのです。 

ぜひネジを回し直して頑張っていただければと思います。答弁は要りません。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありますか。 

６番、上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 

 毎年２月の中ぐらいになると新聞紙上に各町の予算が出てきます。その中に例えば鹿追

町、今年、一般会計70億円、町民の皆さんも見ますよね。その一番下に各町の地方債、基

金の残高、そこを強調して色付きになっていますので、皆さん見るかなと思いますけれど

も、鹿追町の状況を見てみますと、今年で基金では30億 7300万円、地方債で93億 8300

万円、昨年を見ると、昨年は基金で34億 8800 万円、地方債で79億５千万円、それぞれ基

金を町の貯金とすると、減っておりますし、地方債を町の借金とすると増えているという

状況。表目には本当に大変な状況に見えるわけです。そうは言いながら他の数値について

は上がってはいますけれどもひどい状況ではないという状況で、また、私たちも常々ここ
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２～３年が町の償還のピークを迎えるということで、例えばいろんな借金が、借金と言い

ますか、地方債を借りておりますので、今回無理を言って資料を用意していただいて財政

のシミュレーションをいただいております。ここ５年間でどのような借金があってどのよ

うな償還を行なっていく。 

我々いただいている予算書なり決算書については、総務省の指導の下でこういう書式で

作りなさいということで基金については積み上がった年度は出ていて、地方債については

現在いくら残っている、残高。肝心な今後何年間にわたってどのように返していくという

ことが載っていませんので、今回特にお願いをしていただいております。来年も続けてい

ただければいいかなと思っております。それがお願いすることが１点。 

もう１点、今年から行う行財政改革推進協議会を作って行財政改革を行なっていく状況

でございます。今後行われるいろいろな大きな事業、昨日も出ていました牧場なり３つめ

のバイオガスプラント、また光回線、また近々行われなければならないと思われる防災無

線のデジタル化、それから図書館、チョウザメの施設、今後加工を含めてどうするか、チ

ョウザメの施設、道の駅、それから20年はたっているいろんな施設の改修、それから今後

とも行なっていく土地改良のそれも負担金も伴いますので、いろんな事業が行われていく

ことは必須かと思っております。その中で行財政改革でいくらの縮減を行うことができる

か、町民に負担を強いて痛みを負わせての改革であってはならないですけれども、耐えら

れるようなサービスの低下、その辺のところを考えて、それから役場の効率化、組織の効

率化ということで生まれてくる財源もいくらかはあると思うけれども、そんなには期待で

きないと思うのです、やる前からそんなことを言ったらあれですけれども。 

 町長も１億円ぐらいはみているのかなと思いますけれども、そういう状況、私たちも承

知をしておりますので、どんどんお知らせをいただいて最小の投資で最大の効果を生むよ

うな運営を行なっていただきたい、そのように思ってお願いをしたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井知己町長。 

○町長（喜井知己） 

 お答えをいたします。財政状況については経常収支比率とか将来負担比率だとか、いろ

んな数値がありますけれども、経常収支比率も81.いくつだったか、決して高い数字では

ないですけれども、逆に言うと80％が使い道が義務的に出さなくてはならないお金という

ことでありますので、管内だとか全道からみると高い数字ではありませんけれども、かと
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言って本当に楽かと言ったらそうではないと思います。特にいろんな場面で最近申し上げ

ていますけれども、起債の償還が毎年毎年上がっていって、令和５年が一番ピークになっ

ていきます。いろんな施設整備をしてきていまして、大きい物でいうと瓜幕バイオの償還

をまずしていますし、令和３年度からは国営の償還の元金が入ってきます。それからこど

も園も元金の償還が本格的に始まるのが令和５年、庁舎関係、それからスポーツセンター、

みないる関係、これは防災・減災事業ですけれども、令和５年をピークにずっと続いてい

くということで、借金の種類というか、質の良い借金、質の悪い借金という言い方も何で

すけれども、できるだけ交付税措置のある過疎、借りられるものは過疎、地域によっては

辺地債ということで、できるだけ交付税措置のあるものをということでずっと進めてきて

いますので、償還が増えれば交付税も増えるのですけれども、借金の部分で増えるだけで、

元々の額が増えているわけではありません。 

 そういったこともありまして、ここ数年は当初予算でも基金から繰り入れをして収支の

バランスをとっているという状況がずっと続いてきています。このような状況を続けると、

貯金の額も分かっていますから、あと基金といってもそれぞれ目的があって積んでいる基

金も他にたくさんありますので、一般的に使える基金というのは財政調整基金と償還のた

めに貯めている減債基金ということになりますから、やはりその額がなくなるようでは非

常に大きな問題と思っておりますので、これについては新年度でしっかりと行革に取り組

んでいきたいと思います。 

これからの必要な事業も先ほどおっしゃったように次のバイオ、防災無線もそうですし

図書館、光回線、道の駅、それぞれいつの時期かは取り組んでいかなくてはいけないこと

だと思いますけれども、これも町の財政の状況をしっかりみていかないと必要性は十分分

かりますけれども、それをよく見極めてちょっと先に送るだとかそういう選択を当然して

いかなくてはならないかと思います。その中での優先順位をどうしていくかというのをし

っかり議論して、議会の皆さんとも議論して進めていきたいと思います。 

 一般会計から特別会計への繰り出し、これは義務的に出さなければはならない部分もあ

りますけれども、そうではない、任意的に出している部分もあります。 

先ほど病院の中でも話がありましたけれども、病院の性格、救急24時間365日という性

格上交付税で措置されるものもありますけれども、それ以外の部分で持ち出しというのが

どんどんというか増えてきている状況にもありますので、それぞれ特別会計への繰り出し

のことについてもそれぞれ原則的には独立をして賄うのが原則ですので、そういった面も
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含めて全体的に検討していきたいと思います。 

もちろん役所内部の経費節減もそうですけども、住民の皆さんにももしかしたら適正に

負担をしていただくという考え方も、それを排除するということにもなりませんので、そ

ういったことも含めて全体的にしっかりと検討していきたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 

 本当に例えば水道でしたら十勝管内で一番安い料金というお話も伺っておりますし、毎

年持ち出しをしている状況、将来的には公営企業会計が導入されるということで、なかな

か難しい局面があるかと思いますけれども、先ほど申し上げたのですけれども、借金とい

われる町債についても交付税措置されるのが本当に鹿追町の場合は相当高くて、本当は国

が交付税として振り込まなくてはならないお金の部分を国がお金がないので町が代わって

借りて、それが後に交付税措置するというような、例えば臨時財政対策債、そういう状況

で借金が膨らんで見える状況もあります。過疎債についてはいつもおっしゃられるとおり、

７割が交付税という約束で果たされないこともあるのかなという気もするのですが、そう

いう状況で基金についても先ほど内容をお伺いしたところ、全て目的の決まった、使える

基金も全てではない。だから新聞で発表される数字が、すなわち町の借金と考えなくても

いいようなことを、私たちも町民に問われたときにはそういう状況をお話していかなけれ

ばならないかと思って承知した次第でございます。 

 何はともあれ町民とともにまちづくり、私たち議会も町長部局についても町民の意見を

聞きながらともに進んでいく所存でございますので、今後ともよろしくお願いをいたしま

す。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 答弁はよろしいですね。 

○６番（上嶋和志） 

 はい。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありますか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 なしと認めます。 

これで令和２年度鹿追町各会計の総括質疑を終わります。 

     議案第 18号 令和２年度鹿追町一般会計予算について討論 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより議案第18号、令和２年度鹿追町一般会計予算について討論を行います。 

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これより議案第18号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案どおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

異議なしと認めます。 

議案第18号は原案のとおり可決されました。 

議案第19号 令和２年度鹿追町国民健康保険特別会計予算について討論 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより議案第19号、令和２度鹿追町国民健康保険特別会計予算について討論を行いま

す。 

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第19号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 
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異議なしと認めます。 

議案第19号は原案のとおり可決されました。 

   議案第20号 令和２年度鹿追町国民健康保険病院事業会計予算について討論 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより議案第20号、令和２年度鹿追町国民健康保険病院事業会計予算について討論を

行います。 

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第20号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 異議なしと認めます。 

議案第20号は原案どおり可決されました。 

    議案第21号 令和２年度鹿追町簡易水道特別会計予算について討論 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより議案第21号、令和２年度鹿追町簡易水道特別会計予算について討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第21号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 異議なしと認めます。 
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議案第 21号は原案のとおり可決されました。 

     議案第 22号 令和２年度鹿追町下水道特別会計予算についての討論 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより議案第22号、令和２年度鹿追町下水道特別会計予算について討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第22号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

異議なしと認めます。 

議案第22号は原案のとおり可決されました。 

    議案第23号 令和２年度鹿追町介護保険特別会計予算についての討論 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより議案第23号、令和２年度鹿追町介護保険特別会計予算について討論を行います。

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第23号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

異議なしと認めます。 

議案第23号は原案のとおり可決されました。 

  議案第 24号 令和２年度鹿追町後期高齢者医療特別会計予算についての討論 
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○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

これより議案第24号、令和２年度鹿追町後期高齢者医療特別会計予算について討論を行

います。 

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第24号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

異議なしと認めます。 

議案第24号は原案のとおり可決されました。 

        議案第 25号 第７期鹿追町総合計画の策定について 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 これより議案第25号、第７期鹿追町総合計画の策定についてを議題とします。 

              「基本構想」に対する質疑 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 最初に基本構想に対する質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

４番、台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 ページを言ったほうがいいのですね。14ページに記載されています、総合計画の基本構

想案の14ページに記載されていますＳＤＧｓの関係、以前町長のほうからお話がありまし

たけれどもゼロカーボンシティの問題、これは長期的な将来にわたっての計画構想という

概念に入りますので、今回の８年の基本計画の中に組み入れるとすれば、単年度でどうい

うふうにして実現していくかという取組になっていくかと思います。私が今考えている中

で、以前町長が説明いただきましたけれども、まずゼロカーボンシティの宣言、2050年ま

でに温室効果ガスＣＯ₂ の実質排出ゼロを目指す町として名乗りをあげたいという、その
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ことと今回の今ここに出ています持続可能な開発目標ＳＤＧｓの関係、このＳＤＧｓは14

ページに記載されています2015 年、平成27年に地球温暖化防止のためのパリ協定の中で

17の目標を設定されたということで、町長、副町長も今そのバッチを付けておられます。

これが実は私も教育現場にもこの考え方を取り入れてやっている学校を見させていただく

機会がありました。後ほど教育長にもお伺いしたいのですけれども、なぜこういうことが

今うたわれるようになってきたかというと、やはり地球的規模で環境問題というのが取り

組まなくてはいけないという世界的な流れの中で、私たち寒冷地に住んでいる人間で、少

し暖かくなったからちょうどよい作物が採れるようになって良くなったというレベルの話

ではもうないのかと思います。 

私は鹿追町が今まで取り組んできた環境を重視したバイオガスのシステム、それから環

境省が行なっています水素ファームの関係、そして今進めています環境省の事業でありま

す地域循環共生における環境、太陽光パネルを使いながらエネルギーを使うという全国レ

ベルで見て鹿追町が先頭を走っていることは間違いない現状でありますので、それをなお

これからも強調してしっかりと、例えばＳＤＧｓにのっとっている17項目のうちいくつ該

当してそれが目標として達成していけるかというのは、中に入っていかないとなかなか分

からない部分がいっぱいあるのですけれども、教育現場においても、大体17うちの 14ぐ

らいは該当するというのです。10個から 11個ぐらいは普通で該当して環境なりいろんな

問題、将来に対しての持続可能な目標として設定できるということでありますので、私は

そういう流れにのっとって先に申しましたゼロカーボンシティの宣言も含めて、内外的に

ＰＲしながら進めることが大事かなというのが１点。 

 もう１点は、人口問題がうたわれる昨今、一般質問の中でも議員のほうから出ていまし

たけれども、人口問題というのは永遠の課題でもあります。それから鹿追町として町が独

立して将来とも維持しようとするのであれば、当然最低限の減少の中で住みやすい町を町

民の皆さんに提供していく自治体の責任があるということは私が申すまでもありませんけ

れども、そのことを踏まえて内部に入りますけれども、維持するために現在の小学校、中

学校７校5,300 数人の中で７つの学校を維持しているという、これは多分全国の中でもそ

んなにないのではないかというぐらい鹿追町というのは教育熱心にこういうことを進めて

きてくれたわけですけれども、この辺の将来展望というのをどう考えていくのか。 

 そのことによって現在瓜幕地域において自然体験留学制度を30数年進めてくれること

によって、留学生が昨今で17～18名常時入ってきて瓜幕小学校、中学校に在学しているわ
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けですけれども、そのことが鹿追町の全体の学童の数にプラスされ、なおかつ移住定住に

つながっている数が100名を超える今までの歴史があるということも踏まえていきますと、

これが人口対策につながっていて、将来ともそれが有効であるということが立証されてき

ているわけなんで、このことの維持拡大のためにどうするかということも一つの考え方。 

 それから産業研修生として全国から今も来ていただいて、その方々が町に残っていただ

いて仕事をする、それかからその先につながるということが出てきているわけですけれど

も、そのこともこれからも持続可能人口を維持するために必要な事業としてしっかりとや

るべきところかな。そのことプラス産業をしっかり拡大して経営が安定して維持すること

によって外部からの労働力を確保し、それも人口対策の中に大きく貢献してきていること

も事実ある。 

 ですから、具体的に私申し上げましたけれども、人口対策を将来どうしていくのかとい

いうことを全面的に打ち出して来ていると思います。私もこの資料を見て、それから地域

創生の資料を見てそう思います。この２点について。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 答弁、草野企画財政課長。 

○企画財政課長（草野礼行） 

 基本構想の14ページの内容でございます。ＳＤＧｓについてでございます。 

先般内閣府が設置しています地方創生のＳＤＧｓの官民連携プラットフォーム、それか

ら北海道が設置しますＳＤＧｓの推進ネットワーク、金額がかからない、無料で入れるも

のですけど、町としても入会をさせていただいて、北海道、それから国の情報共有という

ことで加入をさせていただいたところでございます。 

 今お話しのあったＳＤＧｓでございますが17の目標があって、これ全て達成すると世界

の国々の方々が簡単に言うと幸せになれる、2030年までこの17の取組をしっかりやって

いけば持続可能な社会が築き上げていけるというものでございますが、鹿追町においても

この理念をしっかり踏まえて、全員協議会でもお話がありましたけれども、この17の項目、

実は鹿追町でも既に今までもやっている項目も関連している項目もたくさんあります。 

ただ、今回の基本計画は46項目ありますけれども、その中の紐付けは今回はまだ至ってい

ない状況でございます。 

新年度に入りましたら職員向けの研修会、まずは課長方と情報を共有して、職員向けの

研修会をやっていきたいと思いますし、４年後の基本計画の見直しの際にはしっかりこの
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17項目紐付け作業をして町民に分かりやすく明示したいと思ってございます。 

 人口減対策でございますが、今回基本計画の中にも移住定住の部分で企画財政課の部門

でございますが、今、台蔵委員おっしゃられていた人口減対策に密接に関わりのある瓜幕

の皆様がやっていただいている留学制度、30年以上も経過しています。それから研修生制

度も20年以上継続しています。それからこれからは台東区との交流人口の拡大ですとか、

いろんな面で人口減対策、移住定住対策としてそれらの制度と密接に関わっていきたいと

いうことも今回基本計画の中にも載せていただいています。鹿追町は緩やかに人口が減っ

てはいるのですけれども、本当にここ数年は減少率が緩やかになっている要因は産業研修

生制度があったり、山村留学生制度がしっかりされていて他の町との違いがあるのかと思

いますので、その辺も新年度以降しっかりとやっていきたいと思ってございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井知己町長。 

○町長（喜井知己） 

 今２点とも草野課長が答弁したとおりですけれども、ＳＤＧｓについては私もだてにバ

ッジを付けていると言われるとあれなのでお話をさせていただきますけれども、今17のゴ

ールと169のターゲットということで、国、環境省を中心とする国の職員もそうですけれ

ども、民間企業の方もこのバッチを付けていろいろ取り組んでいます。農業新聞などで見

るとＪＡ鹿追町の女性部も全国的にこのＳＤＧｓの取組を進めているとみています。 

 この間の環境省の新年度予算資料を見るとその事業ごとに17の目標のうちどれとどれ

とどれがＳＤＧｓの番号と絵をこの事業がこういう取組だという紐付けをしているという

やり方をやっていますので、まず職員がその辺もう少ししっかり、私も含めてＳＤＧｓの

理念ももう一度しっかりと勉強していきたいと思います。 

 ゼロカーボンシティの宣言の関係ですけれども、鹿追の取組、今までの取組、それから

現在、それから将来に向かっての取組ということを考えると、現状でも本当に環境省の言

っているゼロカーボンシティ宣言というのはできるし、しても「なぜあの町がしたのか」

というような言われ方はしないと思いますけれども、これについても宣言をできるような

方向で住民の皆さんにもしっかり周知をしながらやっていく必要があると思っています。 

 人口維持の関係については、草野課長がお話したとおりですけれども、学校の関係、特

に地域の学校の関係については鹿追町も数十年統廃合は行なってきていません。 

 一律何人以下になったらどうのというものもしっかりと表示されたものはありませんの
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で、これはあくまでも地域、保護者、そういった方々と子供たちの数が本当に少なくなっ

てきたときは、それはもちろん相談しなければならないかと思いますけれども、今のとこ

ろ町内の学校は維持をしていくべきものと私は基本的にそう考えています。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ここで暫時休憩とします。 

再開は13時 00分からとします。 

休憩 11時 47分 

再開 13時 00分 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

基本構想の質疑を行います。 

先ほどの台蔵委員の答弁、大井教育長。 

○教育長（大井和行） 

 先ほど台蔵委員からＳＤＧｓの関係で学校現場の取組についてお話がありましたので、

私のほうから今現在町内の小学校・中学校で取り組んでいる内容につきましてお話をさせ

ていただきたいと思います。 

 具体的にこのＳＤＧｓに対して具体的に個々の学校現場で取り組んでいるかということ

でありますれれども、具体的な取組はしておりませんけれども、従前から文科省の研究開

発の指定を受けてから環境学、当時は新地球学という形で鹿追町の自然、そして環境・エ

ネルギー・防災、それから国際的教育等々の教育につきまして年間20時間以上ですか、取

り組んでおりました。今現在も小学校・中学校におきまして総合学習時間とその他の教科

を割いて年間20時間、環境学につきまして授業をさせていただいているという状況にござ

います。 

 今後このＳＤＧｓが鹿追町としても具体的な取組がなされれば、今学校で取り組んでい

る環境学とジオパーク、これらと連携をしながらこのＳＤＧｓの取組を取り入れていかな

ければならないと思っておりますので、若干参考までにお話をさせていただきました。 

 それから、学校の統廃合の関係も先ほど町長からお話がございました。 

教育委員会としても先ほど町長からお話がありましたとおり一律に児童数、生徒の数を

もって学校の統廃合ということにはならないだろうと。やはり長年学校を中心にいたしま

して地域文化、地域のコミュニティが長年その地域で根付いているというようなこともご
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ざいまして、一律教育委員会としてこうすれああすれということにはなかなかならないだ

ろうと思っております。 

 ただ、地域から学校経営の在り方等々の御相談があった場合については、その相談に応

じることはやぶさかではないと思っているところでございます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 台蔵委員。 

○４番（台蔵征一） 

 先ほどの続きになりますけれども、ぜひＳＤＧｓを鹿追町の看板というか、取り組んで

いっていただきたい。その一環として今、教育長が説明いただいた中で鹿追町はある意味

ＳＤＧｓの中に環境問題というのは重要なポストの中に入っていると思います。それをし

かも長い事前のジオパークという形も含めて、教育の現場に入ってきているというのは実

態だと思うのです。この17項目全部を取り入れることが大前提ではないと捉えていますの

で、この中で教育も含め、鹿追町が将来に向かって取り組んでいく必要な重要なポスト、

ポイントをここから得て、それを先ほど言ったゼロカーボンシティという2050 年が目標に

なっていますので、将来に向かって鹿追として取り組んでいくということで、ぜひお考え

いただければ町民もそこにのってきていただけるかなと思います。 

 あと、参考にですけれども、なぜ学校現場の話ということ、私、実は１月に芽室の上美

生中学校に瓜幕の山村留学の関係でお邪魔して学校を案内していただきました。校舎の中

に実はこのＳＤＧｓを子供たち、生徒がそれぞれ将来に向かっての環境なりいろんな取組

に対して勉強をされたことを書き出してあり、こういうことも現場であるのだなと見させ

ていただいて、ひとつ参考になったなと思ったのでお聞きしたところでありますので、私

はぜひこれは進めていっていただきたいということで、終わります。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありますか。 

７番、川染委員。 

○７番（川染洋） 

 一般質問の時のぶり返しみたいになって恐縮ですけれども、基本構想の基本計画案の15

ページにありますが、今、地方行政に求められることというふうにして書いてあります。

（６）、上から３行目です。「地方から都市への若者の流出と出生率の低さという人口減

少の要因は改善されず、急激な減少状況は続いています。」と書いてあります。これは表
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層的に字面合わせるとこういうことになるでしょう。 

しかしここで言っていることとそれから鹿追町のまち・ひと・しごと総合戦略、平成27

年に出されたものですけれども、これの４ページの四角く囲ってある囲み枠の中の「１、

東京一極集中を是正する」とあります。これは国の総合戦略の１にうたわれています。東

京一極集中を是正する、地方からやりなさいということを国で言っていると思うのです。 

それで2020年からの鹿追町まち・ひと・しごと総合戦略の５ページの（１）、「東京圏

や札幌圏への人口流出へ歯止めをかける」となっています。「鹿追町に住み、働き、豊か

な生活を送りたい人を増やし、その希望をかなえられる環境を実現する」と。これはすご

く努力がいるし、これだけに集中しなければできないことばかり並べられています。国か

ら並べられているからしょうがなくて各市町村がやるのでしょうけれども。 

 そこで、私、一昨日の一般質問で申し上げました北野幸伯さんという国際関係アナリス

トの提案をされているのを御紹介いたしました。再度申し上げておきたいのですけれども、

これは株式会社小松製作所の話もしましたけれども、地方に出たほうが出生率は増えると

いう、その証拠を突き付けての話なのです。 

これはどうしたら一番解決できるかというとが法人税を課税をしない、あるいは法人税

の差をつけるということを考えたらどうかということなのです。しかも都市圏から移動し

てくる本社についての課税額を考えたらどうだと。例えば仮に100億円稼ぐ会社があると

したら、国税の法人税が23％、それから北海道であれば道の事業税が８％か、ちょっと忘

れました、今資料がないので。いずれにしても33％ぐらいが法人税事業税で持っていかれ

てしまうのです。100億円となると33億円からひょっとしたら35億円ぐらいの税金がな

くなってしまう。それを課税しないとしたら、仮に鹿追に本社を持ってきたらそれは課税

しませんよと。そのお金をどう使ってもらうか。これの使い方だと思うのです。そのとき

に町長の８カ条のことが、これが実現したときにさらに生きると思うのです。 

平成27年の鹿追町まち・ひと・しごと創生総合戦略、それから今年からの総合戦略、そ

して基本構想、基本計画、これを合わせ持ったもったところでぜひ私は鹿追町長が言い出

しになって十勝町村会、北海道町村会、そして全国町村会にこの話を上げていくと、この

前も話ましたファーストペンギン、これは非常にあちこちで使われていますけれども、相

当勇気あるというか度胸があるというのですか、そういう高く評価されるという言葉で使

われておりますので、ぜひ私はそれをこの基本計画の中では具体的なことは分かりません。

表層的に書かれていますから、それはそれでこういう計画書の書き方としては、私は否定
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するものではありません。 

しかし、具体的に考えますとぜひ株式会社小松製作所の例も踏まえながら国に働きかけ

ていく。なぜ私これを言っていますかというと、国が言っているのです、平成27年に東京

一極集中を是正しましょうと。そして今年からの第２期は地方に仕事の場を作りましょう

と。それをどうしたって地方だけでは私はできるものではないと思っています。ぜひそれ

は国の政策の一環として地方から上げますと、そういう感覚になってもらえないかなと思

って、あえて申し上げているのですが、ここでこの基本計画の中でそういうこと具体的な

ことは書かれていませんが、具体的な考え方をそういうふうにもてるかもてないかお聞き

をさせていただきたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井知己町長。 

○町長（喜井知己） 

 お答えをいたします。一昨日の一般質問で御提言をいただいた事項も含まれてというこ

とだと思います。 

地方創生ということを国でいろいろ政策等ともに掲げて数年経って、その後観点は違う

かもしれませんが、１億総活躍、いろんな形で国の政策も地方創生のトーンが下がったと

は言わないですけれども、ちょっと微妙な変化があるのかなという感じは若干しておりま

す。 

ただ、地方創生という考え方はもちろん必要なことですし、国もこれも昔から言われて

いるのですけれども、官庁とかの地方の移転だとかも言っていますけれども、なかなか思

うように進んでいなくて、確か文化庁あたりも京都に移転するのも予定より遅くなるとか

何とかと聞いたこともあります。それはあまり確かな話ではないのですけれども、いずれ

にしても御提言のあった内容、そういう視点は非常に大事だと思いますし、本当に簡単に

人を流出させない。そして地元に住み続けていただく。そして外から来てもらう。なかな

か本当に簡単なことではないと思いますけれども、企業にしてみると税制というのは非常

に大きなことだと思いますので、一昨日と同じようなお答えになってしまって申し訳ない

と思いますけれども、しっかりその辺を研究してそういう提言を地方からしていくという

のは大事なことだと思っていますので、できるかぎり一生懸命取り組んでいきたいと思い

ます。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 
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 川染委員。 

○７番（川染洋） 

 誤解があったら困りますので、ペンギンなんていう名前を付けると何となく軽薄に感じ

るところがあるかもしれません。私の軽ちょう浮薄である言葉にそういうところが感じら

れるのかもしれませんけれども、ペンギンというのは海に魚を捕りに入る時に、シャチや

敵がいっぱいいて、１羽のペンギンが最初に飛び込むペンギンがいないと他のペンギンが

飛び込んで行かないのだそうですね。それでファーストペンギンというのは評価が高いと

いうことらしいのです。私もそれはそうだと思います。大変だけれどもその最初の一歩を

私は踏み込んでいただきたい。それと企業というのは税金が安い所、そして人件費が安い

所、そこへ移動するものだと思います。それから人というのは仕事がある場所にしか移動

しない。それは住む理由がなくなれば鹿追町にだって住まなくなります。そういうことを

踏まえて考えますとぜひ一考いただければと思いますので、よろしくどうぞお願いをいた

します。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 答弁は。 

○７番（川染洋） 

 よろしいです。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。 

次に進みます。 

              「基本計画」に対する質疑 

                 第 1章 1ページ 

                 第３章 30ページ 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

次は基本計画に対する質疑を行います。 

 第１章、１ページから第３章、30ページまでとします。 

 質疑ありますか。 
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６番、上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 

 ５ページの子育て支援の関係でお伺いしますけれども、施策で児童手当制度の充実、同

じく児童扶養手当制度の充実となっております。 

施策の具体的内容、児童手当制度の啓発、同じく児童扶養手当制度の啓発、これは一体

どういう意味なのか推し測りかねるのですが、同じく制度は国の子ども子育て支援法に基

づく制度で、町で独自にやっている制度ではないのです。国の制度、それの充実というこ

とはどういう意味なのか。また啓発、お子さんをもっている方は皆、児童手当、また児童

扶養手当については皆さんそれぞれ存じておられる。啓発の意味というのは知らない人、

無知な人を教え導き明らかにするという意味なのですけれども、これでは全然馴染まない

気がするのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 答弁、佐々木福祉課長。 

○福祉課長（佐々木康人） 

 今の上嶋委員おっしゃるとおり児童手当制度、児童扶養手当制度につきましては国の制

度でありまして、その啓発促進をするという意味で具体的内容に書いてあること自体が馴

染まないというような御質問であったかと思います。 

 ただ子育て支援の中では当然町の施策と国の施策、両方相まっての施策であります。制

度を啓発するということ自体が馴染むか馴染まないかという議論でありますと、ここに載

せるか載せないかという話にはなってきますけれども、児童手当、児童扶養手当という制

度そのもの自体を国が推し進めているというような子育て支援の啓発という意味合いであ

れば個々に手当を受けている人以外にもこういう制度が広くありますよというような、そ

ういった啓発につながっているのかなと考えております。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 上嶋委員。 

○６番（上嶋和志） 

 これを含めての児童手当をいただいてそのお金をどのように使うと言ったらあれだけど、

国の手当の制度を充実させると言うと地方が国に対してというような、より充実を求めて

お願いするのか。それに合わせたいろんな事業を啓発してくのなら分かるけれども、児童

手当そのものに啓発がかかってきて、児童扶養手当についてもそれ自体に啓発というのが
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かかっている。それを知らしめる行為を町の福祉課が行う、この辺に違和感があるのです。 

 例えば、資金制度の啓発というのは分かるのです。いろんな資金があるということを皆

さんにお知らせするというのは分かるのですが、国に成り代わって今更啓発しなければな

らないのかと、その辺ちょっと文書表現を考えていただきたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井知己町長。 

○町長（喜井知己） 

 上嶋委員おっしゃることもよく分かります。 

具体的な内容としては、制度自体を広くきちんと理解してもらうという意味で、そうい

う意味の啓発ももちろんあるのかと思います。 

町として実際に行なっていくこういう支援制度のことをよく知ってもらうということが

一番重要だと思いますので、そういった意味で言葉が足りない部分は誤解を受けないよう

に直していきたいと思います。それで、課題と施策のところで制度の充実というのは、確

かに制度の充実を求めていくという立場であれば理解していただけるかと思いますので、

これも書き方もよく考えていきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

○６番（上嶋和志） 

 はい。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他、質疑ありますか。 

１番、清水委員。 

○１番（清水浩徳） 

 18ページのスポーツです。 

施策の具体的な内容の③、「競泳を中心とした水を使った講習会を開催するなど、ニュ

ースポーツを推進する」とあります。 

 ニュースポーツというと、ゴルフ型とかベースボール型、ターゲット型等々あって、身

近なものでいうとパークゴルフとか、ゲートボールというイメージですけれども、競泳に

関するニュースポーツというのはどういうものがあるのでしょう。 
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○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 18ページ③、答弁願います。 

浅野社会教育課長。 

○社会教育課長（浅野悦伸） 

 まずここで「開催するなど、ニュースポーツを推進します」ということで、この書き方

になると清水委員が言われたように競泳を中心とした水を使ったものがニュースポーツと

いうような意味合いに恐らく取れるのかなと思います。 

 今ここの部分については、あくまでもニュースポーツと、水を使った講習会という部分

について別物の部分がございますので、この部分については修正させていただきたいと思

います。 

よろしくお願いいたします。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 清水委員。 

○１番（清水浩徳） 

②の書き方だと理解できるのです。 

③だとよく分からないので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 ニュースポーツについての答弁はよろしいですか。 

○１番（清水浩徳） 

 普通、ニュースポーツといえばバレーボール型とかターゲット型、テニス型、ゴルフ型、

ベースボール型というのがあって、レクリエーション的なものをニュースポーツというは

ずなのです。 

競泳系のニュースポーツというのはちょっと聞いたことがないので、この書き方だった

のでどういうものがあるのかと思って質問をいたしました。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 よろしいですか。 

○１番（清水浩徳） 

 はい、ないということでいいのですね。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 
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 他、質疑ありますか。 

喜井知己町長。 

○町長（喜井知己） 

 書き方を修正させていただくのは、御質問の趣旨に沿ったように直させていただくとい

うことで御了解をいただくということで御了解いただけますか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 はい、良いです。 

そういうことで、文書的なもので不具合のあるところは修正していただくという御理解

をしていただくことでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 他に質疑ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。 

次に進みます。 

                 第４章 31ページ 

                 第５章 54ページ 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

第４章、31ページから最後の54ページまでとします。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 質疑なしと認めます。 

次へ進みます。 

第７期鹿追町総合計画に対する総括質疑 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 これより第７期総合計画に対する総括質疑を行います。 

質疑ありますか。 

２番、山口委員。 
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○２番（山口優子） 

 総合計画の総括質疑ということでさせていただきます。 

 今回、この総合計画が２月の段階で全員協議会で示された時に、この項目の中で男女共

同参画という項目が抜けているのではないですかと申し上げました。それで私の要望を取

り入れて今回男女共同参画の項目も取り入れていただいたということで、大変そのことに

関してはありがたいことだと思うのですけれども、そもそもこの男女共同参画が漏れてい

るということが、私はかなり鹿追町の課題を表しているというところだと思っています。 

 鹿追町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画というのが平成 28

年５月 13日に出されています。平成28年４月１日から令和３年３月31日の５年間、この

間を計画期間として鹿追町役場の管理的地位にある職員に占める女性割合を 30％にする

という目標を掲げられています。 

 それでこの計画期間にのっとりますと来月４月に人事異動があると仮定すると、そこの

数値が 30％近くになっているということで目標に近づいたという形の計画ではあるので

すが、実際の数値、今までの数値ですと平成 30 年度の数値で９％です。目標の 30％に対

して９％。 

平成27年度は 16％、平成28年度 13％、平成29年度９％、平成30年度９％と、目標30％

に対して迫っていくどころか乖離していくというような状況です。 

 正直、鹿追町の管理的立場における管理職の女性といいましても看護師長であったり、

園長であったり、統括保健師であったりという、そういうような役職の課長補佐に当たる

職種の方。課長相当職は現在０％になっています。 

先ほどＳＤＧｓのお話がありました。ＳＤＧｓのバッジを町長も副町長も付けていらし

て、町長からもだてに付けているわけではないという発言がございましたけれども、17項

目の中で５項目にジェンダー平等を実現しようという項目がございます。 

ジェンダー平等を実現しようということは管理職を30％という話ではないのです。これ

は50％ということです。2030年までに管理職を50％。日本がこの17項目を達成しようと

する中で一番足を引っ張っているのが５項目めのジェンダー平等という項目です。153 カ

国の世界中の国のうち、日本はジェンダーギャップ指数が121位です。中でもこの121位

は先進国で最下位です。中でもこの男女格差が大きいというのは、都市部より地方のほう

が顕著だとされています。 

今現状皆さんこの会場にいらっしゃる方は、私以外全員男性ということなのですけれど
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も、皆さん自分に置き換えて、今この会場で自分以外が全員女性だと想像してみてくださ

い。かなり違和感があると思います。多分この違和感を感じているのは私だけになってく

るのですけれども、こういう状況、正直鹿追町だけではないです。日本中そうですから121

位という結果になるのですけれども、ただこの男女格差が大きいという形は都市部より地

方のほうが深刻です。男女格差が大きい、つまり男女平等ではないということは女性にと

って住みにくいということで、女性が都会へ出ていってしまう一因であると思っています。 

先ほど同僚議員の中から東京への一極集中ですとか、人口減少問題がありましたけれど

も、私はこの男女格差が大きくて女性が都会へ出て行ってしまうということも一因である

と思っています。 

人口ビジョンの中でも、若い女性が都会に出て行ってしまうから婚姻率が上がらない、

独身の男性が増えるみたいな話がありましたけれども、それもやはり女性が都会へ出て行

ってしまう、その原因が男女平等ではないという社会にあるということだと思います。 

鹿追町の役場においても、こういうふうに目標数値に対する達成率を公表しなければな

らないので、管理職９％、育児休業取得率該当なし、男性の出産休暇取得率は67％ですけ

れども、この数字が出てしまうと新しく鹿追町役場に就職してくれようとする若い女性の

方、優秀な女性の方は集まってこないばかりか、これは男性も最近はこの会社、またはこ

の事業所は育児休業が取れない、育児休業が取れないような会社は有給休暇も取りづらい

だろうということで、若い男性からも女性からも敬遠されます。なので、鹿追町としても

この数値を何としても上げてほしい。男女共同参画に項目がありまして、施策の具体的内

容で広報や学習機会、講演会を開催するということが施策の内容として挙げられています。 

これは数年間ずっとそうで、今まで広報の１ページで男女共同参画の啓発をするという

ことだけだったのが、昨年度から男女共同参画の講演会を開催していただくようになりま

して、それで今年の２月15日にも男女共同参画社会推進のための講演会を実施していただ

きました。その講演会には町長も出席していただきまして、最後まで講師の方のお話を聞

いていただきまして、町長がそういう形で講演会に参加していただくというのもとても前

向きなありがたい話だと思います。 

講師の先生もおっしゃっていました。参画率を上げるにはどうするといいか。どうする

といいかということを私質問させていただいたのですけれども、その時の講師の先生がお

っしゃるには、トップがどう行動するかが大事であるということでした。ですので、鹿追

町役場だけが鹿追町の事業所ではないのですけれども、やはり先陣を切って鹿追町役場の
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中で女性管理職の割合を増やしていくということを示していただかないと他の町民の方も

なかなか理解浸透していかないのかなと思います。それで、講習会を開催するのももちろ

ん大賛成で、それをやめてほしいわけではなくて、もっと増やしていってほしい、それと

係を担当の係長を置くなり、専門の職員を配置して男女共同参画の推進のために専門の職

員を配置してほしいと思います。 

この数値を上げている他の自治体をみますと、どこの自治体もいつまでに誰が何をやる

のか、そのための予算も取って事業を進めています。ですから、男女共同参画というのは

私は町の全般の施策に、例えば観光であったりとか教育であったりとか、そういう全般の

施策に関わることだと思いましたのでこの総括の中の質疑でお話させていただきますけれ

ども、そういった目標達成、課題の解決のためにいつまでに誰が何をするのかというよう

な計画を立てて進めていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 喜井知己町長。 

○町長（喜井知己） 

お答えをいたします。鹿追町役場というか町としての事業主行動計画は、私が総務課に

いるときに多分作ったもので、これは当然義務的に作らなければならないということもあ

りましたけれども、そういった形で目標数値も掲げていたところであります。 

うちの役場の事業所の規模がどうかということの中で、非常に数字が大きく動くという

のはもちろん職員の年齢構成だとか、そういう管理監督の立場に付く、年が上でなければ

ならないということではないですけれども、年齢的な要因ももちろん組織の中では私はあ

ると思っていますので、そういった意味で目標からちょっと遠ざかっているような現状の

数値にもしかしたらなっているのかなと思います。 

男女共同参画、女性活躍推進、これはもちろん全く否定する気もありませんし、そうい

った方向に進んでいくべきものと思っていますけれども、組織の中でいうとその働いてい

る本人の仕事に対してどう考えているという面も正直あると思っていまして、人事ですか

らこうすると言ったら基本的にはそれに従ってもらうのですけれども、組織はそれだけで

はなくて、やはり本人の考え方、生き方も正直あると思っています。 

従来どおりの男性中心の考え方というのは、それは改めていく必要があると思っていま

すけれども、職員としてどう働いていくかという、そういう面も考慮するという部分も必

要だと私は思っています。管理職の割合の数値について、今ちゃんとした数字は私も押さ
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えていませんけれども、もちろん人事を考える中ではそういった立場を担っていただける

にふさわしい女性が増えるような方策を私の立場でもしっかり考えていかなくてはならな

いと思います。どこまでできるか、一応目標数値がありますから、それに近づける努力は

しっかりとしていきたいと思います。 

それから育児休業の話ですけれども、どこの時点で該当者なしという数字かはあります

けれども、近年女性職員が出産をした場合、ほぼ例外なく育児休業を取得しています。 

そういったことで、職場としては育児休業が取れないとか、ましては有給休暇が取れな

いという実態は私はないと思っていますし、特に保育現場であるこども園については、当

然子育てということもありますので、有給休暇等の取得率は女性の現場のほうが高いとい

う現状もあると私は思っておりますので、そういった形でしっかりとやっていきたいと思

います。 

あと専門の担当係長云々という話がありました。そういうふうにするなら男女共同参画

進める上では一番いいのかと思います。ただ限られた職員の中で、多岐にわたる業務をや

っていくということもありますので、男女共同参画だけの専門の係というのはなかなか私

どもの機構では難しいかなと思っていますけれども、必ずしも担当を置かなくてもしっか

りとやっていけると思っていますので、その辺はしっかりやっていきたいと思います。 

他の仕事もそうですけれども、目標がそれぞれあるのですけれども、目標に向かってし

っかり進んでいくという姿勢が足りない部分も確かに御指摘のとおりあるかなと思ってい

ますので、できる限り取り組んでいきたいと思います。 

やはり社会全体の意識、特にこの間の講演会もありましたけれども、男性の意識もそう

ですし、組織に入っていれば組織の考え方、なかなか簡単にいかない部分はありますけれ

ども、そう言っていては進みませんので、できるだけそういう考え方を町民の多くの皆様

に知っていただく啓発講演会もそうだと思います。事業所としての町でもできる限り取り

組めることは進めていきたいと思っています。 

最初のほうで男女共同参画の項目がなかったということで、大変申し訳なかったと思っ

ていますけれども、しっかりと取り組んでいくということは変わりませんので、御理解を

いただきたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

よろしいですか。 

山口委員。 
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○２番（山口優子） 

ちょっと補足をさせていただきますと、育児休業の取得率ですけれども、女性のほうは

100％です。男性のほうがないということで、私が申し上げたかったのは男性も今の若い今

の男性の方たちは、育児休業を取りたいと思っていますし、むしろ男性で育児休業を取ら

ないと奥さんに怒られるという、そういう若い人が増えています。 

今回該当者なしというのは、女性活躍推進法第17条に基づいて数値をホームページに公

表しなければならないので、その鹿追町が公表したのは令和元年の９月、その情報に基づ

きまして私はお話をさせていただいています。 

女性職員の採用割合も０％、これが先ほど町長女性個々の希望なども考慮した上の人事

ですのでというお話ありましたけれども、この０％の採用割合で、これはそういう方がい

なかったのか、それとも意欲ある若い女性がこういう数値を御覧になって応募してくれな

かったのかという側面もあるかと思うのです。優秀な人材が集まってこないということは

本当に女性も、あと優秀な男性も集まってきづらい状況にある。 

鹿追町のまちづくりをしていくに当たって、一番肝となるのはやはり役場職員の方なの

で、役場職員に優秀な男性と女性を集めていかないとこれからの人口減少であったり、持

続可能な社会という、解決できなさそうな難しい課題に対応していけないということを私

は申し上げています。 

もちろん個々の女性のライフプラン、男性のライフプラン、それを考慮し人事というこ

とがあるのももちろん分かりますけれども、課長職０％というのはこれはそれだけではな

いのではないかと周りからは見られますよということを申し上げたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

喜井知己町長。 

○鹿追町長（喜井知己） 

 育児休業の関係の該当者なしというのは、多分そういう立場の男性職員がいなかったと

いうことだと思います。育児休業を取得する要件の男性職員がいなかったということ。育

児休業する男性がいなかった。町の職員の場合は有給休暇とかいろんな部分があるので、

あえて育児休業という形はなかなか正直思い切ったというか、そういう印象を持たれると

いう部分もあると思うので、該当なしという数字になったのかもしれませんけれども、そ

れを積極的に取るということも必要かなと思いますので、それは状況に応じて考えていき

たいと思います。 
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 それから、職員採用の関係ですけれども、おかげさまで町村職員の共同試験で採用して

おりますけれども、きちっと鹿追町を希望して応募してくれる方はおかげさまで今のとこ

ろ男女問わず応募をしていただいている状況にはありますけれども、そういったことも含

めてしっかりとやっていきたいと思います。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 渡辺総務課長。 

○総務課長（渡辺雅人） 

 すみません、市町村事業主計画、特定事業主行動計画の関係の資料を予算委員会が終わ

って下に置いてきてしまって今は持っていないのですけれども、まず育児休業の関係、男

性の育児休業は先ほど申し上げたとおり、女性が育児に携わる方の休業というのは 100％

取られていて、男性が育児に携わるべき時に取る休暇は取られていないというような形で

の表記になっているということであります。採用がゼロというのは、良かったかどうかは

ありますけれども、十勝町村会を通じて採用した職員の女性の割合ということで事業主計

画に記載をしたと思っています。一昨年、その前と採用はもちろんしていますが、十勝町

村会で採用したのは去年だと１名、その前だと２名、３名ということで、その中で女性が

いなかったというところでの表記になっているかと思います。その辺はどういった表記が

良いのかもう少し勉強をさせていただいて、直すべきところは直していきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

山口委員。 

○２番（山口優子） 

理解いたしました。 

担当の係長など係を置かなくてもしっかり進めていくという前向きな御答弁をいただき

ましたので、ぜひ具体的に誰が、どの課が、いつまでに何をするかという計画も作ってい

ただいて推進していただきたいと思います。 

終わります。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

他、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第25号を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案通り可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 異議なしと認めます。 

議案第25号は原案のとおり可決されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました令和２年度鹿追町各会計予算７件と、第７期

鹿追町総合計画の審査を全部終了しました。 

令和２年度鹿追町各会計予算及び第７期総合計画等審査特別委員会を閉会します。 

○議会事務局長（坂井克巳） 

 ここで安藤幹夫委員長より御挨拶があります。 

○予算審査特別委員長（安藤幹夫） 

 令和２年度各会計予算審査及び第７期総合計画の審査が闊達な議論、審査が行われ、滞

りなく慎重かつ精力的に行われることができました。 

各委員からは真剣な熱心な御意見、御提言を出していただき、また町長をはじめ各説明

員の皆様におかれましては真摯にその説明を行なっていただいたことに感謝申し上げます。 

今回の議論の中から問題点も把握することができ、今後の行政推進にあたり町と議会が

両輪となって住民の皆様が安心して暮らせるまちづくりに向け知恵を出し合い、住民の福

祉向上に努めていかなければならないと改めて思うところであります。 

地方自治法第２条第14項において「地方公共団体は住民の福祉の増進に努めるとともに、

最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と明記されています。限ら

れた予算でありますが、議会も精力的にまちづくりに参加していきたいと思います。令和

２年度各会計予算及び第７期総合計画等審査特別委員会がここに無事審査を終了すること
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ができましたことを感謝申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

誠にありがとうございました。 

○議会事務局長（坂井克巳） 

 次に喜井知己町長より御挨拶をいただきます。 

○町長(喜井知己) 

 令和２年度鹿追町各会計及び第７期鹿追町総合計画等審査特別委員会の閉会にあたり、

ひと言御挨拶を申し上げます。 

 昨日から明日までの３日間の日程でしたけれども、１日ちょっとを残してこの特別委員

会における令和２年度の一般会計及び６特別会計の予算、そして第７期鹿追町総合計画、

これについてこの特別委員会で原案のとおり可決をいただきました。まずもって心から感

謝を申し上げる次第であります。 

 予算審査、そして総合計画の審査を通じて委員の皆様から貴重な御意見、そして御指摘、

御指導をいただきました。私たちは限られた予算の中でいかに効果を出していくか、そし

てそれが真に町民の皆様の幸せにつながっていくか、こういうことをいつも念頭に置いて

事業を進めていかなければならないと思っています。町民皆様のニーズはいつの時代も絶

えることなく、そして年々高まってくるのも当然です。 

 そして、人口減少という大変難しい課題に向かって私たちはまちづくりを進めていかな

ければなりません。 

 今、鹿追に住んでいる皆さんがこの町にずっと住み続けたい、そして住んで良かったと

思えるように、そして１人でも多くの方が鹿追町に来て住んでいただけるように、こうい

ったことでしっかりと取り組んでまいりたいと思います。 

 この２日間の委員会で様々なお話をいただきましたので、今年度残り少ないのですけれ

ども、今年度、あるいは来年度以降の予算執行、まちづくりに反映させるべく職員ともど

も努力をしてまいりたいと思います。 

 今後とも議員各位、さらには町民各層多くの方の御意見をいただきながらまちづくりを

進めてまいりますので、今後とも変わらぬ御指導を賜りますようお願いを申し上げまして、

特別委員会閉会にあたっての御挨拶といたします。 

大変ありがとうございました。 

 

閉会 13時 57分 
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